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第四節　中期レーニンの民族問題論　その2 

何度か繰り返して述べてきたが、本節で扱
う時期を「中期」としているのは便宜的なも

のにすぎず、内容的には、前節までの時期と
本節の時期との間に、帝国主義認識を基礎と

する最大の区分＝転回･発展がある。なお、
あらかじめ次のことを断っておく。民族問題

をもっぱら内的契機において把握するレーニ
ンの基礎となった経済理論の一つは、いわゆ
る市場形成論であるが、この市場形成論とレ

ーニン帝国主義論との関係の問題について
は、必要最小限の言及にとどめざるをえな

い。また、レーニン帝国主義論の経済学的諸
問題についても同様である。 

とりあえず述べておくと、「切取り地」綱
領（03年綱領）については、「農奴制的債

務奴隷制的搾取に役立っている土地と資本主
義的に利用されている土地との区分……はま

ったく誤っていた」、「ロシア農業における
資本主義の発展程度を過大に評価した」

（『1905～1907年の第1次ロシア革命にお
ける社会民主党の農業綱領』）と、いわゆる

「二つの道」論を提唱するに際して総括し
た。しかし、帝国主義論形成時には、このよ

うに明示的な理論的総括はない。 

〈1〉帝国主義認識の深化と 
民族問題論の発展 

周知のように、勃発した世界大戦と、そ

れをきっかけとした第二インターの崩壊（諸
党指導者たちの雪崩をうった「祖国防衛」主

義への転落）との性格･内容･意味の追究が、
レーニンの帝国主義認識へのスタートであっ

た。そして、その帝国主義認識の深化と密接
に結びつき、並行してレーニンの民族問題論

は発展していく。その過程をまず見ておこ
う。 

周知のように、1914年7月28日（オース
トリアの対セルビア宣戦）に始まった戦争

は、8月に入ってドイツと露仏英が開戦し、
世界戦争へと拡大していった。9月6～8日
（西暦）にスイスのベルンで開かれたボリシ

ェビキ･グループの会議は、「ヨーロッパ戦
争における革命的社会民主主義派の任務」と

いう決議（テーゼ）を採択した。決議は、戦
争の性格を、「ブルジョア的、帝国主義的、

王朝的戦争」と規定している。 
「レーニンは、ロシア国内でテーゼが承認

されたという通知を受けとったあとで、それ
を書きかえて、ロシア社会民主労働党中央委

員会の宣言『戦争とロシア社会民主党』……
を書いた」（レーニン全集訳註）。「9月28

日（10月11日）以前に執筆」とされるこの
中央委員会宣言は、『ソツィアル･デモクラ

ート』紙第33号（11月1日）に発表され
た。それは次のように述べている。 

「先進諸国の資本主義の発展の最新の帝
国主義段階における軍備の増大と市場獲得闘

争の極度の激化、そして、最も遅れた東欧の
諸君主国の王朝的利害、これらは、不可避的

にこの戦争へ導かずにはおかなかったし、ま
た実際に導いたのである。他国［ナーツィ

ヤ］の土地を奪い、他国を征服し、競争国を
没落させ、その富を強奪し、ロシア、ドイ

ツ、イギリスその他の国内の政治的危機から
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勤労大衆の注意をそらせ、労働者を分裂さ
せ、民族主義で欺き、プロレタリアートの革

命運動を弱めるために労働者の前衛をみな殺
しにすること、――これが、今日の戦争のた

だ一つの現実的な内容であり、意義であり、
意味である」。 

ここでは、「帝国主義段階」という把握
は見られるが、それと民族抑圧との関係は明

らかではない。具体的論及はロシアに限られ
ている。「ロシアに抑圧されている諸民族

［英訳版『ナショナリティズ』から類推すれ
ば『ナツィオナーリノスチ』］の解放と自

決」（決議）、「民主的共和制（すべての民
族［ナーツィヤ］の完全な同権と自決のもと

での）」（宣言）。  1

「9月から10月に執筆」とされる「小冊子

『ヨーロッパ戦争とヨーロッパ社会主義』の
プラン」には、次のように書かれている。 

「1．戦争の性格――帝国主義（基本的な
ものとしての）。 

資本主義発展の最後の段階としての帝国主
義。 

2．ブルジョア時代の始まりでの民族戦争 
その終りでの帝国主義戦争 

対 
民族戦争：資本主義発展の土台と
しての民族的領域を統合し、前資

本主義的遺物を除去する。 
帝国主義戦争：難破しつつある資

本主義という船ではすでにだれも
が狭苦しくなっている。他のもの

を押しのけて、資本主義の終末を
引き延ばそうとする。 

…… 
4．現在の戦争における民族戦争（セルビ

ア）の副次的性格。 
5．民族戦争の伝統のブルジョアジーによ

る利用――『祖国』、……」。 
宣言と同時に掲載されたレーニン論文『社

会主義インターの現状と任務』は、日和見主
義の思想的基礎の一つとして、「民族［ナツ

ィオナーリノスチ］または祖国［オチェーチ
ストヴォ］の歴史的･一時的な限界を忘れる

こと」をあげている。レーニンは次のように
述べた。 

「この戦争は帝国主義戦争、すなわち、
最も発展した資本主義の時代、資本主義の終

りの時代の戦争である。労働者階級は、まず
もって『自分自身を民族［ナーツィヤ］の枠

内で組織し』なければならないと『共産党宣
言』は述べているが、この場合、『宣言』

は、ブルジョア制度の、従ってまたブルジョ
ア的祖国の必然の形態として、民族［ナツィ

オナーリノスチ］と祖国を我々が認める限界
と条件を示している。日和見主義者は、この

真理を歪曲して、資本主義の発生時代に正し
くあてはまることを、資本主義の終りの時代
に引きうつしているのである。しかも、この

終りの時代については、封建制度ではなく、
資本主義を崩壊させるための闘争におけるプ

ロレタリアートの任務について『共産党宣
言』は、はっきりと明確に、『労働者は祖国

 　この引用で、なぜ「自決権」ではなく「自決」なのかは不明。ちなみに、ドイツ語では1

「自決権」は一つの単語であるが、ロシア語等ではそうではない。なお、宣言では、「現在
の帝国主義戦争をグラジダーンスカヤ･ボイナーに転化せよ」とのスローガンが提出されてお
り、グラジダーンスカヤ･ボイナー（シヴィル･ウォー）は、全集では「内乱」、文庫では「内
戦」と訳されている。ただし、第7パラグラフだけは共に「市民戦争」。また、決議、宣言で
提唱された「ヨーロッパ合衆国」については後述（「合衆国」はUSAのUSにあたる語）。
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を持たない』と述べている。……社会主義運
動は祖国という古い枠の中では勝利すること

ができない。社会主義運動は、人類の共同生
活の新しい、高度の形態を創出するであろ

う。その時はじめて、今日の民族的障壁が取
り除かれたインターナショナルな統一の中

で、あらゆる民族［ナツィオナーリノスチ］
の勤労大衆の正当な欲求と進歩的な志向とが

満たされるであろう」。 
「民族の枠内で組織」するのは資本主義

の発生時代で、資本主義の終りの時代には
「祖国を持たない」というのが、レーニンの

『共産党宣言』理解である（これには無理が
ある）。ここで注目すべきは、帝国主義戦争

と民族戦争が時期的に分離され、社会主義を
民族主義にすりかえるものとして日和見主義

者を批判している点である。つまり、大戦初
期のレーニンの民族問題認識は、「帝国主義

段階」との把握に至りつつも、従前の理論的
枠組を出ていない。なお、14年末に発表さ

れた『大ロシア人の民族的誇りについて』で
は、資本主義の進歩性の単純な美化を批判

し、「資本の全歴史は、暴行と略奪、流血と
醜行の歴史だ」と述べている。 

1915年に入って、レーニンの帝国主義認
識は大きく進んだ。「1915年2月以後に執
筆」らしい『よその旗をかかげて』（発表は

17年）では、二つの新しい視点が示されて
いる。一つは、歴史的時代区分についてであ

る。以前の区分は、本章263頁右段中頃のよ
うなものであった。それが、この論文では、

①1789～1871年、②1871～1914年、
③1914年～、とされている。①は以前の

「第一の時期」に照応しているが、②③は区
分のみならず、内容も変更されている。すな

わち、「第二の時代［②］は、ブルジョアジ

ーの完全な支配と衰退の時代であり、進歩的
ブルジョアジーから、反動的な、さらに最も

反動的な金融資本への移行の時代である。
……第三の時代［③］は、ブルジョアジー

を、第一の時代の間の封建領主と同じ『地
位』においている。これは、帝国主義の時代

であり、また帝国主義から生ずる帝国主義的
激動の時代である」、「第一の時代には、封

建制度から解放されつつある人類の生産力の
発展の支柱であった、諸国家のブルジョア

的･民族的な枠は、いまや第三の時代には、
生産力のより以上の発展の障害となった」、

と。 
もう一つは、いわゆる労働貴族論であ

る。いわく、②の時代には、「労働者階級の
ごくわずかな少数者が、……植民地からの利

得、特権からの利得の残りものを『享有』す
ること」が、「大資本主義国に共通の現象と

なった」。 
また、1915年2月27日～3月4日（西暦）

に開かれたボリシェビキ在外支部会議（ベル
ン会議）は、レーニン起草の決議を採択した

が、その決議には次のようにある。「今日の
戦争は、帝国主義的な性格を持っている。こ

の戦争は、資本主義が最高の発展段階に達
し、商品の輸出ばかりでなく資本の輸出もす
でに最も本質的な意義を持ち、生産のカルテ

ル化と経済生活の国際化とが著しい規模に達
し、植民地政策がほとんど地球全体の分割を

もたらし、世界資本主義の生産力が増大して
民族的･国家的区分という限られた枠をのり

こえ、社会主義を実現する客観的諸条件が完
全に成熟した、――そういう時代の諸条件か

らおこったものである」。 
ここでは、『帝国主義論』の諸指標にか

なり接近している。しかしながら、帝国主義
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と民族抑圧との関連は明らかではない。
「1915年初めのレーニンは、帝国主義と植

民地との関わり、およびブルジョアジーの反
動化ということで、帝国主義と民族抑圧との

関連の認識に接近しているが、しかし、同時
にこの関連を明確にすることを妨げる論理を

もっていた」 と、大野は言う。つまり、ブ1

ルジョアジーの反動化という新しい認識が、

民族国家の障害化という認識の前提にある従
前の認識と矛盾しており、この従前の認識の

中に「妨げる論理」があるとする。この論理
については後に考察しよう。 

『社会排外主義者の詭弁』（1915年5月1
日『ソツィアル･デモクラート』第41号）に

は、「大国のおのおのが事実上、植民地支配
の強化と拡大、小民族の抑圧を目指してい

る」とのくだりがあるが、「これは、帝国主
義と民族抑圧との関連づけの、レーニンにお

ける初出である」（大野節夫「帝国主義と民
族抑圧」）という。 

15年5月後半～6月前半に執筆された『第
二インターの崩壊』では、「優勢な帝国主義

諸国民［ナロード。文庫訳『諸国』はおかし
い］による、地球人口の過半数を占める幾多

の民族［ナーツィヤ］の抑圧」をとり上げ、
「帝国主義の時期は、他のすべての民族を抑
圧している特権的な『大』民族の間での世界

の分割である」と、帝国主義の規定とされて
いる。ここにおいて、帝国主義と民族抑圧と

の関連の認識が、ほぼ成立したといってよ
い。すなわち、帝国主義こそが民族抑圧を生

み出していること、また、帝国主義と民族抑
圧の関連は、帝国主義的抑圧民族と被抑圧民

族との関連でもあること、が示された。更に
言えば、資本主義の発展を単純に進歩的と見

る理論をストルーヴェ主義と批判し、ロシア
における民族抑圧を「軍事的･封建的帝国主

義」によるものと捉え返した。 
帝国主義認識の深化と民族問題論の再編

成との関連に注目して大野は、「『第二イン
ターの崩壊』において、はじめて帝国主義の

経済的本質である、自由競争の否定、対立物
である独占（ここでは『独占企業』と表現さ

れている）が認識されている」（同上）と述
べている。 

ここで大野が言う、「従前の認識」＝
「妨げる論理」の問題を考察しておこう。問

題の出発点は、生産力の発展にとって民族国
家が障害となっているという理解は、民族国

家をのりこえる資本主義＝ブルジョアジーの
歴史的進歩性という「従前の認識」と、ブル

ジョアジーの反動化という「新しい認識」と
は矛盾する内容を持つということであった。

レーニンはこれをいかにして克服したか？ 
結論を言えば、民族国家をのりこえるも

のを、生産力一般ではなく、資本すなわち独
占資本＝金融資本と捉えることによってであ

る。こうして、民族抑圧との関連を把握する
ことができたのであった（この認識に基づい

て、後の帝国主義的経済主義への批判があ
る）。以下のレーニンの叙述は、そのような
ものとして読まれなければならない。 

「社会の生産力と資本の規模は、個々の
民族国家の狭い枠をこえて成長した。ここか

らして、他民族を奴隷化し、原料産地および
資本輸出地としての植民地を略取しようとす

る諸大国の志向が生まれている」（ツィンメ
ルワルト左派の決議草案）。「帝国主義は、

資本が民族国家の枠をのりこえたことを意味
し、帝国主義は、新しい歴史的基礎の上で民

「帝国主義と民族抑圧」　大野節夫　同志社大学経済学論叢第24巻第1.2.3号所収1
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族抑圧が拡大し、激化することを意味する」
（『革命的プロレタリアートと民族自決

権』）。 
しかしながら、資本主義の発展が民族的

融合の傾向を持つことは、完全否定されたわ
けではない。1916年1～2月に執筆された、

テーゼ「社会主義革命と民族自決権」のため
の覚え書には、次のようにある。「分離の自

由は、愚劣な小国家分立と民族的疎隔を克服
する唯一の政治的手段であるが、人類にとっ

て幸いなことに、それらは資本主義の発展全
体によって制止しがたい力で破壊されつつあ

る」。 
【注　生産力が民族国家の枠をのり

こえた点に、帝国主義の本質的特徴
を見るのは、当時の社会主義者に一

般的であった。 
「帝国主義の政策が何よりも明らか

にしたことは、……古い民族国家が
時代遅れとなってしまい、今や生産

力の発展にとっての耐えがたい障壁と
して現われているということである」

（トロツキー『戦争とインターナシ
ョナル』1914年11月）。 

「金融資本の政策のこれらの三つの
根源［販売市場、原料市場、投資地
域をめぐる闘争］は、結局、同一の

現象の三つの側面にすぎない。それ
は生産諸力の発展と生産組織の『ナ

ショナルな』限界とのあいだの矛盾
なのである」（ブハーリン『世界経済

と帝国主義』1915年夏に完成。発表
は1918年） 。 1

コーエンによれば、「1929年に彼
［ブハーリン］が政治的に失脚し、ほ

とんどすべての彼の理論的著作が攻撃
されるに至るまでは、彼の本はレー

ニンのと同様、帝国主義に関するボ
リシェビキの古典的叙述として、ソヴ

ェト･ロシアで高い位置を与えられて
いた」、「つまり、どちらも党の教

育機関で必読文献となっていたので
ある」 。みずから序文を書いた（発2

表は1927年）ことからもわかるよう
に、レーニンはブハーリンの草稿に触

発されたはずである。『帝国主義ノ
ート』の「全集版ではブハーリンのテ

ーゼに言及したところだけ削除され
ている」（同上）らしい。なお、ブハ

ーリンは、先出のベルン会議におい
て、「レーニンが社会主義独自の要求

ではなく民主主義的最小限要求に重
点をおいていることを批判」（同上）

するテーゼを提出していた（支持者ゼ
ロ）。また彼は、その「会議の席に

おいて……ピャタコフと接触を開始し
た」（同上）という。】 

帝国主義認識の深化＝民族問題論の再編

成と関連して、「ヨーロッパ合衆国」のスロ
ーガンをめぐる変遷は、興味深い。既述した

ように、大戦初期の決議、宣言は、「ヨーロ
ッパ合衆国」のスローガンを提唱していた。

「発表は18年」というのは正確ではなかった。15年9月（西暦）に出た雑誌『コムニスト』1

第1･第2合併号に、圧縮された形で掲載された。レーニンによる序文（単行本化を予定して
いた）は同年12月付になっているが、レーニンが読んだのが、圧縮されたものか生原稿かは
不明。

『ブハーリンとボリシェヴィキ革命』　コーエン　未来社　1979/12
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しかしながら、先出のベルン会議において、
「出版物のうえで問題の経済的な側面が討議

されるまで、この問題を延期することが決定
された」、つまり、保留となった。そして、

1915年8月には撤回されるに至った。要す
るに、レーニンの帝国主義認識が深まるに従

って、「ヨーロッパ合衆国」のスローガンは
否定されていっているのである。 

『ソツィアル･デモクラート』第44号（8
月23日）に掲載された『ヨーロッパ合衆国

のスローガンについて』は、次のように述べ
ている。「共和制的ヨーロッパ合衆国」のス

ローガンが、ロシアの君主制を先頭とするヨ
ーロッパの三つの最も反動的な君主制の革命

的打倒に結びつけて提起される場合、それは
政治的スローガンとしてはまったく非難の余

地のないものであっても、なお、このスロー
ガンの経済的内容と意義という、極めて重要

な問題が残っている。帝国主義の経済的諸条
件、すなわち、『先進的』、『文明的』な植

民地領有国による資本の輸出と世界の分割と
いう見地からみれば、ヨーロッパ合衆国は、

資本主義のもとでは、不可能であるか、ある
いは反動的である」。 

小冊子『社会主義と戦争』に発表された
「ヨーロッパ合衆国のスローガンについて」

は、「不可能」と「反動的」の内容を簡潔に
まとめている。すなわち、このスローガン

は、「植民地や、勢力範囲などが個々の国々
の間に分割されている時に、世界経済の計画

性が打ち立てられることを予想した資本主義
のもとでは実現不可能な要求であるか、ある

いは植民地を一層うまく抑圧し、またより急
速に発展しつつある日本とアメリカを略奪す

るための、ヨーロッパの諸大国の一時的な同
盟を意味する反動的なスローガンであるか、

どちらかである」、と。  1

『ソツィアル･デモクラート』第44号論文

は、「世界合衆国（ユナイテッド･ステイツ･
オヴ･ザ･ワールド）」にも言及し、かのスタ

ーリンが「一国社会主義」論の“根拠”とした
くだりがあるのであるが、次のようにも述べ

ている。「諸々の社会主義共和国が、遅れた
諸国家（ステイツ）に対して、多かれ少なか

れ長期にわたってねばり強く闘わなければ、
社会主義のもとでの諸民族の自由な同盟は不

可能である」。ここに、諸民族の融合は思っ
たより困難であるとのレーニンの新認識を見

　トロツキーは一貫して「ヨーロッパ合衆国」を唱えていた。先に見た帝国主義理解に依拠1

したものであろう。
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るのは、不当であろうか。 
ところで、バルカン戦争に際してレーニン

は、「バルカン連邦共和国（フェデラティ
ヴ･バルカン･リパブリック）」を支持してい

た。この主張は、帝国主義認識の前であった
が、被抑圧ネイションズにとって大きな前進

であり、正当であった。 
再編成されたレーニンの民族問題論は、ツ

ィンメルワルト左派およびボリシェビキ内の
偏向との闘争の中で、より鮮明にされてい

く。  1

1915年10月にレーニンは、報告「帝国主

義と民族自決権」（この報告が行われたのは
10月28日）のための資料（邦題は「報告＜

帝国主義と民族自決権＞によせて」）をした
ためた。そこでは、後に見るテーゼの原型が

あらわれている。「テーマ：帝国主義と民族
自決。＜民族問題＞ではない」という記述

に、レーニンの問題意識（民族自決権を否定
する傾向に対する批判の重要性）が示されて

いるといえよう。以下、注目すべきくだりを
引用しておく。 

「帝国主義は新しい歴史的基礎における
諸民族の抑圧である……これは一方の2分の

1。他方の2分の1（課題の［ザダーチ。邦訳
は『任務』］）＝民族運動の目覚め、東ヨー

ロッパ（1905年以後のウクライナ）で、ア
ジアおよびアフリカ（中国、インド、エジプ

ト）――植民地で……」。 
「民族自決［＜古くからの使いふるした

＞……ブルジョア民主主義的スローガン（世
界の10億の人口にとっては新しい!!）］を欺

瞞ではなく真実にすること。……単なるブル
ジョア民主主義的原理か？　では、労働者の

友愛は？　いや、社会主義的原理でもある」
（［］はママ）。 

「東欧の後進諸民族［ナロード］とアジ
ア･アフリカの植民地との民族解放運動の持

つ世界史的重要性を決して否認してはならな
い」。 

「このテーゼ［自決権］を承認しない社
会民主主義者は、……党から除名しなければ

ならない」。 
「＜資本の成長は民族の枠をこえた。諸

民族の統合（一国家への）は、不可避で、進
歩的である＞。そうだ！　だがマルクス主義

＝ストルーヴェ主義ではな」い。 
「＜分離の自由＞は、民主主義の最高の

表現である」。 
「帝国主義はこの古いスローガン［民族

自決］を新しくする」。 
「核心：被抑圧民族に対する抑圧民族の

　1915年9月5～8日に開かれたツィンメルワルト会議は、同年になってから開かれた諸反戦1

会議の一つの頂点をなすものであった。レーニン･ジノビエフ共著の小冊子『社会主義と戦争』
は、直接的にはこの会議に向けたものである。会議には、ロシア、ドイツ、フランス、ポー
ランド、ルーマニア、ブルガリア、イタリア、オランダ、スイス、スウェーデン、ノルウェー
から38人の代表が参加した。平和主義を批判し、内戦を掲げ、社会排外主義者と手を切るこ
とを内容とする決議案（前出の決議案とは別のもののようだ）と宣言案に署名したのは、ボ
リシェビキのレーニンとジノビエフ、ラトヴィア社民党のベルジン、ポーランド王国･リトヴァ
社会民主党（SDKPiL）分離派のラデック、スウェーデンとノルウェーの社会民主主義青年同
盟のヘークルントとネルマン、スイス社民党のプラッテン、ドイツ代表1人（権力関係を考慮
して匿名であったが、ボルヒャルト）の8名。これらに代表される勢力がＺＬである。ＺＬの
決議案は、12対19で否決された（上記8名以外の支持者は、オランダのローラント=ホルスト、
トロツキー、エスエル左派の2名）。
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態度」。 
11月に執筆したと推測できる『革命的プ

ロレタリアートと民族自決権』（なぜか、そ
の時には発表されなかった）は、ラデックの

論文「併合と社会民主主義」を批判したもの
である（このレーニン論文はドイツ語で書か

れた）。レーニンはまず、ラデックが民族自
決権を否定する論拠を、「民族問題はすべ

て、帝国主義の問題であり、資本は、民族国
家の枠をのりこえている。だから『歴史の車

輪』を、民族問題という、時代遅れになった
理想へ『後戻りさせる』ことはできない」と

まとめ、批判に移った。まず、「視線を……
民族解放運動が……現在および将来のもので

ある植民地には向けていない」こと、ここか
ら結論されることは、……社会主義のための

革命的闘争を、民族問題における革命的綱領
と結合しなければならない、ということ」。

「パラベルム［ラデック］によると、社会主
義革命の名において、彼は民主主義の分野で

の一貫した革命的綱領を、軽蔑しながら放棄
する、ということになる。これは間違ってい

る。……社会主義革命［1927年にロシアで
発表された際には『社会革命』］は、一回の

戦闘ではなく、それどころかブルジョアジー
の収奪によってはじめて完成される経済的お
よび民主主義的改革のあらゆる問題のための

多くの戦闘からなる一時代である。まさにこ
の終局目標のためにこそ、我々は我々の民主

主義的要求の一つ一つのために、一貫した革
命的定式を与えなければならない」。 

そして、次のような基本的立場を打ち出し
た。「社会民主党の綱領のなかで中心点とな

るのは、まさに諸民族を抑圧民族と被抑圧民
族とに分けることでなければならない。とい

うのは、この区分は帝国主義の本質をなすも

のであり、しかも社会愛国主義者［ロシアで
発表の際には『社会排外主義者』］とカウツ

キーがごまかして回避しているものだからで
ある」。 

この基本的立場は、後のテーゼに貫かれて
いるのであるが、その紹介は次項に譲る。 

総括しておこう。民族抑圧を、絶対主義･
封建制（の残存）の問題としての認識から、

資本主義的帝国主義の問題としての認識への
転回、――これが、レーニン民族問題論再編

成の基軸に他ならない。再編成される過程を
見てきたことによって、それ以前のレーニン

民族問題論の性格は、一層明らかになったは
ずである。もう一度確認しておく。 

レーニンは、民族国家の形成を域内市場の
統一の観点から説き（その際、言語の重要性

を指摘しているが、絶対化はしていない）、
資本主義の生成･発展に適合的であると関連

付けた。この理解は、成熟した資本主義国で
は、民族問題が解決しているとの認識と結び

ついていた。それを支えたのが、資本主義の
発展は民族的隔壁を解消する傾向を持つとい

う論理である。これを土台として、インター
ナショナリズム（「国際主義」としないの

は、主要にロシア国内の諸民族プロレタリア
ートの統一として語られていたから）が唱え
られた。レーニンにあっては、民族国家は、

資本主義の傾向が促進する、民族融合の実現
までの過渡的なものにすぎなかった（もちろ

んこれは、資本主義の過渡性の認識に対応す
る）。理論的には如上のことから、実践的に

はロシア党の綱領論争として展開されたこと
から、レーニンの民族問題論は、ロシア国内

におけるブルジョア民主主義革命の課題とし
て提出されたのである。従って、西欧と東

欧･アジアとの対比はあっても、支配･従属関
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係としては捉えられていない。一貫して民族
自決権を堅持したのは驚嘆すべきことである

（1896年第二インター･ロンドン大会決議
と、ロシア党綱領草案を擁護したプレハーノ

フの叙述――本稿では紹介しなかったが、民
族自決権の否定は「万国の労働者、団結せ

よ！」の精神にもとる旨――がレーニンに与
えた影響の大きさを示す）が、民族同権の位

置にとどめられている。 
大戦勃発と、それを契機とした第二イン

ター指導者のナショナリズムへの転落は、レ
ーニンに、それまでの理論構成の転換を要請

した。すなわち、資本主義の発展段階を世界
体制から把握することを求めたのであった。

なぜなら、祖国防衛主義の正当化に、資本主
義の発展度合いを基準にして、どちらの政府

の敗北が進歩的かを判定する論理が利用され
たからである（実は、日露戦争に際してのレ

ーニンの態度は、この論理に基づいていた。
それは、大戦時の自国政府の敗北を望む論理

とはかなり違う）。 
「帝国主義は、新しい歴史的基礎の上で

民族抑圧が拡大し、激化することを意味す
る」（『革命的プロレタリアートと民族自決

権』）。周知のように、レーニンは、「純経
済的概念」としての「帝国主義のできるだけ
簡単な定義」を「資本主義の独占的段階」と

し、「一方では、金融資本は……、他方で
は、世界の分割は……」と説明し、さらによ

り詳しく、5つの指標をあげている（『帝国
主義論』）。続けて、「帝国主義の政治的特

性をなすものは、金融寡頭制の抑圧と自由競
争の排除とに関連する、あらゆる面での反動

と民族抑圧である」（同）と述べた。『帝国
主義論ノート』には、「定義――政治的――

反動、民族抑圧、併合」という有名な記述も

ある。このような帝国主義認識の確立ととも
に、民族抑圧についてのレーニンの新たな認

識も確立された。すでに見たように、帝国主
義と民族抑圧との関連の認識は、レーニンに

おいて、大戦勃発後ただちに形成されたわけ
ではなく、のみならず、それを「妨げる論

理」を保有していたのであった。従来の認識
の総括をレーニンが明示しなかったことが、

レーニンの「継承者」たちに混乱をもたらす
ことになる。 

【注】　再編成されたレーニン民族

問題論の考察に入る前に、一点だけ
述べておく。それは、いわゆる自由

主義（自由競争）段階には民主主義
が照応し、帝国主義（独占的）段階

には政治的反動が照応する、という
把握の問題である。 

　「帝国主義の政治的特性をなすも
のは……」という先の引例に関連して

レーニンは、「より進歩した資本主
義的政策に対して、自由貿易と国家敵

視の時代遅れの政策を対置すること
は、プロレタリアートのなすべきこと

ではない。……」というヒルファディ
ンク『金融資本論』を引用している。
このことに示されるように、レーニ

ン『帝国主義論』は、ただ金融資本
の規定だけを『金融資本論』から継

承したわけではない。 
　資本主義が変化したからには、

『資本論』は無用であると主張した
ベルンシュタイン（19世紀資本主義

には『資本論』は有効であるとベル
ンシュタインも認めていたことに

NB）の修正主義に対して、「正統
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派」マルクス主義者は、『資本論』の
個々の手直し（解釈など）をもって

批判した。『金融資本論』（1910
年）は、『資本論』の内容を補充し

発展させる観点から、修正主義を全
面的に批判したものであった。『資

本論』の論理レベルに自覚的であっ
たと思われるヒルファディンクは、

『金融資本論』を、理論的部分＝資
本主義新段階の一般的解明（A1～

4）と政策的部分＝歴史的･個別的分
析（A5）とに分けて叙述している。

A5において彼は、「［金融資本の］
イデオロギーは自由主義のイデオロ

ギーとは全く反対のものである」と
述べ、対外的には自由貿易にかわっ

て膨張主義･植民地主義が、国内的に
は「民主主義的な平等理想にかわっ

て、寡頭主義的な支配理想が現われ
た」とした（カウツキーの帝国主義

論は、段階的認識が希薄である）。 
　レーニン帝国主義論は、この『金

融資本論』の論理を継承･強化すると
ともに、ボブソン『帝国主義論』を

も援用して、帝国主義戦争と日和見主
義の社会排外主義への転化との不可
避性を論じたものに他ならない。

（ただしレーニンは、底層にある自
由競争とその上にある独占との矛盾

を忘れなかった。この認識なくして、
いわゆる不均等発展論はない。それ

ゆえに、「組織された資本主義」論
の方に傾くことはなかった）。レー

ニンの論理は、ヒルファディンクが意
識した区別を取り払ったがゆえに、

大戦下の状況においては説得力を持
つという面があった。しかしながら

それは、19世紀資本主義＝民主主義
の美化と、帝国主義の硬直的理解

（顕著な例としては、「万年危機」論
的理解＝帝国主義もまた資本主義的

融通性を持つことの軽視･無視）を、
レーニンの「後継者」にもたらすこと

になる（ローザ『資本蓄積論』は一
般的資本主義の歴史叙述に流れてし

まっているが、それゆえに資本主義
の本質的暴力性を暴露する契機を内

包している。従って、19世紀資本主
義の美化が主流となっている限り、

それを批判するローザ的理論が再生
産される必然性がある。ちなみに、

トロツキーの「複合的発展」論は、
社会学だと思っている）。 

　ところで、ヒルファディンク･レー
ニンの論理を経済学上で極端化した

のが、いわゆる宇野理論である。宇
野段階論は、資本主義が本来有する

「純粋化」と「不純化」の両面を、
自由競争的資本主義においては前者

が、帝国主義においては後者（いわ
ゆる「逆転」論）が本質的であると
する主観的認識の上に成立している。

その特徴は、「元来無理な」労働力
商品化の処理機構が、「産業資本的

蓄積様式」においては資本主義が
「自立化」し、「何等の特殊な経済

政策をも必要としない」が、「金融
資本的蓄積様式」においては農民経

営などを温存し、「再び経済政策を
重要な補強手段として要請する」、と
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いう主張にある 。 1

　渡辺寛は、次のようにレーニンを

批判した。「彼［初期レーニン］の
商品経済史観＝資本主義発展一元史

観が、彼の民族問題分析において
も、理論的枠組をなしている」、「こ

の［本稿『中期レーニン　その1』
の］時期のロシアの農民運動をブルジ

ョア民主主義革命を志向するものと
規定したのと同様に、民族運動も同

じ革命を志向するものと想定したと
ころに、彼の資本主義発展一元史観

が根強く作用していた」、「［帝国主
義認識後においても］資本主義発展

一元史観が、初期以来根強くレーニ
ンを支配していた」 、と。 2

　「商品経済史観＝資本主義発展一
元史観」とは、商品交換が自生的に

資本主義に発展し、資本主義発展は
どの国でも同じ過程を通る、という

理解を指す。この論点については、民
族問題を単純に経済理論の問題に還

元できないことの指摘にとどめる
（レーニン市場理論の考究は他日を

期す）。ここで取り上げたいのは、2
番目の引用に関してである。すなわ
ち、それが依拠している、「レーニン

は、工業を中心とする金融資本的蓄
積による巨大な独占体の形成が社会

主義の物質的基礎を形成するに至っ
たことを明らかにし、農業部面におけ

る小経営の存続にもかかわらず、大胆
に、当面の革命を社会主義革命と規

定した。かくして、帝国主義段階の革
命がブルジョア革命ではなく、社会主

義革命であることが明らかにさ
れ」 たという理解の是否である。 3

　これこそ、「帝国主義段階」という
概念を弄ぶ一例に他ならない。しか

もその概念は一国的に捉えられてい
る。これは、渡辺に限られたもので

はなく、レーニン死後の国際共産主
義運動の土俵をなしていた。それゆ

え、例えば、「日本は帝国主義にな
ったか否か」という形而上学的論争

が生まれた。しかし、これはレーニ
ンの帝国主義認識とは異なる。レー

ニンにとって帝国主義とは世界体制
であり、英独仏米露日はその中での

諸列強であった（「アメリカ帝国主
義」等の言い方は、レーニン死後に

できたはずである。また、レーニン
『帝国主義論』を、第1章～第3章の

国内体制の分析から第4章を媒介にし
て第5章～第6章の世界体制への分析

の展開と理解する――いわゆる「上
向」論的読み方――のは、正確では

ない）。ある国のプロレタリアート
の任務は、「帝国主義段階」という
概念からではなく、その国の階級的

諸関係から導き出されるのである。
渡辺のごとき論理は、民主主義的任

務と社会主義的任務の混同をもたら
す。 

『経済政策論』　宇野弘蔵　弘文堂改訂新版　1971/21

「民族問題の経済学」　渡辺寛　『クライシス』8号掲載2

『レーニンの農業理論』　渡辺寛　お茶の水書房　19633
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〈2〉テーゼ 
「社会主義革命と民族自決権」 
テーゼ「社会主義革命と民族自決権」

（以下、テーゼ。「民族」は複数形である
が、慣例通り「民族自決権」とする）は、

当時のボリシェビキの新たな民族綱領であ
り、第2回ツィンメルワルト会議（キンタ

ール会議。1916年4月24～30日）を意識
して書かれたと思われる。ツィンメルワル

ト連合の多数は、レーニンの言葉を借りる
ならば、「準カウツキー派」「半カウツキ

ー派」であった。ツィンメルワルト左派の
決議案･宣言案は、ラデックの序文を付し

て、ツィンメルワルト左派の機関誌『イン
テルナツィオナーレ･フルークブレッター

（国際小報）』第1号（1915年11月）に
発表された。ラデックの序文は次のように

述べている。 
「会議の多数派は二つのグループからな

っていた。ひとつは、社会愛国主義政策の
反対者ではあるが、なんとしてでも大政党

との断絶を避けようとし、インターナショ
ナルの崩壊の深さについてははっきりと悟

っていないため、それらの党をも全体とし
て社会主義の立場にたたせうるという希望

をまだ抱いている同志たちである。つぎに
は、革命的政策の必要を理解してはいるも

のの、労働者階級がようやくめざめつつあ
る状況では、偉大な闘争目標を掲げてそれ

にいたるべき革命的な道をさししめすのは
時期尚早とみなす同志たちである」。 

ツィンメルワルト左派は、多数派の宣言
に署名しつつも、自らの声明（署名者は、

レーニン、ジノビエフ、ラデック、ネルマ
ン、ヘークルント、ベルジン）を議事録に
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記載させた。声明は、「宣言は、インター
ナショナル崩壊の主犯たるにとどまらず、

この崩壊を永久化しようとしている公然た
る日和見主義ないしは急進的言辞で被われ

た日和見主義について、その特徴を描き出
してはいない。それはまた、戦争に反対す

る闘争の手段の特徴を明確に描き出しては
いない」と述べている。  1

テーゼは、『インテルナツィオナーレ･
フルークブレッター』の後継誌『フォルボ

ーテ』第2号（1916年4月）にドイツ語で
発表され、ロシア語では、『ソツィアル･デ

モクラート論集』第1号（10月）に発表さ
れた。それは、社会排外主義者のみなら

ず、帝国主義的経済主義者をも念頭に置い
たものである。タイトルに示されるよう

に、社会主義革命との関連で民族自決権が
論じられている。具体的な内容に移ろう。 

テーゼ1「帝国主義、社会主義および被
抑圧諸民族の解放」は、まず、帝国主義を

説明し、続けて次のように述べている。 
「勝利を得た社会主義は、必ず完全な民

主主義を実現しなければならない。従っ
て、諸民族の完全な同権を実行するばかり

でなく、被抑圧諸民族の自決権……をも実
現しなければならない。隷属させられた諸

民族を解放し、自由な同盟――ところで、
分離［英訳版ではセパレイトと違うスィス

ィード＝『脱退する』になっているが、独
文では？　露文は区別なし］の自由なしに

は、自由な同盟はごまかし文句にすぎない
――に基づいてこれらの諸民族との関係を

打ち立てることを、現在も、革命の間に
も、革命の勝利の後でも、その全活動によ

って証明しないような社会主義諸党は、社
会主義を裏切るものであろう」。 

　ツィンメルワルト宣言、ツィンメルワルト左派の決議案、宣言案、声明は、1950年に生活1

書店から出版された『社会主義と戦争』の訳本の付録に収められている。比較的新しいとこ
ろでは、ツィンメルワルト宣言が『トロツキー研究』14号に、ツィンメルワルト左派の決議
案･宣言案は『第3インターとヨーロッパ革命』に収録。本稿に関係ある点を指摘すれば、生
活書店版の宣言の「民族自決と平和のための闘争」、「人民の自決権」が、『トロツキー研
究』版ではそれぞれ「平和のための闘争」、「民族自決」となっている。 
　「トロツキーの起案した『宣言』が全員一致で採択された」（『トロツキー研究』14号
解題）という点について。レーニンが、「我々の宣言草案は、共同の宣言を作成するため
に、他の二つの草案と一緒に、委員会に付託された」（『第一歩』）と述べていること、
『第3インターとヨーロッパ革命』の訳者注に、「トロツキーとローラント=ホルストが提
出した宣言案も『われわれの圧力、われわれの革命的力量によって平和へ！』と結ばれて
いた」とあるが、採択された宣言にはそのような文言がないこと、などから推測して、付
託された委員会での討論を基にして、トロツキーが起草したと思われる。 
　なお、1916年初の論文「『民族自決権』から何が生まれるか？」の中でマルトフは、
「パンネクックとホルテル［ゴルテルとも］を筆頭とするオランダのマルクス主義者の1グ
ループは、ツィンメルワルト宣言が他のいくつかのスローガンとともに自由な自決のスロー
ガンを掲げていることを理由に、……宣言に署名することをさえ拒否した」と書いてい
る。この論文に対するレーニンの批判点は、「パンネクック＋ホルテルを『攻撃した』、
最も重要なもの＝カウツキー主義を避けて」というもの。 
　蛇足になるが、党派間共闘などに参加した際の我々の関り方は、ツィンメルワルト左派
のような方法･形態が望ましい（基調報告、宣言などに署名しつつも、それへの独自の見解
を記録させること）。
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これがテーゼの立脚点である。最後に、
「民主主義もまた国家の一形態であって、

……」の一文がある（「民主主義」はすべ
てデモクラーティア。デモクラティーズム

と区別する場合には「民主政」とでも訳す
が、ここでは「民主主義」でいく）。 

テーゼ2「社会主義革命と民主主義のた
めの闘争」は、まず、「社会主義革命は、

ただ一回の行為でも、ただ一つの戦線にお
けるただ一回の戦闘でもなく、幾多の激烈

な階級衝突からなる一時代であり、あらゆ
る戦線にわたる、すなわち、経済上および

政治上のあらゆる問題に関する戦闘の長い
系列である。これらの戦闘は、ブルジョア

ジーの収奪によってはじめて完了すること
ができる。……民主主義のための全面的

な、一貫した革命的闘争を行わないような
プロレタリアートは、ブルジョアジーに対

する勝利の準備を整えることはできない」
と述べている。 

続いて、民族自決（権）「実現不可能」
論が検討される。それが、「絶対的、経済

的な意味」の場合、「理論上、根本的に誤
りである」。なぜなら、①　民族自決を恐

慌の絶滅などと同一視できないこと、②　
ノルウェーのスウェーデンからの分離とい
う反例、③独英の関係の変化によるポーラ

ンドやインドの独立の可能性を否定できな
いこと、④金融資本は独立国をも支配する

こと。この謬論は、「資本主義と政治的民
主主義との一般的および基本的諸関係を理

論上間違って規定することになる。」 
「実現不可能」が「条件的、政治的な意

味」の場合、「不完全であり、不正確であ
る。なぜなら、諸民族の自決権のみなら

ず、政治的民主主義のあらゆる根本的諸要

求が、帝国主義のもとで『実現可能』なの
は、ただ不完全にだけ、また歪められた形

や例外……としてにすぎない。……諸植民
地の即時解放の要求もまた、資本主義のも

とでは、一連の革命なしにはやはり『実現
不可能』である」。 

だからといって、これらの要求を放棄す
るのではなく、「すべてこれらの要求を改

良主義的でなしに革命的に定式化し実行す
ることが必要になるのである。ブルジョア

的合法性の枠に制限されずに、それを打破
し、議会演説や口先だけの抗議に満足しな

いで、大衆を積極的な行動に引き入れ、あ
らゆる根本的な民主主義的要求のための闘

争を拡大し燃えたたせて、……社会主義革
命に導かなければならない」。小さな民族

的衝突をも革命的に「利用」せよ。 
テーゼ2は、いわゆる最小限綱領＝民主

主義的要求を否定する偏向、すなわち帝国
主義的経済主義を意識し、いわば革命的民

主主義闘争を強調しているのである。 
テーゼ3「自決権の意義および自決権と

連邦制との関係」は、自決権の支持は小国
分立･連邦制につながるという根強い謬見

の批判である。テーゼはまず、「民族自決
権とは、……具体的には、……分離のため
の煽動を行う完全な自由を意味し、分離し

ようとしている民族の人民投票［レファレ
ンダム］によって分離問題を決定すること

を意味する。だから、この要求は、決して
分離、細分、小国家［ステイツ］の形成の

要求と同じではない。この要求は、あらゆ
る民族的抑圧に対する闘争の首尾一貫した

表現を意味するにすぎない」と述べてい
る。 

すぐ続けて、次のように言う。「民主主
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義的な国家制度が分離の完全な自由に近づ
けば近づくほど、実際には、分離の要求は

それだけ少なくなり、弱くなるであろう。
と言うのは、経済上の進歩の見地からして

も、大衆の利益の見地からしても、大国家
が有利なことは疑いなく、これらの利点は

すべて資本主義の発展とともに増大するか
らである」。 

さらに続けて、「自決の承認は、原則と
して連邦制を承認することと同じではな

い」ことを強調。しかしながら、マルクス
がアイルランドとイギリスとの連邦制を選

んだように、「完全な民主主義的中央集権
制に至る唯一の道として、民族の権利の不

平等よりも連邦制の方を選ぶことがありう
る」。 

そして、「社会主義の目的とするところ
は、小国家への人類の細分状態と諸民族の

あらゆる孤立とをなくし、諸民族の接近を
図るばかりか、さらに諸民族を融合させる

ことである」ことを確認。その目的達成の
ために、「文化的民族的自治制」の反動性

を大衆に説明するとともに、「被抑圧民族
の解放を要求しなければならないのである

が、それは、一般的な、あいまいな文句
や、無内容の大言壮語によってではなく、
問題を社会主義まで『延期』すると言った

形ではなく、抑圧民族の社会主義者の偽善
とを特に考慮に入れた、明白に、また正確

に定式化された政治綱領によってこれを要
求しなければならない」。 

テーゼ3は、次のように結ばれる。「人
類は、すべての被抑圧民族の完全な解放、

すなわち、それらの民族の分離の自由の行
われる過渡期を通して初めて、諸民族の不

可避的な融合に到達できるのである」。 

テーゼ4「民族自決の問題のプロレタリ
ア的･革命的な提起」では、核心的な問

題、すなわち、「社会民主党の綱領は、抑
圧民族と被抑圧民族への諸民族の分裂を、

帝国主義のもとでの基本的な、最も本質的
な、不可避的なものとして、提出しなけれ

ばならない」との立場が述べられている。
この立場には、帝国主義の時代において、

民族一般の見地から民族問題に迫ることは
できないことが含意されている――これ重

要。 
この立場に基づく抑圧民族の社会主義者

の「正確に定式化された政治綱領」（テー
ゼ3）には、一般的な「併合反対」「民族

同権」にとどまることなく、民族自決権
（自国内への被抑圧民族の暴力的引き止め

反対）を掲げなければならない。そうしな
い場合には、インターナショナリズムは口

先だけのものになり、「カウツキー主義的
な自決擁護論者の偽善［帝国主義のもとで

の同権の諸民族の平和な同盟という空想］
は、暴露されないままに」なる。 

他方、「被抑圧民族の社会主義者は、抑
圧民族の労働者と被抑圧民族の労働者との

完全な無条件の統一――組織的な統一をも
含む――を、特に強く主張し、それを実現
しなければならない」。そのことによっ

て、「被抑圧民族のブルジョアジーは、い
つも民族解放のスローガンを、労働者を欺

瞞する手段に変えている」という状況下で
も、「プロレタリアートの独自の政策、他

の諸国［カントリーズ］のプロレタリアー
ト……との階級的連帯を、守り抜くこと」

ができる。被抑圧民族ブルジョアジーの欺
瞞策とは、国内的には支配民族ブルジョア

ジーとの反動的協定（ユダヤ人･ウクライ
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ナ人を抑圧するためのポーランド人ブルジ
ョアジーとロシア･オーストリア反動派と

の取引）、対外的には略奪目的実現のため
の列強のうちの一国との協定。民族抑圧は

重層的なのである。 
「一つの帝国主義強国に対する民族的自

由のための闘争は、一定の条件のもとで
は、他の『大』国によってその大国の同じ

ような帝国主義的目的に利用されうるとい
う事情があっても、社会民主党は民族自決

権の承認を放棄することにはならない」。
注では、「自決権からは一見『祖国擁護』

が出てくるという理由で自決権を否認す
る」ことを論駁。「個々の戦争の具体的･

歴史的な特殊性の分析」から、「祖国擁
護」を承認することもありうる。詳しくは

後述。 
テーゼ5「民族問題におけるマルクス主

義とプルードン主義」は、まず次のように
始まる。「小ブルジョア的民主主義者とは

反対に、マルクスは、例外なしにどんな民
主主義的要求をも絶対的なものとは見なさ

ないで、ブルジョアジーに指導される人民
大衆の反封建制闘争の歴史的表現と見た。

……政治的民主主義の諸要求の一つ、すな
わち民族自決を別に取り出して、それを残
りの諸要求に対置するのは、理論上、根本

的に間違っている。実際には、プロレタリ
アートは、……すべての民主主義的要求の

ためのその闘争を、ブルジョアジー打倒の
ための自分の革命的闘争に従属させること

によって初めて、自分の独自性を保つこと

ができる」。 
次に、「『社会革命の名において』民族

問題を『否定』したプルードン主義に反対
して、マルクスは、何よりも先進諸国にお

けるプロレタリアートの階級闘争の利益を
念頭におきながら、他民族［ナロード］を

抑圧する民族［同］は自由ではありえない
という、インターナショナリズムと社会主

義の根本原則を最も重視した」と述べてい
る。例としては、アイルランド問題など。

注目すべきは、「経済的集積だけでなしに
政治的集積もまた進歩的だとか叫んでいる

資本の弁護者たちとは反対に、この集積が
非帝国主義的なやり方で行われるときにだ

け進歩的である」との記述。ここでの「プ
ルードン主義」は、後に「帝国主義的経済

主義」と規定される偏向と同じ。 
注には次のようにある。「1848年のチェ

コ人の民族運動に対してマルクスがとった
否定的な態度は、マルクス主義の立場から

は民族自決を承認する必要があるというこ
とを反駁するものだと、言い立てるものが

少なくない。……しかし、……1848年に
は、『反動的』民族と革命的･民主主義的

民族とを区別する歴史上ならびに政治上の
根拠があった……。自決権は民主主義の一
般的利益に従属させられなければならな

い」。ここでは、レーニンが次のような心
理状態にあったことだけを記しておく。

「私はあいかわらずマルクスとエンゲルス
に『ほれこんで』います。私は、彼らに対

するどんな非難も、おとなしく我慢するこ
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とができません。いや、彼らこそ本当の人
間です！」（1917年1月30日のイネッサ･

アルマンドへの手紙）。  1

テーゼ6「民族自決からみた三つの国

［カントリーズ］の型」の冒頭にある「こ
の点では」は、テーゼ5の注を指すのであ

ろうか。ともかく、テーゼは国を三つの型
に区分している。 

「第一に、西欧の先進的な資本主義諸国
と［アメリカ］合衆国。ブルジョア進歩的

な民族運動はここではとっくの昔に完了し
ている。これらの『大』民族はいずれも、

植民地や国内で他民族を抑圧している。支
配的な諸民族のプロレタリアートの任務

は、ここでは、19世紀のアイルランドに対
するイギリスのプロレタリアートの任務と

ちょうど同じである」。これらの諸国が多
かれ少なかれ「多民族国家」であるという

認識にＮＢ。 
【注「『多民族国家』という用語

は、……一方では、このような型の
国家……の大多数が占める特殊な歴

史的地位を忘れない場合、他方で
は、この用語で真の民族同権と民族

抑圧との根本的な差異を覆い隠すの
を許さない場合にだけ、それは正し
い」（未完のレーニン論文『統計と

社会学』）。】 
テーゼの注には、次の叙述がある。

「1914～1916年の戦争の圏外にとどまっ
たいくつかの小国家、例えばオランダやス

イスでは、ブルジョアジーは、帝国主義戦

争への参加を正当化するために、『民族自
決』のスローガンを熱心に利用している。

これは、こういう国の社会民主主義者を促
して自決を否認させている動機の一つであ

る」。 
「第二に、東欧、すなわちオーストリ

ア、バルカン諸国および特にロシア。ここ
では、他ならぬ20世紀がブルジョア民主主

義的な民族運動を特に発展させ、民族闘争
を激化させた。これらの国のプロレタリア

ートの任務は、これらの国のブルジョア民
主主義的改革を完成する仕事でも、他国の

社会主義革命を援助する仕事でも、民族自
決権を守り通すことなしにははたすことが

できない。ここでは、抑圧民族の労働者の
階級闘争と被抑圧民族の労働者とを融合さ

せる任務は、特に困難であり、また特に重
要である」。 

以上の二つの型とは別に、以前は第二の
型と一緒にされていたもう一つの型が示さ

れる。これは、帝国主義認識の成果に他な
らない。 

「第三に、中国、ペルシャ、トルコのよ
うな半植民地諸国とすべての植民地。その

人口は合計10億に達する。ここでは、ブル
ジョア民主主義的運動は、一部でやっと始
まろうとしており、一部では完了までにな

おほど遠い。社会主義者は、植民地の無条
件の、無償の、即時の解放［政治的表現と

しては自決権の承認］を要求するだけであ
ってはならない。……社会主義者は、これ

らの国におけるブルジョア民主主義的な民

　大野節夫は「帝国主義と民族抑圧」で、テーゼの引用の最後の一文に対して、「レーニン1

が『自決』というべきものを誤って『自決権』と記した」と解釈すれば整合的である旨述べ
ているが、レーニンの誤記は考えにくい（逆はありえたとしても）。もっとも大野は、そう
解釈しても、「矛盾は実際には解消されえない」（同）と主張しているのであるが。
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族解放運動の最も革命的な分子を断固とし
て支持し、彼らを抑圧する帝国主義強国に

対する、これらの革命的分子の蜂起を――
場合によっては彼らの革命的戦争をも――

援助しなければならない」。 
ここで示された三分類の意義は、以前の

二分類の「東欧とアジア」が、さらに区分
されたことにとどまらない。以前の二分類

においては、「西の大陸ヨーロッパ」には
「単一民族国家」の体系が確立されてしま

っており、西欧の社会主義者の綱領に自決
権がないのは当然である（『自決権』文庫

101～102頁）のに対して、「東欧とアジ
ア」の諸政党は、自決権の承認と諸民族労

働者の同盟との二面的任務を持つ（同146
頁）とされていた。以前とは異なって、テ

ーゼは、抑圧民族と被抑圧民族との分裂を
大前提とし、その上での三分類なのであ

る。つまり、自決権の問題が、より複合的
な民族的諸関係の中で考察されている。 

テーゼ7「社会排外主義と民族自決」
は、民族自決の問題において、「『祖国擁

護』の概念をこの戦争に適用することによ
って帝国主義的反動的戦争を美化してい

る……二つの主要な色合い」を暴露してい
る。 

「一方には、かなり率直なブルジョアジ

ーの召使がいる。彼らは、帝国主義と政治
的集積が進歩的であるという理由で領土併

合を擁護し、また自決権は空想的、幻想
的、小ブルジョア的、等々であると称して

これを否認している。……他方には、カウ
ツキー派がいる。……彼らは、前者との統

一を支持し、実践の上では彼らと完全に一
致し、まったく口先だけで偽善的に自決権

を擁護している」。 

この両者は共に日和見主義であるとし
て、テーゼは最後に併合の問題をとりあげ

る。しかし、テーゼ最後の一節は、読解し
ずらい。全集訳は次のようになっている。 

「併合にたいする抗議が、あるいは民族
自決に帰着するか、あるいは、スタトゥ

ス･クオ［現状］を擁護し、あらゆる暴
力、革命的暴力にさえ反対する平和主義的

空文句に基づくものであるか、そのどちら
かであることは、容易に納得できる。この

種の空文句は根本的に虚偽であり、マルク
ス主義とはあいいれない」。 

問題は、「この種の空文句［ポドーブナ
ヤ･フラーザ。英訳版はサッチ･ア･フレイ

ズ。いずれも単数］」に「民族自決の承認
に帰着する［英訳版ボイル･ダウン］」も

含まれるのか否かにある。文庫訳は含まれ
ると解しているようであるが、そうする

と、「併合にたいする抗議」が「民族自決
に帰着する」ということが、「虚偽であ

り、マルクス主義とはあいいれない」こと
の説明が必要になる（これは苦しい）。他

方、含まれないと解すれば、「民族自決に
帰着する」はマルクス主義の立場となり、

ここに分水嶺があることになる。 
テーゼ8「近い将来におけるプロレタリ

アートの具体的任務」は、二つの場合につ

いて述べている。 
まず、社会主義革命が「極めて近い将来

に始まる」場合、「プロレタリアートは、
権力を獲得し、銀行を収奪し、その他の独

裁的方策を実施する緊急の任務に当面する
であろう。……ブルジョアジーの権力の基

礎に対するプロレタリアの強襲がすでに始
まった事情のもとでは、すべての純民主主

義的な要求がある意味で革命の妨害物の役

---� ---296



割を演じる恐れがあるにしても、すべての
被抑圧民族［ナロード］の自由（すなわち

彼らの自決権）を宣言し実現する必要は、
……社会主義革命でも緊要なものとなるで

あろう」。 
「革命の妨害物」に関して、レーニンは

次のような例えをあげている。「すでに運
動が勃発し、すでに革命が始まっており、

銀行の接収が必要となっている時に、ちょ
っと待った、まず共和制を強化し、法制化

したまえ、云々と！我々に呼びかけるとい
ったたぐい」（1916年12月25日のイネッ

サ･アルマンドへの手紙）。  1

次に、「社会主義革命の始まるまでに、

なお5年、10年ないしそれ以上かかる」場
合、「大衆の革命的教育が、日程にのぼる

であろう」。自国の植民地や被抑圧民族の
分離の自由を要求せず、「直接の革命的宣

伝と革命的大衆行動を民族抑圧に対する闘
争の分野におし及ばさ」ない社会主義者

は、「排外主義者として、また帝国主義的
君主制と帝国主義的ブルジョアジーの血と

汚泥にまみれた従僕として、ふるまってい
る」ことを、大衆に説明しなければならな

い。 
テーゼ9「自決に対するロシアおよびポ

ーランドの社会民主党と第二インターの態

度」は、まず、ロシアとポーランドの社会
民主主義者の意見の相違の経過を述べ、ロ

シアの特殊性――「政治制度は、特に野蛮
な中世的性格を特色としており、ブルジョ

ア民主主義革命はまだ完成していない」
――を説明し、ロシアにおいては民族自決

権を堅持しなければならないことを主張し
ている。 

続いてテーゼは、ツィンメルワルト会議
におけるポーランド王国･リトヴァ社会民

主党（SDKPiL）の宣言の検討に移る。
「『ポーランド民族［ナロード］から、み

ずから自分の運命を決定する［ディサイ
ド。研究社『英和大辞典』によれば、『自

決』の『決』＝ディターミンより弱い］可
能性を奪って』、『ポーランド諸州』をき

たるべき賠償のかけひきの担保と見るドイ
ツその他の国の政府を、この宣言は非難し

ている。『ポーランド王国･リトヴァ社会
民主党（SDKPiL）は、一つの全体的な国

［ア･ホウル･カントリー］を分割し分配す
ることに、断固として厳粛に抗議する』。

……［ママ］党は、『被抑圧民族［ナロー
ド］の解放の事業』をホーエンツォルレル

ン家に……革命的な国際的な［メジドゥナ
ロードヌイ］プロレタリアートのこの迫り

つつある闘争、社会主義のための闘争に参
加することだけが、『民族［ナーツィヤ］

抑圧の鉄鎖を断ち切り、あらゆる形態の外
国の支配をなくすであろうし、諸民族［ナ

ロード］の同盟内の同権の一員として全面
的に自由に発展する可能性をポーランド民
族［同］に保証するであろう』という確信

を表明する。宣言は、『ポーランド人のた
め』の戦争を、『二重の兄弟殺し』と認め

る」。 
このような宣言に対し、テーゼは次のよ

うに述べた。「これらの命題は、民族自決
権の承認と本質上は少しも異なるところが

　レーニンのいくつかの手紙を読むと、アルマンドは、「祖国擁護」の問題と、社会主義革1

命と民主主義の関係の問題との二点において異論を持っていたようである。つまり、後に見
る帝国主義的経済主義者に近い。
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ないが、ただ、第二インターの綱領や決議
の大部分に比べて、政治的な定式化が一層

あいまいで不明確だという欠点があるだけ
である」。 

次の一節は、テーゼ全体のまとめにもな
っている。「民族自決を認める1896年の

ロンドン……大会の決定［これについては
繰り返さない］は、上述のテーゼに基づ

き、次の指摘によって補足されなければな
らない。すなわち、①帝国主義のもとでは

この要求は特に緊要であること、②この要
求をも含めて、政治的民主主義のあらゆる

要求の政治的条件性と階級的内容、③抑圧
民族の社会民主主義者と被抑圧民族の社会

民主主義者との具体的な任務を区別する必
要、④日和見主義者とカウツキー派による

自決の承認は不徹底であり、まったく口先
だけのものであり、従って、その政治的意

義からみて偽善的であること、⑤『自国』
民族によって抑圧されている植民地と民族

との分離の自由を主張しない社会民主主義
者、特に大国民族……の社会民主主義者は

実際には排外主義者と一致していること、
⑥この要求のための闘争や、さらに政治的

民主主義のすべての根本的要求のための闘
争を、ブルジョア政府打倒のための、社会
主義実現のための、直接の革命的大衆闘争

に従属させる必要」。 
テーゼは、「小民族の見地」をインター

ナショナルに移し入れることはできないこ
とを述べ、終っている。 

以上、テーゼを紹介してきた。1913年
の決議とは、その構成においても内容にお

いても、違いは歴然としている。すなわ
ち、13年決議は、ロシアにおけるブルジョ

ア民主主義革命の一分野としての、民族問

題一般に関するものであった。それに対し
てテーゼは、その制限を乗り越え、帝国主

義の説明から始まっているように、文字通
り政治綱領としての普遍性を備えている。

そして、帝国主義のもとでの民族自決権の
意義と、それと社会主義革命との関連が叙

述されているのである。テーゼの内容は、
帝国主義的経済主義への批判の中で、さら

に深化され、具体化された。 

〈3〉ロシア社会民主主義者の 
党派的分岐 

当時のロシア社会民主主義者の党派的諸

関係を概観しておく。祖国防衛論を唱えたプ
レハーノフと彼を支持したヂェイチ、アレク

シンスキー（旧フペリョート派）、国内のポ
トレソフ（解党派）を中心とした『ナーシ

ャ･ザリャー（我々の黎明）』後に『ナーシ
ェ･ヂェーロ（我々の事業）』のグループが

一方の極を形成した。これに対し、自国政府
敗北論･内戦への転化論･日和見主義との絶縁

論という旗幟を鮮明にしたレーニン派が対極
をなしていた。この両極の間に、いくつかの

色合いをもつ勢力が存在したのである。 
国内においてボリシェビキとメンシェビキ

の分岐が明確になったのは、第二インターの
著名な指導者ヴァンデルヴェルデの要請に対

する回答においてであった。「ヴァンデルヴ
ェルデは、［1914年］8月初頭、ロシア社

会民主党国会議員団あてに、『西ヨーロッパ
の社会主義者にとってプロシア軍国主義の勝

利は死活の問題である』から、『民主主義諸
国』と同盟して『プロシア軍国主義』に対抗

しているツァーリ政府の戦争政策を支持する
よう、ロシア･プロレタリアートに求める電

報をおくってきた。……メンシェビキは、
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……『……ロシア国内でのわれわれの活動に
よっては戦争に反対しないと声明する』との

回答をよせた。……一方、ボリシェビキの回
答は、……ヴァンデルヴェルデの要請をきっ

ぱりと拒絶していたとはいえ、……開戦当初
はイギリス、フランスなど三国協商国側への

好意が存在していたことをあらわしてい
た」 。 1

先に見た1914年のボリシェビキの決議と
宣言は、11月2日のオジョールク会議（カー

メネフ、国会議員団、活動家代表が出席）で
審議された。「この会議では、ツァーリズム

の敗北＝「最小の悪」と規定したテーゼ［決
議］⑥を、『勝利をえたツァーリ君主制の強

化はとりわけ危険である』というように、敗
戦主義的な色彩をいささか弱めるかたちで改

変することが提案された」（同上）。オジョ
ールク会議参加者は逮捕され、カーメネフと

国会議員団はシベリア流刑となる。国内中央
委員会ビューローの崩壊。 

「一方、チヘイゼのひきいる7名のメンシ
ェビキの国会議員団は、……国会にとどまっ

て、基本的には戦争反対の立場をとってい
た。そして戦争の帰趨については、ドイツの

敗北はツァーリズムのヨーロッパでの権威を
たかめ、ドイツの勝利はヨーロッパ民主主義
の敗北を意味するから、どちらの側の勝利も

望ましくないと主張していた」（同上）。 

両派の分岐を明らかにしたもう一つの事
件は、戦争政策への労働者の動員を狙った戦

争工業委員会の創設（1915年）である。ボ
リシェビキは、「同委員会の労働者の参加を

無条件に否定し、煽動的目的でだけ選挙カム
パニアを利用することを提案し」（同上）た

が、メンシェビキ祖国防衛派は、「労働者独
自の組織化をはかるチャンス、労働者の利益

をまもる組織的保障として宣伝した」
（同）。 

しかし、メンシェビキがすべて祖国防衛派
であったわけではない。1914年末に形成さ

れたツェレテリを中心とする「シベリアのツ
ィンメルワルト主義者」は、「戦争が市場を

めぐる資本主義国間の結果であるとし、祖国
防衛派のように戦争を野蛮に対する文明と進

歩の戦いとする考えに反対し、またインター
ショナル［ママ］についても、ボリシェビキ

らの新しいインターショナル［ママ］をとい
う考えを斥け、あらゆる国の反戦民主主義グ

ループによる統一戦線を、という考えを述べ
た」 。 2

また、「合法的労働運動の活動家を中心
に1910年末に結成されたメンシェビキのイ

ニシアティヴ･グループも『戦争反対！　戦
争には戦争を！　平和！　諸国民の友愛万
歳！　民主共和国万歳！』というスローガン

を提起して」 いた。  3 4

『ロシア社会民主労働党史』　加藤一郎　五月社　1979/111

「メンシェビキ論」　高橋謦 　菊地昌典編『ロシア革命論』所収　田畑書店　1977/112

『ロシア社会民主労働党史』　加藤一郎　五月社　1979/113

　ゲツラーは、イニシアティヴ･グループについて次のように書いている。「ユーリー･ラー4

リンとマルトフの弟セルゲイ……によって指導され、ペテルブルクの雑誌（ジャーナル）
『ジェーロ･ジーズニ（人生の大義）』のまわりに結集したこれらのグループは、……合法活
動と非合法活動とを結びつけて、合法主義者の『実務家たち』よりもはるかに有能で、大衆
に手をのばし、数百人の労働者を組織していた」（『マールトフとロシア革命』ゲツラー）。
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さらに、「『革命的社会民主主義派の組
織的統一、非合法党の承認』を原則として、

大戦前夜［1913年］にユレーネフを中心に
結成されたメジライオンツイ（ペテルブルク

市地区連合委員会）は、その最初の反戦ビラ
で、『戦争には戦争を！　専制打倒！　戦争

反対！　革命万歳！　民主共和国万歳！』と
いうスローガンをかかげ、さらに1915年春

には、『帝国主義戦争を内乱へ！』というス
ローガンをかかげるにいたっている」 。 1

国外に目を向ければ、「アクセルロート、
マルトフ、マルトゥイノフらが構成し……た

メンシェビキ派の組織委員会は、……領土的
併合と政治的経済的従属をともなうどちらか

一方の交戦国の勝利は、民主的講和という観
点からも否定されなくてはならないから、勝

利でもなく敗北でもなく、平和を追求しなく
てはならない」（同上）との立場をとってい

た。 
また、マルトフ、トロツキーなどによる編

集局がパリで発行した『ゴーロス（声）』後
に『ナーシェ･スローヴォ（我々の言葉）』

があり、ルナチャルスキー、コロンタイなど
が寄稿していた。これらの文筆家の間に完全

な意見の一致があったわけではなく、「彼
［トロツキー］がマルトフに対立した主要な
点は、マルトフの『受動的国際主義』と彼が

評したものと、マルトフが、ペテルブルクの
『祖国防衛主義者』の『実務家』グルー

プ……との関係を絶つことを拒否し、彼らを
『8月ブロック』から追放することを拒否し

たことにあった」 。マルトフは1916年3月2

に編集局を脱退。「マルトフが抜けた編集局

は、同年4月に、『われわれは、レーニン主
義に特有な方法とスローガンには批判的であ

るが、きわめて活発で影響力をもっているレ
ーニングループとの緊密な政治的協力に賛同

する』と声明し」 ている。トロツキーの3

「平和のための闘争」のスローガンは、「無

併合！　無賠償！　民族自決権！　君主制な
き、常備軍なき、封建的支配層なき、秘密外

交なき――ヨーロッパ合衆国！」（『戦争と
インターナショナル』）。ちなみに、レーニ

ンによるトロツキー批判の重点の一つは、チ
ヘイゼ派国会議員団への批判の欠如に対する

ものである。 
ルナチャルスキーについては、レーニンは

次のように書いている。「ルナチャルスキ
ー、ベズラボートヌィ［マヌイリスキー。

『ナーシェ･スローヴォ』編集者の一人］一
派［旧フペリョート派］は、頭を持たない連

中です。彼らに率直に次の質問を出すようお
勧めします。……①自決（わが党の綱領第9

条）について。彼らが1913年の決議に同意
なのか、そうでないのか？　もし同意しない

なら、なぜだまっていたのか？　なぜ自分の
決議案を出さなかったのか？　②なぜ彼らは

今の戦争における祖国擁護を否定するのか？　
③彼らは『祖国擁護』の問題をどのように提
起するのか？　④彼らは民族戦争に対して、

⑤また民族的蜂起に対して、どのような態度
をとっているのか？……彼らは『民族』や

『祖国擁護』の歴史的性格の問題を、全然理
解しなかったのです」（1916年10月のキク

ナーゼへの手紙）。そして、『マルクス主義
のカリカチュアと「帝国主義的経済主義」に

『ロシア社会民主労働党史』　加藤一郎　五月社　1979/111

『マールトフとロシア革命』　ゲツラー　河出書房新社　19752

『ロシア社会民主労働党史』　加藤一郎　五月社　1979/113
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ついて』を読むよう勧めている。これから推
測するに、ルナチャルスキーも帝国主義的経

済主義者だったのであろう。 
1914年10月27日付のレーニンからシリ

ャプニコフ宛の手紙で、「同志コロンタイが
我々の側につくようなら、まったく喜ばし

い」と述べていることから、コロンタイはこ
の頃、レーニン派に接近したと思われる。コ

ロンタイは、ロシア語はもとより、ドイツ
語、英語、フランス語で演説ができるほど語

学に堪能であり、後に、ボリシェビキの決議
等をスウェーデン語、ノルウェー語に翻訳し

ている。また、ロシア国内への活動家の派遣
などの事業にも関与した。彼女の戦争および

民族問題への態度は後述。  1

ボリシェビキもまとまっていたわけではな

い。「ジュネーブのボリシェビキ･グループを
代表して、カルピンスキーは、第二インター

ナショナルの『思想的･政治的崩壊』をすぐ
さま一般化してしまうのは言いすぎであり、

さらにテーゼ［決議］⑥も『ロシアの社会民
主主義者はドイツ人の勝利とロシア人の敗北

を望んでいる』という誤解を与えないような
表現にあらためるべきである、とレーニンに

書きおくっている」 。また、パリ･グループ2

の一部は、対ドイツ戦争に義勇兵として参加
した（ポポフは戦死）。 

ブハーリン（スターリン、トロツキーより
も約10歳、レーニンよりは約20歳若い）

は、1911年に亡命し、翌年頃から執筆活動
を開始する。1914年末、ブハーリンは、ボ

ージー村に住むクルイレンコ、ロズミロヴィ
チと親しくなり（いわゆる「ボージー･グル

ープ」を形成）、中央委員会に無断で機関紙
の発行を計画した。これを知ったレーニンは

激怒し、1915年2～3月のベルン会議で否決
されたようである。 

既述したように、ベルン会議においてブハ
ーリンは、レーニンに批判的なテーゼを提出

した。このテーゼは、『経済』1970年4月
号の服部文男論文「レーニンのブハーリン批

判」および同1999年6月号の不破哲三の連
載に引用されている。ブハーリンは同時に、

「ボージー･グループ」名の決議も提出し
た。それは、「第一に、『帝国主義戦争を内

乱へ』というスローガンに賛成しつつも、そ
のほかの平和主義的なスローガンも幅ひろい

反戦感情にアピールするから、それらを排除
すべきではないと主張した。第二に、ツァリ

ーズムの敗北＝『最小の悪』論についても、
……『実践的意義を欠いているだけではな

く、望ましからざる混乱をもちこんでしま
う』との理由で反対した。第三に、同グルー

プは、新しいインターナショナルを創立する
といっても、あらゆる国際主義的社会主義者
をふくめた（ロシアではメンシェビキ国際派

もふくめた）、できるかぎり幅広い組織のこ

　ツィンメルワルト連合の執行機関メンバーの一人であったバラバーノフ（ロシア名バラ1

バーノワ。コミンテルンの初代書記）は、1915年に開催された「国際社会主義婦人会議」、
「国際社会主義青年会議」、そしてツィンメルワルト会議におけるレーニン派の態度に驚き、
次のように回想している。「われわれ多数派は、ただちに何事か効果的なことを行なうべく、
大衆に影響を与えることに熱心であった。レーニンは、……将来の政治活動そのものに影響
をもつ政治的、党派的問題に関心をもっていたのである」（『わが反逆の生涯』）。実は、
ここにレーニン主義の特徴の一つがあるのであるが、ここでは省略。

『ロシア社会民主労働党史』　加藤一郎　五月社　1979/112
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とを念頭においていた」 。これらの立場1

は、トロツキーに近い。  2

1915年春、「『日本人』たち（同志ボー
シ［ボッシとも。ピャタコフの妻］と同志ピ

ャタコフ）が、国外で分厚い非合法雑誌を創
刊し、その誌上で最も重要なすべての問題を

くわしく討議できるようにしようとの案をも
って、ベルンにやってきた」（クループスカ

ヤ『レーニンの思い出』）。かくして創刊
（9月）されたのが『コムニスト』である。

編集委員は、ブハーリン、レーニン、ジノビ
エフ、ピャタコフ、ボーシ。 

しかしながら、『コムニスト』は第1･2合
併号が出ただけに終った。編集委員間の理論

的不一致が明らかになったためである。
1915年11月、中央機関紙編集局はブハーリ

ン、ピャタコフ、ボーシ（3人は7月にストッ
クホルムに移っていた）に手紙を書き、「そ

のなかで、仕事にたいして非党的な態度をと
る共同編集者たちについて、党として責任を

負うわけにはいかないから『コムニスト』へ
の参加を拒否すると声明した」。「ピャタコ

フとボーシは中央委員会在外ビューローにた
いして、彼らのグループを中央委員会在外ビ

ューローに従属しないグループとして公認す
ることを要求し、独自に中央委員会のロシア
国内部分と連絡をとり、リーフレットやその

他の文献を発行する権利を同グループにあた
えるよう申し入れた」（レーニン全集訳

註）。もちろんこれは拒否された。同じ11
月、3人組は、自決権を否定するテーゼ「民

族自決権について」を中央機関紙編集局に送
ったようである。 

レーニンの説明を聞こう。「わがロシアで
は（今では、新しいインターナショナルで

も）、分裂の問題は基本的な問題だ。……分
裂は必然であった。この点で動揺する考えは

みなプロレタリアートの敵であって、彼らに
対しては譲歩しないことが必要だ。誰が動揺

しているのか？　トロツキー派だけではな
く、ユーリー［ピャタコフ］＋エヴゲ･ボー

シもそうだ」。「『コムニスト』は一定の目
標を達成するための一時的なブロックだっ

た。……雑誌は発行され、接近……は達成さ
れた。今では別の道を進み、前進しなければ

ならない。『コムニスト』は有害になった。
この雑誌を停刊して、別の題名『ソツィア

ル･デモクラート論集』……に代えなければ
ならない」。「『3人組』（ユーリー＋エヴ

ゲ･ボーシ＋ニコ･イヴ［ブハーリン］）に対
して、我々は一時的な譲歩に応じなければな

らなかったが、それは当時そうしないでは雑
誌を発行することができなかったからだ（今
では発行できる）。だが肝心なことは、その

『ロシア社会民主労働党史』　加藤一郎　五月社　1979/111

　服部は、「ベルン会議において二、三のボリシェビキが、①帝国主義のもとでは真の民主2

主義は不可能であり、したがってヨーロッパ合衆国なるものも不可能であること、②さらに、
ヨーロッパの資本主義諸国の利害の衝突という点からみてそれは不可能であること、③かり
にそれがつくられたとしても、それは、いっそう進んだアメリカ合衆国を攻撃することを目
的としてのみつくられるであろうこと、を理由にしてレーニンに反対したとき、ブハーリン
はレーニンを支持した」（「レーニンのブハーリン批判」服部文男『経済』1970年4月号）
と書いている。「二、三のボリシェビキ」には、クルイレンコとロズミロヴィチが含まれる
ようだ。クループスカヤは、「イネッサがとりわけはげしく反対した」（『レーニンの思い
出』）と述べている。
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当時にはまだ我々は仕事の上でエヴゲ･ボー
シ＋ユーリーを見ていなかったし、仕事が彼

らを向上させるだろうと期待できたというこ
とだ。ところが、彼らは堕落した。……我々

は討論に反対しているのではない。我々は許
すべからざる動揺を示した人々……が、編集

権をもつのに反対なのだ。ニコ･イヴは勉強
中の経済学者である。それで、この点で我々

は常に彼を支持してきた。だが、彼は、①陰
口を信じやすく、②政治の上ではひどくぐら

つきやすい」。3人組は自決（権）を否定し
ているが、自決の問題は、「併合の問題と切

り離せないように結びついている――これは
最も焦眉の問題だ。この連中は考えてもみな

ければ、読みもしなければ、勉強もしなかっ
た。……彼らは編集者の器ではない。……

［編集権を与えれば］彼らはことを出版物の
上の論戦にもっていくだろう。そうすれば、

私は彼らを『帝国主義的経済主義者』と名づ
け、彼らのまったくの空疎さかげん、まった

くの不真面目さと、浅はかな考えを示さない
わけにはいかないだろう。出版物の上の論戦

は長期にわたって彼らを我々から突き離すだ
ろう」。「彼らに対しては次のように言お

う。意見の相違があるのか？　真面目な小冊
子を書きたまえ！　我々はそれを印刷に付す
ることを誓約する」（1916年3月のシリャ

プニコフへの手紙）。 
ボーシとピャタコフは『コムニスト』再刊

のための条件を提示したが、それはレーニン
を一層憤激させた。二人に大きな権限を与え

ていたからである。3人組が中央機関紙編集
局にあてた意見の相違についての手紙に対す

る返事でレーニンは、『コムニスト』編集部

が変則的な「連合の原則」を基礎にしていた
ことを確認した上で、次のように述べた。

「あなたがた三人の協調なるものが、我々の
直接にも間接にも責任を負うことのできな

い……ような『テーゼ』［上記『民族自決権
について』］に基づくものだったということ

がわかりました。もし諸君がこのテーゼを固
執し、連合についてもそのような『協調』を

固執しようと望まれるのなら、まことに残念
です。……協調と共同生活の8ヵ月間を通じ

て、諸君は三人とも、党内で12年間の歴史
をもつこの［党綱領第9条の］問題につい

て……中央機関紙編集局内でただの一度も言
明したことはないし、党文献を思い出そうと

ただの一度も試みたことはありません。『自
由な』（党の綱領から？　党の中央諸機関か

ら？）雑誌を主張する諸君の論拠も、同様に
不真面目であり、いや、それ以上に悪く、反

党的です」。 
レーニンとブハーリンの国家論上の論戦が

続くが割愛。その後、ブハーリンはアメリカ
に移住する。  1

レーニンの多くの手紙を読むと、レーニン
の3人組に対する態度および後述するラデッ

クとの関係において、ジノビエフは動揺し、
調停工作を行ったようである。レーニンは、
「グリゴリー［ジノビエフ］は、このグルー

プ［3人組］に平等の権利を与え、このグル
ープを永久化しようと望んだ」（1916年11

月30日のアルマンドへの手紙）と書いてい
る。またシリャプニコフ（再建された国内中

央委員会ビューローの一員）も、当初はジノ
ビエフと同様だったようだ。クループスカヤ

は、「イリイチが、1916年の終りの数ヵ月

　関西大学『経済論集』第22巻第1～2号に訳載された、『ソヴェト大百科事典』初版の項1

目「ブハーリン」は、極めて簡便。
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と1917年のはじめの数ヵ月ほど非妥協的な
気分になったことは、ほかに一度もなかった

ように思われる」（『レーニンの思い出』）
と回想しているが、ジノビエフはレーニンの

「非妥協的な気分」（非レーニン派はこれを
「セクト主義」と非難した）を共有できなか

ったのである。  1

レーニンに異を唱えた者は他にもいた。コ

ロンタイは1914年11月28日付の手紙で、
「具体的で、すべてのものにわかりやすいス

ローガンをもつことがこのさい必要だと思わ
れます。わたしの考えるところ、このような

スローガンになりうるものは、平和のための
闘争以外にはないようです。また、すべての

ものを統一させ、連帯精神の復活に役立ちう
るようなスローガンをもち出さねばならない

と思います。現在、万国のプロレタリアート
を団結させるのに、戦争には戦争をという呼

びかけ以外になにがあるでしょうか」と訴え
ている。 

これに対するレーニンの回答は、次のよう
なものであった。「あなたは内戦についての

スローガンに十分には賛成しておられず、そ
れに平和についてのスローガンの後に位する

従属的（もしかすると条件的）な地位を与え
ておられるようです。あなたは、『私たちは
すべてのものを統一させうるようなスローガ

ンをもち出すことが必要だ』といっておられ

ます。本当のところを言いますと、私は今、
プロレタリアートにとって最も危険、かつ最

も有害と思われる表面的な統一を、最も恐れ
ているのです」。また、12月末の手紙で

は、「平和についての敬虔な願望を盛った立
派な綱領も、それと同時に、非合法組織とブ

ルジョアジーに対するプロレタリアートの内
戦との宣伝を提起し、それを第一位におかな

いなら、掲げても無益です」と書き送ってい
る。 

これへの返事（15年1月か？）でコロンタ
イは、「同志レーニンよ、あなたたちは非合

法的組織その他のことについての説教と同時
に前面にかかげることをしなかったら、平和

についての美辞麗句をどんなに並べたてても
なんの役にもたたないと言っておられます。

まさにその通りだとわたしも思います。でも
わたしたちがこのさいおこなわねばならない

ことは、ブルジョアジーにたいするプロレタ
リアートの攻撃の結果、またはその過程にお

いてそれが要求するような平和のためにたた
かうことではありますまいか。……わたしが

考えているのは、『左派』、『右派』の区別
なく、すべてのインタナショナリストの統一

では決してありません。……わたしは平和を
要求していますものの、分裂に運命づけられ
ているものまでとどめおこうとは、毛頭考え

ていないのです」 と書いている。これへの2

　レーニンが単純な「セクト主義者」でなかったことは、1915年9月19日付のアレクサンド1

ロヴィチ（エスエル左派）への手紙が示している。レーニンは「尊敬する同志！」で始まる
手紙で、こう述べている。「もしあなたが今後ロシア国内で働くようになり、エスエルの左
派と社会民主党の左派とを援助しようというおつもりなら、別々に両者を援助して、それぞ
れのグループが――各地の相互間でも、国外の中央部の間でも――結びつくのを助けるよう
お勧めします。社会民主主義派と社会革命派とを別々に。そうすれば効果は間違いないし、
いざこざは少なくなるでしょう。接近が可能な時には、この接近はより正常に進むでしょう。
信頼は増すでしょう」。

『革命家･雄弁家･外交官』　イトキナ　大月書店　19712
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レーニンの返事は、邦訳全集には見当らな
い。 

コロンタイは日記に、「この文書［中央
委員会宣言］を読めば読むほど、レーニンの

考え方がはっきりわかってくる。これはたん
なる分析ではない。これは戦術であり、行動

である。これは政治的綱領である」（同上）
と書いているらしい。また、「『民族自決』

の問題にかんして、コロンタイがレーニンの
見解を支持していたことは、彼女が、『民族

自決についてのレーニンの論文［どれか不
明］を原稿で読む。そのなかではわたしたち

の多くの疑点や争点にたいする回答があたえ
られている』と書いていることから明らかで

ある」（同上）。 
既述したように、イネッサ･アルマンドも

帝国主義的経済主義に傾いていた（最小限綱
領の否定、民族戦争の否定＝「祖国擁護」の

否定）。「祖国擁護＝戦争一般」（1916年
8月のレーニンからジノビエフへの手紙）と

いうのは納得できる。しかし、以下のレーニ
ンの議論には疑問をいだかざるをえない。す

なわち、「エンゲルスは、1891年に、当時
さしせまっていたフランス（ブーランジェ）

＋アレクサンドル3世の対ドイツ戦争の脅威
を考慮して、『祖国擁護』を率直に認め」
（1916年11月30日のアルマンドへの手紙）

たことを正当化するために、次のように述べ
た。「フランスとロシアについてはこれは反

動的な戦争（ドイツの発展を逆行させ、ドイ
ツを民族的統一から細分状態に引き戻すため

の戦争）となったであろう……。ところで、
ドイツについてみればどうか？……あなたは

肝心なことを忘れています。1891年には一
般に帝国主義はなく（私は、帝国主義が生ま

れたのは1898～1900年であって、それ以前

ではないということを、自分の小冊子の中で
証明しようと努めました）、帝国主義戦争も

なかったし、ドイツについてはありえなかっ
た」（12月25日のアルマンドへの手紙）。

率直に言ってこれは、1891年のドイツの美
化である。 

「1898～1900年」を、その前後を隔て
る万里の長城であるかに言うのは、およそレ

ーニンらしくない。1870年代の恐慌以降、
ドイツ経済は急速に独占化していった。ま

た、1891年のドイツは、ビスマルクの対外
政策からポスト･ビスマルクの対外政策への

転換期である。ヨーロッパにおける国家体系
の維持のための「調停者」から、覇権の拡大

を目指す「世界政策」へと転換しつつあった
（その下地はビスマルク期に形成された）。

例えば、当時のドイツはすでにトルコに進出
し、後のいわゆる3B政策を準備していた。

トルコの「保全」を条件とするドイツ（とオ
ーストリア）の政策は、トルコの解体を条件

とする仏露（英）の政策と鋭く対立したので
ある。あるいはまた、日本に対する「三国干

渉」（1895年）を想起されたし。さらに、
「ドイツ（1891年の）は先進的な社会主義

の国でした」（1917年1月19日のアルマン
ドへの手紙）と言うが、後知恵で言えば、ド
イツ社会民主党（SPD）は“はりこの虎”であ

った。 

〈4〉レーニンによるローザ批判 
「ユニウス［ローザ］の小冊子」＝『社

会民主主義［ローザ選集訳「社会民主党」］
の危機』と、その付録として収録された『イ
ンテルナツィオナーレ』グループ（後のスパ

ルタクス･ブント）の「国際社会民主主義の
諸任務に関するテーゼ［選集訳『国際社会民
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主党の任務に関する指針』］」とを俎上にの
せたのが、レーニンの『ユニウスの小冊子に

ついて』である。 
『ユニウスの小冊子について』でレーニン

は、初めに、「ユニウスの小冊子は大体にお
いてすばらしいマルクス主義的労作であ」る

と評価しつつも、「社会排外主義（筆者はこ
の用語をも、正確さの点でこれに劣る社会愛

国主義という表現をも、使っていない）と日
和見主義との結びつきについて口をつぐんで

いる」ことを、「主要な欠陥」だと指摘し
た。  1

レーニンは言う、「ユニウスの小冊子で
も、［ユニウスらの］テーゼでも、日和見主

義やカウツキー主義については何も述べてい
ない！　これは、理論上正しくない。という

のは……第二インター全体の歴史を背後にも
つ一流派としての日和見主義に連関させない

では、この［ドイツ社会民主党（SPD）の公
認指導者たちの］『裏切り』は説明できない

からである。これは、実践的･政治的に誤り
である。なぜなら、公然の日和見主義流

派……と隠然の日和見主義流派（カウツキー
一派）という二つの流派の意義と役割を明ら

かにしないでは、『社会民主主義の危機』を
理解することも、それを克服することも、で
きないからである」、と。さらに、次の主張

と「首尾一貫しない」ではないか、と。 
「労働者階級の目的と利益に対する、交

戦諸国の社会主義政党の公的代表者たちの裏
切りに直面し、プロレタリア･インターナシ

ョナルの基盤からブルジョア的･帝国主義的
政策の基盤への、彼らの指導者たちの転向に

直面して、あらゆる国での、帝国主義に反対
する革命的階級闘争の指導と結果［結束

か？］の任に当るべき、一箇の新たな労働者
インターナショナルを創設することは、社会

主義にとって、死活にかかわる緊急の問題で
ある」（ユニウスらのテーゼ12。ローザ選

集による）。 
そしてレーニンは、「ドイツにおける革命

的マルクス主義全体の最大の欠陥は、系統的
にその方針を遂行し、新しい任務の精神で大

衆を教育する、結束した非合法組織のないこ
とである」と結論づけた。 

次にレーニンは、ユニウスの「二つの誤
り」の批判に移る。その一つは、「帝国主義

の時代にあっては、もはや、民族戦争なるも
のはまったく存在しない」（テーゼ5）とい

う命題である。 
レーニンはまず、三つの可能性をあげて、

この命題を理論的に批判した。第一に、帝国
主義戦争の民族戦争への転化を不可能と決め

つけることはできない。第二に、「帝国主義
の時代には、植民地と半植民地による民族戦

争は、ありそうなばかりか、不可避的でもあ
る」。第三に、帝国主義の時代は、「帝国主
義強国に反対する小国家……が行う民族戦争

を、少しも排除するものではない」。  2

続いてレーニンは、先の命題が実践的･政

治的にも誤っていることを指摘している。そ
れは「軍備撤廃」論に帰着する。さらに、

　この引用の「正確さの点でこれに劣る［英訳版レス･プリサイス］」を、文庫は「もっと1

正確な」と正反対に訳している。

　レーニンはアメリカ独立戦争を「民族解放戦争」としているが、日本語としては違和感が2

ある。しかし、レーニンが民族を、独立した民族国家を形成する集団と認識していたことを
想起すれば、納得しうるであろう。
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「民族運動への無関心」に帰着する。抑圧民
族の「無関心」は、排外主義となる。そして

レーニンは、次のように述べた。 
「帝国主義強国に対する民族戦争は、あ

りうることであり、ありそうなことであるば
かりではない。それは、不可避的であり、進

歩的、革命的である。とはいえ、この戦争が
成功するためには、被抑圧諸国の住民の膨大

な数……の努力を結合するか、または国際情
勢の諸条件が特に有利に組合わされる

か……、ないしは諸大国のうちの一国のプロ
レタリアートがブルジョアジーに対して［民

族戦争と］同時に蜂起するか、いずれかを必
要とすることはもちろんである」。  1

もう一つのユニウスの誤りは、「祖国擁
護の問題と関連している」。まずレーニン

は、「この戦争が強盗的、奴隷所有者的、反
動的な性格のものであるから、またこの戦争

に対して社会主義のための内戦を対置する
（またこの戦争を内戦に転化しようと努力す

る）ことが可能であり必要であるから、プロ

レタリアートはこの帝国主義戦争で祖国を擁
護することに反対する」という、ボリシェビ

キの問題の提起の仕方を確認した。 
ところがユニウスは、民族戦争でない現

在の帝国主義戦争に民族綱領を対置してい
る。ユニウスは以下のように書いていた。

「外敵に対する国土の最良の擁護、最良の防
衛となるものは、……容赦ない階級闘争であ

る」。「社会民主主義者には、大きな歴史的
危機に際しては、自国を擁護する義務があ

る。……この［大戦勃発］時における祖国に
対する第一の義務は、次の点にあった」。

「帝国主義戦争の真の背景を祖国に示」すこ
と、勝利も敗北もドイツ人民にとって災厄で

あることを宣言すること、戒厳状態による祖
国の緊縛に抵抗すること、人民武装および戦

争か平和かを人民に決定させること、「戦争
のあいだ人民代表議会の無休［パーマネン

ト］開会を要求すること」、「すべての政治
的権利剥奪の即時廃止を要求すること。最後

に……帝国主義的な戦争綱領に対して、

　17パラグラフでの小冊子からの引用は、以下の通り。「社会主義は、すべての民族［ナ1

ロード。選集訳『国民』］に対して独立と自由の権利、自分の運命を自主的に処理する権利
を認める」。「国際社会主義は、自由な、独立した、そして同権の諸民族［ナーツィヤ］の
権利を認める。しかし、このような諸民族［同］をつくりだしうるものはただ国際社会主義
だけであり、諸民族［同。選集訳『国民』］自決権を実現できるものはただ国際社会主義だ
けである」。残念ながら、独語テキストは入手できていない。
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1848年の愛国者や民主主義者の、以前から
の真に民族的な綱領、すなわち……統一ドイ

ツ大共和国を対置すること。これこそ、国
［ストラナー、英訳版カントリー。全集訳

『国民』はおかしい］の前に掲げるべ
き……」。  1

理論面においてレーニンは、次のように批
判している。第一に、1848年と現在とで

は、「客観的事情」が違う。1848年には、
「封建的･王朝的戦争に対して、客観的に

は、……民族解放戦争が対置されていた」。
しかし、現在では、「帝国主義的･ブルジョ

ア的戦争……に対して客観的に対置できるも
のは、……ブルジョアジーに対する戦争だけ

である」。第二に、「階級闘争が侵入に対抗
する最良の手段である」というのは、「あら

ゆる階級的抑圧についてあてはまるからこ
そ、……あまりにも一般的であり、従って今

の特殊の場合については不十分」である。
「ブルジョアジーに対する内戦」という「階

級闘争だけが、ヨーロッパ……を侵入の危険

から救うであろう」。  2

1914～1916年に「大ドイツ共和国」が

存在していたとしても、「同じような帝国主
義戦争を行ったであろう」。 

続いてレーニンは、「純実践的な見地か
ら」こう述べている。「ドイツの全ブルジョ

ア社会、農民に至るまですべての階級は戦争
に賛成した……。ブルジョアジーは歯まで武

装していた。こういう状態のもとで、共和
制、無休会の議会、人民による将校の選挙

（『人民の武装』）などという綱領を『宣
言』することは、実際には革命（正しくない

革命綱領をもつ！）を『宣言する』ことを、
意味する」。それならば、革命が日程にのぼ

っていることを「宣言」し、社会主義という
革命的階級の綱領を明示する必要があり、そ

れを実現する「系統的な、首尾一貫した、実
践的な、そして革命的危機がどんなテンポで

発展する場合にも無条件に実現されうる行
動、成熟しつつある革命の線に沿った行動」

を提起する必要があった。そのような行動

　上の引用の「人民」はすべてナロード。ローザ選集訳は「人民武装」を除いてすべて「国1

民」。ローザがそれを知っていて「パーマネント」を用いたのか不明であるが、1848年ウィー
ン「10月革命」時に、議会は「パーマネンツ」を宣言している。「パーマネンツ宣言とは、
一般的な意味としては会議を中断することなく続けるということである。したがってこの場
合議会は、現職大臣が虐殺されて、いまなお吊るされているという緊急事態のなかで、とり
あえず翌朝7時まで『パーマネンツ』を続けようと決議する。しかし、『パーマネンツ』とい
うのは、たんに会議を中断しないということだけでなく、それ自体一つの執行機関の成立を
意味するとともに、さらにまた執行機関そのものをも意味したのである」。「マルクスが
『パーマネンツ宣言』とか『パーマネンツにおける革命』という場合の『パーマネンツ』と
いうのは、たんに『永続』などという意味ではない……。革命史において『パーマネンツ』
というのは革命遂行のための一つの機関なのである」。「『永続革命』という正体不明な言
葉は、歴史についての無知と誤解が生み出した産物である」（同）。

　はずかしながら、原稿を書いていて今気づいたのだが、ドイツ語における「城内平和（ブ2

ルクフリーデ）」と「内戦（ビュルガークリーク）」の対語関係は、シンプルかつ含蓄があ
る。ロシア語も、「市民の平和」「市民の戦争」とシンプルだが、面白味がない。英語の場
合、「城内平和」にあたるのはクラス･トゥルース（階級休戦）だから、内戦（シヴィル･
ウォー）とはまったく単語が違う。「シヴィル･ピース」という言い方があれば、ロシア語に
近いのだが。
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は、ボリシェビキのベルン会議における決議
に示されている。すなわち、「①軍事公債に

対する反対投票 ②『国内平和』の破棄 ③非
合法組織の創設 ④兵士の交歓 ⑤大衆のあら

ゆる革命的行動の支持」。これらの行動の成
功は、「不可避的に内戦に導く」。 

最後にレーニンは、「二つの種類の間違っ
た考えがユニウスの誤りを引きおこした」と

している。「第一に、ユニウスは、分裂を恐
れ、革命的スローガンを完全に言い切ること

を恐れているドイツの社会民主主義者……の
『環境』から完全には脱却していない」。注

ではレーニンは、自国敗北論を説明してい
る。すなわち、敗北の危険をおかさずに自国

のブルジョアジーと政府を攻撃できないこ
と、敗北は革命的階級の仕事を容易にすると

歴史的経験が教えていること、等。「第二
に、……ユニウスは、……メンシェビキ的

『段階理論』のようなものを望んだ……。真
実の祖国の最良の防衛ということにはだれも

反対することはできない。ところで、真実の
祖国とは大ドイツ共和国であり、最良の防衛

とは民兵、無休会の議会、その他である。こ
のような綱領では、ひとたびそれが採択され

るなら、ひとりでに……社会主義革命に向っ
て進むであろう、というのである」。「ユニ

ウスの小冊子には、……孤独者が感じられ
る」という有名な文句で、レーニンは論を閉

じた。  1

本稿のテーマからいえば、『ユニウスの

小冊子について』のポイントは、民族戦争不
可能論を批判し、「帝国主義強国に対する民

族戦争」が「不可避的であり、進歩的、革命
的である」と断言した点にある。これは、ボ

リシェビキのテーゼ6（本章296頁左段第2
パラグラフ）を一歩進めたと言えようが、

「進歩的、革命的である」との内容が十分明
らかにされたとは言いがたい。  2

〈5〉レーニンによるポーランド 
社会民主主義者の批判 

　1916年2月に発行されたポーランド王国･

リトヴァ社会民主党（SDKPiL）分離派の機
関紙『ガゼータ･ロボトニチア［労働新

聞］』は、前年6月に採択された同党の決議
を掲載した。その決議の中に、「［ロシア

党］中央委員会［ボリシェビキ］は、……決
断力の点で劣っているすべての分子に対して

機械的に一線を画することの意義を過大評価
しており、……」との一節があった。これに

レーニンは激怒する。早速レーニンはラデッ
クに、「『ガゼータ･ロボトニチア』……の

　ついでながら、「段階理論」はトロツキーにもあてはまる（過渡的綱領主義）。「孤独1

者」ということも。本章301頁注で述べた「レーニン主義の特徴」は、「段階理論」とまっ
たく無縁である点にある。なお、ローザの「小冊子」の評価のためには、1915年秋から、「平
和」「パン」を求める運動がドイツ各地で高まったこと、およびそれへのドイツ社会民主党
（SPD）各派の対応も考慮すべきであるが、またしても長くなるので指摘にとどめる。

　当時のドイツ社会民主党（SPD）内には、先に示したボルヒャルトのグループ（ドイツ国2

際社会主義団）と、ラデック、パンネクックに指導されたいわゆるブレーメン左派とがボリ
シェビキに近かったが、いずれも小グループのため、『インテルナツィオナーレ』グループが
左派の主流であった。なお、「講和」を唱える中央左派らがツィンメルワルト会議に参加し
たのは、ドイツ政府による戦争目的の主張が、「防衛」から「併合」へと転換したことを背
景としている。
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発行以来、ロシアとポーランドの問題で我々
の共同闘争は不可能になった」と書き送って

いる。また、ロシア党諸支部への在外組織中
央委員会名の手紙で、決議を「中央委員会と

組織中央委員会［8月ブロック］との間での
旧来の動揺」と批判し、「①ロシア国内での

分裂、②ヨーロッパでのカウツキー主義に対
する非妥協性、という問題では、我々は非妥

協的である」ことを強調した。 
一方、ツィンメルワルト連合の左翼的部分

（オランダ左派、トロツキー派、ツィンメル
ワルト左派）の機関誌『フォルボーテ［先駆

者］』編集部において、『コムニスト』編集
部と類似の事態が起こった。レーニンは、ロ

ーランド=ホルストに対し、「規約の最初の
原案は、我々に編集権を与えていました（編

集部＝あなた方のグループ《あなた方＋トロ
ツキー》と『ツィンメルワルト左派』の同盟

でした。だが、御承知のように、この左派の
ビューローでは、3票――ラデック、ジノビ

エフ、私――のうち我々が2票持っているの
です）。規約が変更された後では、我々は編

集権を失って、協力者になってしまいまし
た」（1916年3月8日付手紙）と訴えてい

る。 
レーニンはシリャプニコフに、「君は、き

っと、ラデックが『フォルボーテ』編集部か

ら我々を押し出したことを知らないのだろ
う？……ラデックは数ヵ月陰謀をめぐらし

て、『女主人』（ローランド=ホルスト）に
この計画［上記『規約の最初の原案』］を廃

棄させた。我々は寄稿者の地位に移された」
（5月23日付手紙）と書いた。さらに、アル

マンドへの手紙11月30日の手紙では、次の
ように述べている。「ラデックとの『けん

か』（???!!!）について。すでにこの春、私

はグリゴリー［ジノビエフ］と論争しまし
た。彼は、当時の政治情勢をまったく理解せ

ず、私がツィンメルワルト左派と決裂したと
言って非難しました。……ツィンメルワルト

左派との結びつきもまた条件的なものです。
第一に、ラデック＝ツィンメルワルト左派で

はありません」、「今でもラデックは私（と
グリゴリー）にあてて、『我々』（彼＋ブハ

ーリン＋ユーリー一派）はこれこれの『見解
をもっている』という鉄面皮な手紙をよこし

ています」、つまり、「我々とユーリー一派
との意見の相違の間隙に付け込んで『陰謀』

をたくらもうとしている」、と。 
こんなわけで、『フォルボーテ』の発行は

2号で終った。その最終号（4月）に、ボリ
シェビキのテーゼ「社会主義革命と民族自決

権」（以下Bテーゼと略す）と、ポーランド
王国･リトヴァ社会民主党（SDKPiL）分離派

の「帝国主義と民族抑圧に関するテーゼ」
（以下Pテーゼと略す）が併載された。ま

た、両者は『ソツィアル･デモクラート論
集』第1号（10月）に再録された。レーニン

がPテーゼを批判したものが、『自決に関す
る討論のイトーギ』である。イトーギはイト

ーク（決算、結果）の複数形であり、全集訳
は「総括」、文庫訳は「決算」。ここでは便
宜上、レーニン論文を『決算』と略す。ま

た、（）内の頁数は文庫のもの。 
レーニンはまず、「国際舞台でこの［民族

自決の］問題がこれほど広範に取り上げられ
たのは、おそらくこれが初めてであろう」と

語った。しかしこれは、民族自決権の重要性
を執拗に説いたレーニンがいてこその話であ

る（レーニンの民族問題論を他国の社会主義
者が知ったのは、この時が初めてかもしれな

い）。続いてレーニンは、「これまでのとこ
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ろ……自決の問題を幾分でも系統的に討議し
たのは、オランダ人とポーランド人だけであ

った」こと、「公認の社会主義は、この問題
についてはひどい嘘つきになった」こと、

「ロシアの社会民主主義者にとっては、……
この討論は、1903年と1913年の討論の継

続である」ことを確認し、「国際舞台で開始
された討論の……最初の決算」として論を進

めている。 
Pテーゼに対するレーニンの一番目の批判

点は、帝国主義的経済主義の傾向に関するも
のである。その一つはBテーゼ1に関連する

もので、Pテーゼは、社会主義のもとでの民
族自決権を否定していた。いわく、「社会主

義は民族的抑圧をもたらす階級的利害をなく
す」、社会主義社会では民族は「文化的なら

びに言語上の単位の性格をもつだけであろ
う。……社会主義的文化圏の地域的区分は、

……個々の民族が自己の権力をそっくり保ち
ながら（『自決権』が要求するように）単独

で解決すべきものではなく、利害関係をもつ
すべての市民が共同でこれを決定するであろ

う」、と。 
Pテーゼは、「政治的抑圧の一形態」の問

題を、「民族的抑圧を一掃するための経済的
前提」の問題にすり替えている（126頁）。
また、国家（国境）の問題を「社会主義的文

化圏」の問題にすり替えている（128頁）。
これは、「経済的なもの」だけが大切だと考

えた経済主義の一種、「帝国主義が勝利し
た、だから政治問題は無用だ」という帝国主

義的経済主義に他ならない。さらに、「共同
での決定」に関して言えば、レーニンが言う

ように、沖縄への差別政策は、まさに「共同
で決定」されている（建前上は）。 

もう一つは、Bテーゼ2で批判した「自決

実現不可能」論である。しかしこの点につい
ては、Pテーゼで反論がないので、レーニン

は「この点に関する討論は終結した」とみな
している（132頁）。 

二番目のレーニンの批判点は、併合の問題
に関するものであり、これは、『決算』の中

心テーマといってよい。 
第一に、レーニンの批判は、Pテーゼが、

併合とは何かという問題を回避しながら、
「併合反対」を唱えていることに向けられ

る。レーニンは、Bテーゼ7の最後の一節を
次のように説明している。「併合の概念のう

ちには、通常次の概念が入っている。①暴力
の概念（暴力的編入）。②他民族による抑圧

の概念（『他』国の地域の編入など）。③現
状侵害の概念」。しかしながら、社会民主主

義者は、暴力一般に反対することはできない
し、現状維持に賛成することもできない。従

って②が残る。併合とは、「民族自決の破壊
であり、住民の意志に反する国家境界の決定

であ」り、「併合に反対するとは、自決権を
支持することを意味する」（135頁）。先に

論及した問題（本章296頁右段第3パラグラ
フ）にも、結論が出たといえよう。「含まれ

ない」と解すべきなのだ。レーニンは、「自
決の『承認』と、併合に対する『抗議』との
間には、『経済的にも政治的にも』、また一

般に論理の上でも、差異はないという真理」
（144頁）とまで述べている。 

なお、「出版物では見られない」が、
「口頭の討論」で出会った論拠として、「一

定の悪に抗議したからといって、その悪を排
除するポジティヴな概念を承認したことには

必ずしもならない」というものがあったとい
う（136頁）。「ポジティヴな」は「積極的

な」と邦訳されているけれども、例えば、
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「飲み過ぎるな」というネガティヴな（否定
形の）主張は認めるが、「ほどほどに飲め」

というポジティヴな（肯定形の）主張は認め
ないのは論理的ではない、というのがレーニ

ンの論旨である。 
第二に、レーニンは、「併合に反対する闘

争の出発点は、いかなる祖国擁護をも拒否す
ることである」という主張を批判した。これ

は、「併合民族からの解放を目指す被併合民
族に反対」するものであり、「併合主義的な

主張」である、と。「その［P］テーゼの中
で、そういう見解を述べてはいない」が、

「おそらく、『帝国主義時代には』民族戦争
は不可能だと考えているのであろう」と、レ

ーニンは推測している（139～140頁）。な
お、文庫139頁6行目の「民族」、従って同

頁最後のパラグラフおよび141頁最初のパラ
グラフの「他民族」の「民族」はナロード。 

第三にレーニンは、より併合主義的な主
張、「ヨーロッパに新しい国境標を設定する

こと、帝国主義によって撤去された国境標を
復活することには、断じて賛成しない」（P

テーゼ）という主張を批判し、その「理論的
根源」をストルーヴェ主義とした。レーニン

は、Pテーゼから二つ取り上げている。「帝
国主義の轍が、既成の資本主義国家を押し潰
して進んだところでは、社会主義を準備する

資本主義世界の政治的および経済的集積が、
帝国主義的抑圧の残忍な形態で行われてい

る」（Bテーゼ5参照）。「［自決のスロー
ガンは］社会帝国主義者が、このスローガン

の幻想的性格を証明することによって、民族
的抑圧に反対する我々の闘争を歴史的法則に

反した感傷主義のように見せかけ、それによ
って、社会民主党綱領の科学的根拠に対する

プロレタリアートの信頼を覆すことを可能に

する」（142～143頁）。 
第四にレーニンは、Pテーゼが併合に反対

する理由を「特別に説明しなければならなく
なる」（144～145頁）点を指摘した。Pテ

ーゼがあげる、「併合は戦争の危険を増大さ
せる」、「併合は支配民族プロレタリアート

と被抑圧民族プロレタリアートとの間に溝を
つくりだす」という論拠は、民族戦争から引

き出されるものに他ならない。民族戦争を否
定しつつ、これらの論拠を用いるのは、「自

分で自分をやっつけているのである」（146
～147頁）。 

第五にレーニンは、Pテーゼにある「植民
地から手を引け！」という要求が持つ矛盾を

指摘した。すなわち、ヨーロッパで「実現不
可能」なことが、なぜ植民地では「実現可

能」なのか、と。 
Pテーゼが示すプルードン主義、これがレ

ーニンによる三番目の批判点である。「プル
ードン主義者は、空論主義的に理解された社

会革命の名において、ポーランドの国際的役
割を無視し、民族運動を振り棄てた。ポーラ

ンドの社会民主主義者は、それとまったく同
じように、空論主義的にふるまっている」

（156頁）。 
第一にPテーゼは、マルクスやエンゲルス

のように民族運動を具体的に分析することを

怠っている。 
第二にPテーゼは、社会主義革命のスロー

ガンと民主主義的諸問題における革命的立場
との結合をもって、社会主義革命のスローガ

ンが「隠蔽される」かに述べている（文庫訳
は少しおかしい）。にもかかわらず、「分離

の自由」ではなく「自治制」に賛成している
Pテーゼは、改良主義的である。「『自治』

民族は、『統治』民族と同権ではない」から
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（157頁）。 
第三に、1916年のアイルランドのイース

ター蜂起に対する態度である。ラデックは、
ツィンメルワルト連合の機関紙において、ア

イルランド蜂起を「プッチ［一揆］」と呼ん
だ。これはカデットの評価と同じであった。

レーニンは言う、「『純粋の』社会革命を待
っている人は、決して革命に巡り合えないだ

ろう」（173頁）。一方で「民族抑圧反対」
と言いながら、他方で「抑圧者に対する被抑

圧民族の数個の階級の最も活発な、知識的な
部分の英雄的な蜂起を『プッチ』と名づける

ようなことをやり始めるなら、我々は、カウ
ツキー派と同じ愚か者の水準に身を落とすこ

とになろう」（176頁）、と。  1

続いて、『決算』においてＢテーゼの内容
がより展開された諸点をあげておく。その第

一は、Bテーゼ1および3末尾の内容、すなわ
ち、社会主義社会と民族自決の関係である。

レーニンは二つの観点から、Pテーゼを批判
した。第一に、プロ独期においても分離の自

由を実行しなければ、民族的抑圧は残るとい
うこと。なぜなら、帝国主義が決定した国境

が「遺産」として残るから。第二に、勝利し
たプロレタリアートが犯しうる誤りの問題。 

第一の観点についてレーニンはまず、エン

ゲルスの論文『ポーとライン』を引用し、
「勝利した社会主義の民主主義的国家……の

境界は、……住民の意志と『共感』とに基づ

いて、決定されるであろう。……社会主義
は、階級的抑圧なしに生産を組織し、国家の

全成員に幸福を保障し、そうすることによっ
て住民の『共感』に十分な活動舞台を与え、

まさにその結果として、諸民族の接近と融合
とを容易にし、大いにそれを促進する」と述

べている（129～130頁）。 
次にレーニンは、バウアー『民族問題と社

会民主主義』の第30章「社会主義と民族性
原理」から引用し、「これはまったく正し

い」とした上で、以下のように述べた。「資
本主義を社会主義に造り変えることによっ

て、プロレタリアートは、民族的抑圧を完全
に排除する可能性をつくりだす。この可能性

は、住民の『共感』に応じた国家境界の決定
までも含めて、あらゆる分野で民主主義を完

全に実行する場合に『のみ』……現実性に転
化するであろう」（131頁）。 

【注　阪東宏は、「この注目すべき結
論」が、『民族問題ノート』におけ

るバウアー評価と「根本的に異な
る」 と述べているが、承服できな2

い。ここでのバウアーの主張は、
「社会主義社会の民主主義的共同体

の軍隊」は「武装した人民」である
から、「異民族的支配の可能性は消
失する」という、マルクス主義者にと

って当然のものだから。】 
第二の観点についてレーニンは、カウツキ

ーへのエンゲルスの手紙（本稿36頁第2パラ

　エリスの『アイルランド史［原題は「アイルランド労働者階級の歴史」］』は、「アイルラ1

ンドの蜂起の意義を十分に認めたのは、レーニンだけだった」と述べ、以下のトロツキーの論
評を紹介している。「……空想的ナショナリストが期待していたような全アイルランドの運動
は実現できなかった。……戦って死んだのは、プティ･ブルジョアのインテリ出身の革命的情熱
家が道連れにしたダブリンの労働者たちだけだった。民族革命の基盤は遅れたアイルランドで
さえすでに消滅していた」（『ナーシェ･スローヴォ』7月4日号）。

『歴史の方法と民族』  阪東宏  青木書店　1985/42
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グラフ）を紹介し、「経済的変革はすべての
民族［ナロード］を促して、社会主義に向っ

て進ませるであろうが、しかし、その場合に
は、革命――社会主義国家に反対する革命

――もおこりうるし、戦争もおこりうる」こ
と、および、「無条件にインターナショナリ

ズム的な原則」＝「他民族［ナロード］に幸
福を押しつけることは、プロレタリアートの

勝利を覆すことを意味するであろう、という
原則」を確認している（169頁）。 

そして、次のように述べた。「社会主義革
命は最も近い将来にも……可能だ」が、「民

族的反感はそう急速には消滅しないであろ
う。抑圧民族に対する被抑圧民族の……まっ

たく正当な憎悪は、なおしばらく残るであろ
う。それは、社会主義が勝利した後に、そし

て諸民族の間にまったく民主主義的な関係が
打ち建てられた後に、初めて消散するであろ

う」（170頁）。 
第二に、抑圧民族と被抑圧民族との分裂

（Bテーゼ4）に関する問題。レーニンは次
のように述べた。「今では、ごく少数（5な

いし6）の帝国主義的『大』国の体系［シス
テム］が形成され、その各々が他民族を抑圧

している。その場合、この抑圧は、資本主義
の没落を人為的に遅らせ、世界を支配してい
る帝国主義的諸民族の日和見主義と社会排外

主義を人為的に支持する源泉の一つである」
（154頁）。 

このような帝国主義の時代における「労働者
階級のインターナショナリスト［形容詞］教

育の問題」が取り上げられている。  1

この教育は、抑圧民族と被抑圧民族とで
は同一ではありえない。全民族の同権、接近

と融合という同一の目標に、抑圧民族と被抑
圧民族とは「違った具体的な道筋」を通って

進む（160頁）。 
抑圧国における教育の重点は、「労働者

が被抑圧国［カントリー。なぜ『民族』でな
く『国』なのか不明］の分離の自由を説き主

張するようにならせること」にある。「我々
は、民族的差異に対して『無関心』となるよ

うに労働者を教育する義務を負っている」。
しかし、「併合主義的無関心」であってはな

らない。「小民族が、彼ら自身の共感に従っ
て」、どの国家に所属しようが、自立しよう

が、それに「無関心」になるということであ
る（160～161頁）。 

「これとは反対に、小民族の社会民主主
義者は、彼らの煽動の重点を、……諸民族の

『自由意志による結合』に置かなければなら
ない。……彼らは、どんな場合にも、小民族

的な偏狭、閉鎖性、孤立性に反対し、全体的
なもの、全般的なものを考慮に入れるため

に、部分的なものの利益を全般的なものの利
益に従属させるために、闘わなければならな

い」（161頁）。 
これと関連して、「オランダとポーランド

の社会民主主義者の特殊な立場の問題」が検

討されている。両国の「特殊な客観的諸条
件」は、以下の点にある。①「いずれも列強

の現在の『体系』の中では小さい頼りない国
である」。②地理的には、強大かつ競争的な

帝国主義的強盗の間にある。③「ともに、自

　上記「形容詞」については植村邦彦『市民社会とは何か』 平凡社新書　2010/12 147頁末1

尾参照。例えば、キャピタリストには、「資本家」のほかに、「資本の」「資本主義的」とい
う形容詞もある。「社会主義革命」は、ソシャリスト･レヴォルーション。そして、「帝国主義
的経済主義」は、インペリアリスト･エコノミズム。
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国が『強国』であった往時の記憶と伝統が、
おそろしく強い」。④「両国とも、今日に至

るまで、他民族［ナロード］を抑圧する特権
を保っている」。「この四つの特殊条件の結

びつきからなる特異性……にこそ、問題の全
核心がある！」。この観点からすれば、「最

も優秀な革命的およびインターナショナリズ
ム的」なオランダとポーランドの社会民主主

義者の「特異な立場」は、「まったく正当な
ものとなる」（162～163頁）。 

当時、ドイツ･オーストリアはポーランド
国家の復興を“約束”し、これに対抗してツァ

ーリも「三つの地域を一つにまとめた自由な
ポーランドの創設」を“約束”した。さらに、

米大統領ウィルソンも、「ポーランド再建」
に言及する。ドモフスキらの民族主義者は、

戦争をスラヴとゲルマンの民族抗争と捉え、
反ゲルマン主義の立場からツァーリに期待し

た。後の独裁者ピウスツキ（フラキ＝PPS右
派）は、逆に、オーストリアの権威のもとで

軍事組織を編成し、ポーランドの統合をはか
っていた。 

このような情勢下で、Pテーゼがポーラン
ド独立のスローガンに反対したのは、まった

く正しい。「ポーランドの独立は、今日で
は、戦争または革命なしには『実現不可能』
である。ただポーランドの再興だけのために

全ヨーロッパ戦争に賛成するということは、
最も悪質の民族主義者となり、少数のポーラ

ンド人の利益を、戦争に苦しむ幾億の人間の
利益に優越させることを意味する」（165

頁）。 

「しかし、ロシアとドイツの労働者にと
っては、彼らが将来ポーランド併合の参加者

となるか……、それとも、ポーランドが独立
するかは、どうでもよいことではない。事態

は、確かにすこぶる込み入っているが、……
そこには、すべての関係者がインターナショ

ナリストにとどまりうるような、一つの活路
がある。すなわち、ロシアとドイツの社会民

主主義者は、ポーランドの無条件的な『分離
の自由』を要求し、ポーランドの社会民主主

義者は、今の時代または今の時期には、ポー
ランド独立のスローガンを掲げずに、この小

国のプロレタリア闘争と諸大国のプロレタリ
ア闘争との統一のために闘うということが、

それである」（167～168頁）。  1

第三は、アイルランドのイースター蜂起へ

の評価で見たように、レーニンが、被抑圧民
族の反帝国主義的蜂起･戦争を支持したこと

である。「植民地およびヨーロッパにおける
小民族の蜂起を伴わず、その偏見をすべて持

ったままの小ブルジョアジーの一部の革命的
爆発を伴わず、また地主的、教会的、君主制

的、民族的、等々の抑圧に対する無自覚のプ
ロレタリアならびに半プロレタリア大衆の運

動を伴わないような社会革命が可能だと考え
るのは、社会革命を放棄することを意味す
る」（173頁）。「反帝国主義闘争における

自立的な要因としては無力な小民族が、真の
反帝国主義勢力、すなわち社会主義的プロレ

タリアートの舞台への登場を助ける酵母の一
つ、バチルスの一つとしての役割を演じてい

ること、これこそ歴史の弁証法である」

「1914年8月［ママ］（『民族自決権について』執筆）にはポーランドの独立を要求したレー1

ニンがすでに明らかにしたように、16年7月（『討論の決算』執筆）には一転してその独立の
不可能であることを主張した。まさに180度の転換である」（『民族問題とレーニン』高梨純
夫　BOC出版部　1987）というのは、はなはだしい誤読である。
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（175頁）。 
これがこの時期におけるレーニンの、被抑

圧民族による反帝民族運動のインターナショ
ナルな役割への最大の評価である。レーニン

はまた言う、「社会革命の開始の時代である
『帝国主義時代』にこそ、プロレタリアート

は、今日は被併合地域の蜂起を特に精力的に
支持するであろうが、それは、そういう蜂起

によって弱められる『大』国のブルジョアジ
ーを、すぐ明日、あるいは同時に、攻撃する

ためである」（141頁）、と。 
反帝民族運動が「進歩的、革命的であ

る」ことが、もっぱら大国プロレタリアート
の視点から説明されている。このような限界

は何に起因するか、これが第四である。Bテ
ーゼ6で示されたヨーロッパの被抑圧民族と

植民地との区別は、帝国主義認識確立によっ
て明らかになったのであるが、それについ

て、レーニンはこう述べている。「ヨーロッ
パでは、従属民族は、植民地よりも、おおむ

ね資本主義的に一層発展している……。しか
し、他ならぬこのことが、民族的抑圧と併合

とに対する一層大きな抵抗を呼び起こしてい
る！　まさにこのために、ヨーロッパでは、

分離の場合をも含めてあらゆる政治的条件の
もとで、資本主義の発展は、植民地に比べて
一層保障されている」。「民族運動を含めた

あらゆる種類の革命運動は、ヨーロッパの状
況のもとでは、植民地におけるよりも、もっ

と可能性があり、もっと実現性があり、もっ
とねばり強く、もっと意識的で、もっとうち

かちがたいものである」（148～150頁）。 
本章285頁左段末を参照されたい。レーニ

ンは、帝国主義による民族抑圧の度合いだけ
でなく、資本主義の発展度合い＝「めざめ」

の度合いの面からも、被抑圧民族の抵抗を捉

えた。後者の面は、帝国主義認識以前の理解
を継承しているが、この両面からの把握は、

抑圧民族と被抑圧民族の関係をより具体的に
するとともに、一定の制約をもたらすことに

なった。レーニンの主張を聴こう。 
「以前［1848～1871年］には、大民族

国家――ヨーロッパの民主主義諸国［ザ･デ
モクラシーズ］――の体系［システム］が、

ツァーリズムにさからいながら世界に民主主
義［アンカウンタブルのデモクラシー］と社

会主義とをもたらした。……今［1898～
1916年］では、ごく少数（5ないし6）の帝

国主義的『大』国の体系が形成され、その
各々が他民族を抑圧している。……以前に

は、最も大きな諸民族を解放しつつあった西
欧の民主主義は個々の小さな民族運動を反動

的な目的に利用していたツァーリズムに対立
していた。今では、ツァーリズムの帝国主義

とヨーロッパの先進的な資本主義的帝国主義
との同盟が、幾多の民族に対する彼らの全般

的な抑圧を土台として、社会主義的プロレタ
リアートに対立している」（154頁）。 

ここから、次のように結論づけられる。
「以前には、第一に『ツァーリズムに反対』

して（またツァーリズムによって反民主主義
的な方向で利用されていた若干の小民族の運
動に反対して）、西欧の大民族の革命的諸国

民［ナロード］に味方しなければならなかっ
た。今では、帝国主義列強、帝国主義ブルジ

ョアジー、社会帝国主義者の歩調を合わせた
統一戦線［エヂーンヌイ･フローント＝ユナ

イテッド･フロント］に反対し、社会主義革
命のために帝国主義に反対するすべての民族

運動を利用することに味方しなければならな
い」（155頁）。この「利用する」の主語が

不明確だが、これをもってレーニンを「利用
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主義」と批判する論者がいる。しかしこれ
は、ツァーリズムによる「利用」と対比する

形での用法であろう。 
またレーニンは、「プロレタリア的闘争の

インターナショナルな［インテルナツィオナ
ーリヌイ］戦線が、小民族の具体的な立場に

関連して形態を変えた」という観点から説明
している。「以前……には、小民族は、ある

いは『西欧民主主義』と革命的諸国民の可能
な同盟者としての、あるいはツァーリズムの

可能な同盟者としての意義をもっていた。今
では……小民族は、そういう意義を失ってい

る。今日では、彼らの意義は、『大国民族』
の寄生性［パラジティーズム＝パラサイティ

ズム］と従ってまた社会帝国主義との、培養
源の一つだということである。……重要なの

は、帝国主義時代にプロレタリアートが客観
的諸原因によって二つのインターナショナル

な［メジドゥナロードヌイ］陣営に分かれて
いることである。すなわち、そのうちの一つ

は、大国ブルジョアジーの食卓からのおこぼ
れ、とりわけ小民族の二重、三重の搾取から

のおこぼれで堕落させられており、もう一つ
の陣営は、小民族を解放せずには、大衆を反

排外主義、すなわち反併合主義、すなわち
『自決主義』の精神で教育せずには、自分自
身を解放できないのである」（156頁）。 

帝国主義側の統一戦線に対置されるの
は、反帝統一戦線ではない。対置されるの

は、社会主義的プロレタリアート（のインタ
ーナショナル･フロント）である。小民族の

搾取からのおこぼれで堕落させられたプロレ
タリアートは、帝国主義側の統一戦線に参列

しており、民族抑圧が帝国主義戦線の強化を
もたらしている。他方、社会主義的プロレタ

リアートは、小民族を解放せずには自己を解

放できない。「全般的な帝国主義戦線に対す
るプロレタリアートの闘争が純粋になればな

るほど、『他民族［ナロード］を抑圧する民
族［同］は自由ではありえない』というイン

ターナショナリストの原則は、……一層切実
なものとなる」（155頁）。「民族自決の問

題の核心は、……抑圧民族の社会主義者の行
動にこそある」（レーニン『平和の問題』）

からして、抑圧民族プロレタリアートの視点
から問題を提起するのは正当である。しか

し、同時にそれは、資本主義の発展程度から
民族運動を評価する論理に補完されている。

小民族は同盟者としての意義を失っている、
あるいは、小民族の一部が社会主義革命以前

に解放されるか否かは重要ではない（156
頁）、と。これが先述した「制限」である。 

ところで、以上の文脈の中にある原注
（154～155頁）は、二つの興味深い事実を

示している。一つは、エンゲルスの英語論文
「労働者階級はポーランドについて何をすべ

きか？」が一般に知られるようになったの
は、1916年だったということであり、もう

一つは、ライト･トゥ･ディスポウズ･オブ･イ
ットセルフと添え書きしながら、レーニンは

それを「自決」としている（文庫訳はわざわ
ざ「自決権」と手を加えている）――つま
り、「自決権」を「自決」と略す場合もあっ

たことである。レーニンは、エンゲルス論文
を次のように紹介している。ヨーロッパの強

大民族の独立と「自決」（上記の）とをプロ
レタリアートは認めるべきであり、「民族

（性）原理」＝大民族と小民族との等置は不
合理である、と。 

世界大戦に際して、エンゲルスは様々に利
用された。一方では、そのドイツ擁護論をそ

のままあてはめ、「祖国擁護」を唱えた者が
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あり、他方では、スラヴ人の運動に反対した
ことをもって、民族自決権を否定する者があ

った（なお、当時は、エンゲルス執筆のもの
も、マルクスが執筆したと思われていたとい

う事情があったらしい）。これらに対してレ
ーニンは、エンゲルス擁護の論陣をはったの

である。レーニンは以下のように述べた。 
「1848～1849年にマルクスとエンゲル

スが書いたものを調べただけで［レーニン
『民族問題ノート』には、エンゲルスの論文

二つとマルクスとの共著論文一つの短い抜粋
がある］、その当時にマルクスとエンゲルス

が、ヨーロッパで『ロシアの前哨』となって
いた『幾多の反動的民族［ナロード］』を、

『革命的民族［同］』であるドイツ人、ポー
ランド人、マジャール人にはっきりと、明確

に対置していたことが、わかるであろう。
……1848年には、革命的な諸民族［同］は

自由のために闘い、その自由の主要な敵はツ
ァーリズムであったが、チェコ人その他は実

際に反動的な民族［同］であり、ツァーリズ
ムの前哨であった」（152頁）。その総括と

して、「①ヨーロッパの若干の大きな、また
極めて大きな民族［ナロード］の解放の利益

は、小民族［ナーツィヤ］の解放運動の利益
に優越する。②民主主義の要求は、孤立的に
とりあげないで、全ヨーロッパ的な――今で

は、世界的なと言うべきであるが――規模で
とりあげなければならない」（153頁）。②

に関しては、エンゲルスの英語論文に、「あ
る民族のヨーロッパ的な重要性や生活力は、

民族原理の立場からすれば、なんら意義をも

たない」との一文がある。  1

続いてレーニンは、今なお「論議」の絶え

ない、次の主張を行う。「もし国際政治にツ
ァーリズムが優勢な影響力をもっていた時代

にマルクスが当面していた具体的な情勢が、
またも繰り返されるなら――例えば、若干の

民族［ナロード］が……社会主義革命を開始
し、他の民族［同］がブルジョア反動の主要

な支柱となるという形で――、我々もやは
り、後者に対する革命的戦争に味方し、それ

らを『おしつぶす』ことに味方し、そこにど
んな小民族の運動が推し進められていようと

も、そのすべての前哨陣地を破壊することに
味方しなければならない」（同頁）。 

これは、民族自決権とは区別された、権
利の行使としての民族自決＝分離の評価の問

題であり、ボリシェビキの1913年決議で、
「社会の発展全体の利益の見地から、社会主

義を目指すプロレタリアートの階級闘争の見
地から、まったく独立に解決しなければなら

ない」とされていた問題である。 
レーニンは次のようにも言う。「自決をも

含めた民主主義の個々の要求は、絶対的な
［アプソリュート］ものではなくて、一般民

主主義的な（今日では一般社会主義的な）世
界的運動の一小部分である。個々の具体的な
場合には、部分が全体に矛盾することもあり

うる。その時には、その部分を否認しなけれ
ばならない」（同頁）。他方レーニンは、分

離の自由は、抑圧民族社会民主主義者の「無
条件の［ベズスローヴヌイ］要求である」と

述べていた（160頁）。ここに“矛盾”を見い

　エンゲルスの英語論文は、ネイションとナショナリティを区別しているようで、マルクス･エ1

ンゲルス全集は前者を「国民」、後者を「民族」と訳している。レーニン『民族問題ノート』
では、前者がナーツィヤ、後者がナロードとなっているようで、その邦訳者は、マルクスエン
ゲルス全集とまったく逆に訳している。従って、『決算』のエンゲルスに関する部分の訳は、
一考の余地あり。
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出す人達がいるのだ（「絶対的な」も「無条
件の」も英訳版ではアブソルート）。 

上条勇は端的に、「1916年になって、レ
ーニンは後退した」 と評価している。ま1

た、民族自決権と民族自決の区別を強調した
大野節夫は、次のように述べている。「『部

分を否認』することが、暴力的否認を、しか
も他民族からする暴力的否認をも包含すると

き、自決権の承認の無条件性を否定すること
は明らかである。ここに、矛盾が生じる。こ

れは、民族解放運動を『利用』する見地が生
みだす矛盾である」 。しかしながら、二つ2

のアブソルートは、一方は一般社会主義の立
場から、他方は抑圧民族プロレタリアートの

立場からというように、その意味する範囲が
異なる。また、具体的な分離の評価は、その

権利と「独立に」解決しなければならず、戦
争が政治の継続であるならば、小民族の運動

を「おしつぶす」ことがやむをえない局面も
あるであろう。 

とはいえ、レーニンにまったく責任がない
とも言い切れない。確かに、全体は部分に優

越するであろう。そうでないなら、論理学的
概念は無意味であるから。しかし、大民族と

小民族の関係は、全体と部分の関係ではな
い。ここは、自決権と自決の区別の論理だけ
で押し通した方がよかったのであるが、エン

ゲルス擁護がそれを妨げた。レーニンは、最
も根本的な問題を避けている、すなわち、エ

ンゲルスが、自らの民族（ドイツ人）が抑圧
している諸民族の自決権を承認したのか否か

を問うていない。 
以上が『決算』の内容であるが、「革命

的方策としての分離の自由」と区別された

「改良としての自治」の意義について付加し
ておく。「他ならぬ自治こそ、ある国家の境

界内に暴力的に引きとめられている民族に、
最後的にみずからを民族として構成し、自分

の力を結集し、それを認識し、組織し、最も
適当な時機を捉えて、『ノルウェー人ふう

な』精神で、次のように声明する可能性を与
えるのである。すなわち、我々、これこれの

民族もしくは辺区の自治議会は、今後全ロシ
ア皇帝はポーランド国王でないことを宣言す

る、云々」（158頁）。 

【補1】エンゲルスは、1884年（『起源』
を執筆･刊行した年）の手稿「封建制度の衰

退とブルジョアジーの勃興について」に典型
的なように、フォルク→ナツィオナリテート

→ナツィオーンという発展観を持っていた
（この歴史観は、カウツキー、スターリンに

継承された）。そして、エンゲルスが自決権
を認めたのは、大きなナツィオーンについて

だけである。これに対し、カウツキーを含む
オーストリア･マルクス主義者が焦点を当て

たのは、「ナツィオナリテーテン･フラー
ゲ」であった。この意味で、エンゲルスに

は、「民族問題」の分野は欠落していると言
わざるをえない。 
もう一つ、マルクスやエンゲルスは、ヨー

ロッパおよびその中の個々の国の革命の展望
を持っていた（この点が第一インターと第二

インターの違い）。彼らは、当面するドイツ
およびオーストリアの革命を、ブルジョア民

主主義革命（1789年フランス革命をいわば
「理念型」としていたといっても、大きな間

違いはないであろう）と見ており、1848年

『民族と民族問題の社会思想史』 上条勇　梓出版社　1996/71

「帝国主義と民族抑圧」　大野節夫　同志社大学経済学論叢第24巻第1.2.3号所収2
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革命もその観点から評価している。しかしな
がら、ドイツと特にオーストリアの革命は、

「プロレタリア」と「民族」が積極的要素を
占めていた点で、フランス革命とは異なって

いた。マルクスとエンゲルスの評価が一面性
を有していたことは否定できない（彼らの情

報源が貧弱だったこともあろうが、レーニン
が言うほど「歴史的･具体的」ではなかっ

た）。 
まず、ドイツ人はもとより、マジャール人

もその理念において、ドイツ的（あるいはフ
ランス的）だったことは前提として確認して

おくべきことである。ここでは舞台をウィー
ンにしぼる。 

「マルクスはウィーンの10月をパリの6月
に対比しながら言った、『……どちらで

も……武装し買収されたルンペン･プロレタ
リアートが、労働し思考するプロレタリアー

トに立ち向ったのだ』……と。……だが、お
そらくはマルクスが見落した特徴がもう一つ

ある。バリケードに突撃し、ウィーンを攻め
落とした反革命の『ルンペン･プロレタリ

ア』がスラヴの兵であったとすれば、革命ウ
ィーンのために生命を捨てたプロレタリアも

またおそらくはかなりの部分スラヴ系の民で
あった」 。 1

簡単に説明しておこう。1848年3月、市

民が蜂起した。ウィーンはバリケードの要塞
となる。オーストリア全土から、大量の民衆

が（多くがボヘミアから）ウィーンにおしよ
せた。8月に、市民と労働者の対立が激化

し、労働者が虐殺される。8月末から9月に
かけてマルクスがウィーンに滞在したが、

「マルクスがウィーンにおいて足がかりとし
た労働者協会は、……エリート労働者の特権

意識に支えられた組織であった。それは市民
層と対等合併する権利を主張しこそすれ、プ

ロレタリアを自分たちの仲間と認めることを
嫌った」（同上）。マルクスは相手にされな

かったようである。市民軍が皇帝軍との対決
を日和った時、バリケードを死守したのは労

働者であり、そしてその中核となったのは、
居住区をもたない「ゲジンデル（下民）」＝

プロレタリアの遊軍部隊であった。そして、
10月にこれを粉砕したのがクロアチア兵だ

ったのである。 
1848年革命は、諸国家体系再編の起点と

なったし、その構成要素としての諸国家の構
造の転換も進行した（特に1880年代）。つ

まり、帝国主義を準備する時期へと入ってい
くということである。マルクスは、『ゴータ

綱領批判』で、次のような鋭い指摘をしてい
る。「『今日の民族国家の枠』……は、それ

自身また、経済的には世界市場の『枠内』に
あり、政治的には諸国家の体系の『枠内』に

ある」、と。 

【補2】『決算』は、「帝国主義時代は、す
べての『大』国を多くの民族の抑圧者に転化

させた。そして、帝国主義の発展は、インタ
ーナショナルな［メジヂュナロードノイ］社
会民主主義運動のうちにも、この問題をめぐ

って諸潮流の一層明確な区分を必ずもたらす
であろう」と終っている。その直前にレーニ

ンは、1915年7月の『ナーシェ･スローヴ
ォ』に連載されたトロツキーの「民族と経

済」に言及し、「一方では経済が諸民族を融
合させるが、他方では民族的抑圧が彼らを分

裂させるという、彼のいつもながらの折衷主
義が見られる」（178頁）と批判している。

『向う岸からの世界史』　良知力　ちくま学芸文庫　1993/101
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トロツキー論文「民族と経済」を紹介してお
こう。それは『トロツキー研究』1号に収録

されているが、ここでは、同じ訳者によるよ
り新しいネット上の訳文による。 

「ロシア社会民主党の綱領にある、すべて
の民族の自決権の承認は、……究極的には、

すべての民族の国家的独立の権利の承認を意
味している。したがって、このことから、民

族ないし民族諸片［原語をトロツキー研究所
に問い合わせたが、返事無し］の同居を強制

しているどんな体制にも反対し、――時、条
件、場所に応じて――他民族の圧政に対する

民族と民族諸片による闘争を促進するという
社会民主主義者の義務が出てくる。しかしそ

れ以上ではない。社会民主主義者は、……民
族原理を何らかの超歴史的な絶対的理念に変

えることはしない」。 
「諸民族ないし民族諸片に対する抑圧的

国家……は疑いもなく、その諸民族にとって
のより大きな国内市場を創出することによっ

て、ある期間は生産諸力の発展を促進するこ
とができる。しかし、民族抑圧国家は、国家

権力への影響力をめぐる諸民族グループの激
しい闘争を生み出すことによって、もしく

は……国家組織からの分離のための闘争をも
たらすことによって、経済的およびあらゆる
歴史的進歩にとって最も重要な力たるプロレ

タリアートの階級闘争を麻痺させる」。 
「民主主義はプロレタリアートの発展の条

件であり、プロレタリアートが国家権力を獲
得しうる唯一の形態である……。それは、何

よりも大衆の文化的･政治的自主性の成長、
広い活動舞台の上での彼らの経済的･政治的

交流、国の運命に対する彼らの集団的干渉を
前提とする。まさにそれによって、人類にと

っての交流の道具たる民族言語は、ある発展

段階においては必然的に民主主義のための最
も重要な手段となる」。 

「資本主義によって目覚めさせられた民
族民主主義は、できるだけ多くの数の民族的

要素を一つの経済的･文化的共同体［『トロ
ツキー研究』1号では『共通性』］のうちに

統一しようとするだけでなく、この資本主義
自身が、それが根を下ろしたあらゆる所で、

国内市場の限界の幅をできるだけ広げようと
し、世界市場へ向けたできるだけ好都合な出

口を探し求め、農業的な経済構造をもった地
方の上に自らの支配を打ち立てようとするの

である。民族原理は民族資本主義にとってけ
っして絶対的な理念でもなければ、最終的な

到達点でもない。それは、世界国家に向けた
新しい跳躍のための一階梯に過ぎない」。 

「民族は、人間の文化における強力で非
常に安定した要素である。民族はこの戦争を

耐えて生き残るだけでなく、資本主義そのも
のよりも長生きするであろう。そして、社会

主義制度の中で、国家経済への従属の道から
解放された民族は、長期にわたって精神文化

の最も重要な源泉であり続けるであろう。な
ぜなら、この文化の最も重要な源泉たる言語

が、民族の自由裁量下に置かれるからであ
る」。 
「現在の『民族』国家は脅威に直面してい

るが、この脅威は、すでに達成された生産諸
力の発展と民族国家の限界との矛盾から生じ

ている」。 
「国家の土台は経済組織であり、したが

って国家は経済発展の要求に順応せざるをえ
ない。閉鎖的な民族国家に代わって、不可避

的に、すべての関税障壁の撤廃にもとづいた
先進諸国の広範な民主主義的連邦が登場しな

ければならないのである。文化的発展の要求
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に根ざしている民族共同体［『トロツキー研
究』1号では『民族的共通性』］は、けっし

てこれによって廃棄されないだけでなく、反
対に、先進諸国の連邦共和制にもとづいての

み完成の域に達することができる」。 
「全民族の自決権の承認は、われわれに

とっては必然的に、すべての先進諸民族の民
主主義連邦制のスローガンによって、ヨーロ

ッパ合衆国のスローガンによって補完される
のである」。 

ついでに、1916年1～4月の『ナーシェ･
スローヴォ』に連載された、トロツキー論文

「平和綱領」の「Ⅲ　民族自決権」からも引
用しておく。「民族的共同体は、文化――た

とえばその生きた器官たる民族言語――の生
命ある源泉であり、その意義は、不確定の長

い歴史時代を通じて保持されるだろう。社会
民主主義は、物質的･精神的文化のために、

民族的共同体が発展（ないし溶解）する自由
を保障したいと思っているし、保障しなけれ

ばならない。まさにこの意味で、社会民主主
義は革命的ブルジョアジーから政治的責務と

して民族自決という民主主義的原理を受け継
いだのである」。 

なお、「平和綱領」は1917年5月末にパ
ンフレットとして発行されたが、その際トロ
ツキーは、「ポーランド人、セルビア人、ル

ーマニア人等々が、文化的自治を有した狭苦
しくない共同体を実際につくり出すために

は」のくだりの「文化的自治を有した狭苦し
くない共同体」を、「狭苦しくない民族的共

同体」と改訂している（「文化的自治」はマ
ズイと思ったか？）。 

あえて図式化すれば、トロツキーの民族観
は、バウアーとレーニンの中間に位置すると

言えようか。ちなみに、『トロツキー研究』
1の「訳者解題」は、「レーニンが大ロシア

民族という抑圧民族出身の革命家として国際
主義や民族問題に接近し、ローザがポーラン

ド人という被抑圧民族の立場から接近したの
に対し、ユダヤ人トロツキーは、あれこれの

民族と自己とを同一視するのではなく、――
少なくとも1917年以前は――あくまでもヨ

ーロッパ人として国際主義や民族問題にアプ
ローチした」と述べている。 

【補3】レーニン民族自決論にひそむ“矛

盾”を解くために、丸山敬一はユニークな
（あるいは奇抜な）「試論」を提出した。

「それは、民族自決権を対外的側面――民族
相互間――と対内的側面――各民族内部――

とに分け、対外的には絶対的権利（無条件の
承認）、対内的には相対的権利（条件付承

認）として理解しようとするものであ
る」 。しかしながら、この枠組に納まらな1

いレーニンの主張に直面し、丸山は当惑して
次のように語る。 

「ここでは、他民族からする民族自決権
の暴力的否認が正当化されている。しかし、

このような主張は、結局のところ民族自決権
の全面的否認にいきつくことになるのではな
いであろうか。けだし、民族自決権が、対外

的にも――つまり民族相互間でも――革命の
利益に従属すべき相対的権利であって、革命

の利益に反するとの口実［！］のもとに他民
族からの介入が正当化されるものとすれば、

およそ民族自決権を承認する意味は全くなく
なってしまうからである」（同上）。 

丸山「試論」へはいくつかの批判があった
が、太田仁樹の批判は強烈であった。それ

『マルクス主義と民族自決権』　丸山敬一 　信山社出版　1989/121
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は、「丸山氏の民族自決権論は、自決権の保
持と行使を区別していないことにおいてレー

ニンの民族自決権論とは異質であった。ま
た、一定の民族政策を導くことが可能な理論

であると考える点でも、レーニンの民族自決
権論とは異質である。丸山氏の民族自決権理

解は、ルクセンブルクと同様に自決権の保持
と行使を不可分のものと考えるものであ

る」 というものである。 1

「彼［レーニン］の議論はロシア帝国のな

かで呻吟する被抑圧諸民族が一般に独立する
権利を『保持する』ことを支持するものであ

り、具体的にある特定の民族が独立すること
について判断を下すものではない。権利を保

持することは無条件に支持するが権利の行使
を無条件に支持するものではないというのが

レーニンの主張である」（同上）という太田
の主張は、一般的には首肯しうる。しかし、

以下の主張は矮小である。 
「民族自決権論は……、ロシア帝国内部

の非プロレタリア的な被抑圧民族解放運動を
どのように味方に（＝統一戦線に）獲得する

かという観点から提起されたものであって、
具体的な民族問題を如何に解決するのかの方

策を最初から含んでいないのである」（同
上）。民族自決権論は「多数派獲得の戦術以
上の意味は持っていなかった」（同）。民族

問題を解決する方策を含んでいないことが、
どうして「多数派獲得の戦術以上の意味は持

っていな」いことになるのか。 
また、上条勇も同様に、「民族自決権の

権利そのものと権利の具体的な行使との区
別」 の観点から、丸山「試論」を批判し2

た。ただし、「民族自決とは、政治的に分離
するかどうかを民族が自分で決めることを意

味する。権利を認めておいて民族が自分で決
めるのを拒否するとすれば、奇妙な話だ。

……民族自決と民族自決権は一体をなし、切
り離すことはできない。このことから、レー

ニンは、時々、民族自決という言葉で民族自
決権をもあらわすこともある。大野氏のよう

に言葉上の区別で処理するよりは、……レー
ニンが民族自決の権利と権利行使を区別し、

この二つを別の異なる基準で考えたと解釈す
べきだろう」（同）という論理は、よく理解

できない。大野の本意も同じようなものであ
ったはずである。 

丸山は批判にあえなく屈した。「この見
解［丸山「試論」］は……太田仁樹氏によっ

て厳しく批判された。レーニン、スターリン
の唱える民族自決権は『対外的』『対内的』

を問わず革命の利益に従属すべき権利だとい
うのである。……こうして私の長年の疑問は

解消することとなった。小民族の成員は、大
民族のマルクス主義者の主張する民族自決権

論などに期待をかけてはいけないのであ
る」 。 3

ところで、「革命の利益」に関する議論で
は、階級対立を超越していると思っている論
者から、必ず次のような疑問が提出される。

「問題は、ある民族の分離独立、つまり民族
自決権の行使がプロレタリア革命の利益に合

致しているか否かを一体誰が判定するのか、
という点にある」（同上）。これについて

は、とりあえずこう答えておこう。戦術･政
策を提出する組織（党）に決まっているでは

「マルクス主義理論史研究の課題（Ⅱ）」　太田仁樹　『岡山大学経済学会雑誌』第23巻第2号所収1

『民族と民族問題の社会思想史』 上条勇　梓出版社　1996/72

『民族自決権の意義と限界』　丸山敬一　有信堂高文社　2003/13
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ないか、と。一体、組織の判断以外に、何に
基づいてその組織の戦術･政策を決めえるの

か。そして、「判定」が正しかったか否か
は、実践を通して検証される。さらに被抑圧

民族の信頼は、自民族の排外主義との闘い、
他民族への差別･抑圧に反対する闘争を、一

貫してかつ系統的に遂行することによっての
み、獲得することができる。 

〈6〉ボリシェビキ内の帝国主義 
的経済主義に対する批判 

既述したように、ブハーリン、ピャタコフ
らは、1915年11月に党中央委員会に対して

意見書を提出した。その意見書「自決に関す
るテーゼと15カ条の綱領」は、次のように

主張している。「帝国主義の時代には、大資
本主義国がますます巨大化するという傾向が

ある。この傾向は必然的なものであり、部分
的に克服することは不可能である。唯一の解

決は資本主義を廃止することである。ボリシ
ェビキは、プロレタリアートが資本主義の基

盤の上で民族『自決』のために、その力を浪
費するよう忠告すべきではない。それはユー

トピアであり、しょせん幻想を作りだすだけ
である。それは格闘しつつある軍国主義のも

とで『仲裁裁判』や『軍備縮小』を要求する
ことと何ら異ならない。労働者の任務は、抑

圧民族と被抑圧民族のプロレタリアートを、
社会主義のための内乱、社会主義のための階

級戦争というスローガンのもとに動員するこ
とである。植民地地域に対しては、われわれ

は、そこの人民大衆の反乱を帝国主義を弱体
化させる事件として支持することができる。

そのような地域では、われわれは民族ブルジ
ョアジーとともに活動することができる。問

題は、民族問題に関しては何の意味も持たな
い抽象的権利を強調することによってではな

く、個々の時点での具体的な民族の状況を分
析することによって解決されねばならないの

である」（ からの孫引き）。  1 2

レーニンが1916年8～9月に執筆した、二

つの手稿がある。一つは『発生しつつある
「帝国主義的経済主義」の傾向について』と

題されたものであり、もう一つはキエフスキ
ー（ピャタコフ）の自決に関する論文への回

答である。レーニン全集英訳版の訳注（邦訳
版より詳しい）によれば、前者は、Bテーゼ

に対するブハーリンのコメントを『ソツィア
ル･デモクラート』編集局が受け取った時に

書かれたものであり、後者は、8月のキエフ
スキー論文「プロレタリアートと金融資本の

時代における『民族自決権』」への回答であ
る。両者とも、その時は発表されなかった。

『決算』の発表は10月（執筆は7月）である
から、ブハーリンのコメントもキエフスキー

の論文も、それより前に出されている。 
『発生しつつある「帝国主義的経済主

義」の傾向について』は言う、この傾向が、

「1915年春のベルン会議に姿を現わしてか
ら、すでに一年余りがたった」、と。ブハー

リンが独自のテーゼを提出してから、という
ことである。その後、1916年2月に発表さ

「マルクス主義における民族自決権」　Ｈ･デーヴィス　『ローザ･ルクセンブルク論集』1

バッソ他 編所収　河出書房新社　1978/7

　レーニンの手紙における「帝国主義的経済主義」という言葉の初出は、1916年3月のシ2

リャプニコフ宛のものであり、ブハーリン、ピャタコフ、ボーシのグループの傾向を指してい
る。
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れた「オランダ綱領」（オランダ左派の綱領
であるが、詳細不明）に接して、ブハーリン

（ただし名指しではなく、「1915年テーゼ
の筆者」などとされている）が帝国主義的経

済主義を「部分」（自決権反対）だけではな
く、「全体として……復活」させたという。

ブハーリンは、Bテーゼ各項に対して批判し
たようだ。後に見るキエフスキー批判と重複

しない点をあげると、Bテーゼ7に対してブ
ハーリンは、「『講和条件』一般の問題に

は、まったく触れていない」と批判したらし
い。レーニンはこれを、「これが批判なの

だ、我々がここで問題にもしていない問題に
触れていないというのが!!」と一蹴してい

る。また、Bテーゼ8について、ブハーリンは
「『西欧的規模でのボリシェビズム』（『諸

君の立場ではない』と彼はつけ加えている）
を宣言し」たというが、文脈がまったく分か

らない（「セクト主義」批判か？）。レーニ
ンの手稿は、1929年（ブハーリン批判が激

しかった年）に公表された。 
キエフスキーへの回答は、まもなく、『マ

ルクス主義のカリカトゥーラ［カリカチュア
＝戯画、下手な真似事］と「帝国主義的経済

主義」とについて』（以下『戯画』と略す）
として、より詳しく書き改められた。キエフ
スキー論文と『戯画』は、『ソツィアル･デ

モクラート論集』第3号に併載される予定で
あったが、結局発行されなかった。レーニン

全集英訳版の訳注によれば、『戯画』は原稿
の形で、国外ボリシェビキや左翼的社会民主

主義者に広く知られたという。 

『戯画』のイントロでレーニンは、次のよ
うに述べて、本論に入っている。「この［キ

エフスキーの］論文は、1915年の初めか

ら、国外にあるわが党の若干のサークルの間
に認められていた思想的動揺を、初めて、い

くらかでもまとまった文書として叙述しよう
としたものである。社会主義の今日の大きな

危機に際して、断固として社会排外主義に反
対し、革命的インターナショナリズムの側に

立ってきたマルクス主義者の隊列のうちに、
『帝国主義的経済主義』が広がることは、

我々の傾向――とわが党――に対する、この
上なく重大な打撃となるであろう。なぜな

ら、それは、党の名を内部から、党自身の隊
列を内から汚し、党を戯画的なマルクス主義

者の代表者に変えることになるからである」
（文庫53～54頁。以下頁数のみ記す）。 

第一章は、「祖国擁護」は民族自決権か
ら導き出される、自決の要求は社会愛国主義

に直結している、というキエフスキーの主張
に対する批判である。 

レーニンはまず、「1789～1871年の時
代に起こった真の民族戦争」と、「欺瞞的な

民族的スローガンで隠蔽された帝国主義戦
争」とを区別する必要があり、「区別するた

めには、その『基礎』に、『大衆的な民族運
動』の、また『民族的圧制の打倒』の、『長

期にわたる過程』があるかどうかを、考察し
なければならない」と述べた（56頁）。 
次にレーニンは、「祖国擁護」の意味を問

い、一般的にはそれは「戦争の正当化」にす
ぎないとし、その言葉を俗物化しないために

は戦争の本質を把握しなければならないと説
く。そのためには、「戦争に導いた政治、実

際に戦争に導いた政治を、研究しなければな
らない」（58～59頁）。帝国主義戦争にお

いては、「祖国擁護」は欺瞞であるが、民族
解放戦争においては欺瞞ではない。 

従って、次の結論に至る。「民族自決と
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は、完全な民族解放と完全な独立を目指し、
領土併合に反対して闘争することと同じこと

である。そして、社会主義者は、……このよ
うな闘争――蜂起または戦争をも含むあらゆ

る形態の闘争を拒否することはできない」
（61頁）。 

第二章のテーマは、「帝国主義時代」と
は何かということである。レーニンによれ

ば、「ある時代が時代と呼ばれるのは、それ
が多様な現象と諸々の戦争――典型的なもの

も典型的でないものも、先進国に固有なもの
も、後進国に固有なものも――の総和を含ん

でいるからである」（65頁）。1789～
1871年の時代には、典型的なものは民族解

放戦争であったが、植民地戦争や諸帝国間の
戦争もあった。帝国主義時代においても、民

族戦争がありえないということにはならな
い。 

「その当時の水準で生産力を発展させる
最上の形態として、民族国家が形成された時

代の自決権と、……民族国家の形態が、生産
力発展の桎梏となった時代の自決権とは、別

物である。資本主義と民族国家とが自己を確
立する時代と、民族国家が滅亡し、資本主義

そのものが滅亡の前夜にある時代との間に
は、非常に大きな距離がある」というキエフ
スキーの主張は、「帝国主義時代」という概

念の戯画化である。 
「先進諸国の資本主義の帝国主義への転

化の一般的条件を理解しなければならない」
（64頁）。「1789～1871年には、大国の

多くは民主主義のための闘争の先頭に立って
いた」（同）。これらの国では、「民族国家

の形成過程が完了し……民族運動は、二度と
帰らない過去のことであ」る。「自分の解放

のために闘った民族は、抑圧民族に、『資本
主義の滅亡の前夜』を通っている帝国主義的

略奪民族に、転化した」（66～67頁）。 
上記したのは、Bテーゼ6に示した第一の

型の国家についてである。第二の型（東欧）
では、「民族運動が現在のものである」。

「『祖国擁護』は、まだここでは民主主義の
擁護であり、母語の擁護であり、抑圧民族に

対し、中世的制度に対して政治的自由を擁護
することでありうる」（69頁）。第三の型

（半植民地と植民地）では、民族運動は「著
しく未来のもの」であり、「東欧よりもなお

年が若い」（同）。 
以上が、帝国主義時代の概観である。と

ころで、キエフスキーは、冒頭では先に見た
ように、民族運動はほぼ終わったと主張して

いたが、論文の末尾では、「西欧諸国の大多
数にとっては民族問題は解決されていない」

と述べているという。まさしく「混乱」だ
が、その内容は不明。 

第三章では、またしても「実現不可能」論
が取り上げられ、経済と政治の関係、いわゆ
る土台と上部構造の関係が論じられる。  1

キエフスキーはBテーゼに反し、大胆に
も、「帝国主義のもとでの自決は、商品生産

のもとでの労働貨幣と同じように実現不可能
なことを……意味する！」と断言した。つま

　高梨は『民族問題とレーニン』で、「同書［『戯画』］では、ペ･キエフスキーの主張を1

『政治的に実現不能』、『経済的に不可能』と区別しているが、レーニン全集38［ママ］巻
の訳では、前者で『不能』とある部分も『不可能』となっている。論旨をわかりやすく訳出
した点、川内訳［文庫訳］を採った」と述べている。しかし、原文はどちらもネオスシェス
トヴームイ（英訳版アナチーヴァブル）であり、「論旨がわかりやすく」なるとも思えない
ので、本稿では「実現不可能」一本とする。
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り、「実現不可能ということを、政治的理由
によって『実現が困難である』という意味に

解釈することを……退け……、経済的に不可
能だという意味で答えている」（70頁）。

しかし彼に経済的分析はない。 
「金融資本の対外政策に適応した体制こそ

帝国主義なのである」の文句に示されるよう
に、キエフスキーは、「帝国主義の経済的本

質を帝国主義の政治的諸傾向と混同してい
る」（72頁）。帝国主義の経済的本質は独

占資本主義である。「民主主義から政治的反
動への転換が、……独占資本主義……の上に

立つ政治的上部構造である。自由競争には民
主主義が照応する。独占には政治的反動が照

応する。……対外政策でも対内政策でも一様
に、帝国主義は民主主義の破壊を目指し、反

動を目指す」（73頁）。 
「経済的分析の諸要求を総じて理解してい

ないことのほかに」、キエフスキーが誤った
もう一つの原因は、領土の併合が、より広い

経済的領域への金融資本の「拡大」（膨張）
と同意義と見なすことがあったのであろう

（74頁）。しかし、「経済的『併合』は、
政治的併合がなくとも完全に『実現可能』で

あ」る（75頁）。 
以上、キエフスキーは、「経済と政治の

関係、経済的諸条件および帝国主義の経済的

内容と政治形態の一つとの関係」（77頁）
を、理解していない。 

レーニンは、帝国主義と民主主義の関係に
ついて、さらに論を進める。レーニンはま

ず、「資本主義のもとでの民主主義の『実現
可能性』の問題に関する経済的分析の手本」

として、エンゲルス『起源』の一節を引き、
次のようにまとめている。「資本主義はどの

ようにして民主主義と両立するか？　資本の

全能を間接に実現することによってである！　
このための経済的手段は二つある。①直接の

買収、②政府と取引所との同盟」、と（78
～79頁）。 

独占資本主義への転化によって、何が変化
するのか?　「取引所の権力が強化されるだ

けのことである!　なぜなら、金融資本と
は、独占にまで成長して銀行資本と融合した

巨大産業資本であるから。大銀行は、取引所
と融合し、これを併呑する」（79～80

頁）。資本主義と民主的共和制の矛盾（経済
機構と政治的上部構造との矛盾）は、帝国主

義においては「深化または倍化している」
（79頁）。 

レーニンは、ここまでで「主要な点は検討
済み」としている（80頁）。しかし、それ

らは他の著作でお目にかかったものであっ
た。我々にとって、『戯画』の重要点は、次

章以降にある。 
第四章は、分離･独立の実現可能性につい

て議論している。タイトルとされた「ノルウ
ェーの実例」については、第五章で一括して

論及する。 
まずレーニンは、「政治的あるいは国家的

集積の法則」＝「大国家による小国家の駆逐
の『法則』」を取り上げている（83頁）。
これが、ストルーヴェ主義であることはすで

に見た。レーニンは言う。「大帝国を目指す
帝国主義的傾向は、政治的な意味で自立的

［サモストヤーテリヌイ。英訳版ソヴリン］
かつ独立の［ネザヴィーシムイ。英訳版イン

ディペンデント］諸国家の帝国主義同盟［ソ
ユーズ。英訳版アライアンス］の形をとって

完全に実現可能であり、また実際上しばしば
実現されている。このような同盟は、二国の

金融資本の経済的合生［英訳版マージャー］
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の形でばかりでなく、帝国主義戦争における
軍事的『協力』の形でも、可能であり、また

現に見うけられる」（84頁）。 
またレーニンは、次のような「帝国主義的

政治の独特の現象」をあげている。「一方で
は今日の帝国主義戦争は政治的に独立した小

国家を、金融上の結びつきと経済的利害との
力によって、大国間の闘争に引き入れること

に成功している実例……を我々に示してい
る。他方では、自分らの帝国主義的『庇護

者』に対してはるかに無力な……弱小民族に
対する民主主義［デモクラティーズム。他の

『民主主義』はデモクラーティヤ］の侵害
は、蜂起を誘発したり……敵方への寝返

り……を誘発したりしている。このような事
情のもとでは、……個々の弱小民族に、国家

的独立をも含めて、できるだけ多くの民主主
義的自由を与えることは、金融資本の見地か

らみて『実現可能』なばかりでなく、さらに
トラストにとって、その帝国主義政策にとっ

て、その帝国主義戦争にとって、直接に有利
なことさえしばしばある」（84～85頁）。

『帝国主義論』では、「国家的従属の幾多の
過渡的形態」が示されている。 

「帝国主義の時代は、世界の帝国主義的
相互関係の枠内における、諸民族の政治的独
立への志向をも、その『実現可能性』をも、

なくすわけではない。だがこの枠の外では、
……いかなる巨大な民主主義的改革も、一連

の革命がなければ『実現不可能』であるし、
社会主義がなければ強固ではない」（89

頁）。レーニンがここであげている、ポーラ
ンド、フィンランド、ハンガリー、チェコス

ロヴァキアは、大戦後実際に独立した。 
第五章は重要。「インターナショナルの一

元的な行動は二元的な宣伝にとってかわられ

ている」とキエフスキーは主張した。これを
レーニンは、デューリング流の「一元論」で

あると批判した。ブハーリン批判の手稿で
は、次のように説明している。離れた二人が

中間点に向かうには、両者は逆の方向に進ま
なければならない（例えば、A氏は西へ、Ｂ

氏は東へ）。同じように、同一の目標（諸民
族の融合）に向かうのに、抑圧民族プロレタ

リアートと被抑圧民族プロレタリアートは、
「違った出発点から、ある者はある道を、他

の者は別な道を進む」のである、と。 
「抑圧民族の労働者の現実の地位と、被

抑圧民族の労働者のそれ」との違いは、どこ
にあるか？　「①経済上の相違――抑圧国の

労働者階級の一部は、抑圧民族のブルジョア
がいつでも被抑圧民族の労働者をしぼりあげ

て手に入れる超過利潤のおこぼれをもらって
いる。その上、経済的資料によると、……労

働者階級の貴族に出世する割合は、被抑圧民
族の労働者よりも抑圧民族の労働者の方がよ

り大きい。……抑圧民族の労働者は、被抑圧
民族の労働者（と住民大衆）を略奪する上

で、ある程度、自国のブルジョアジーの共犯
者である。②政治上の相違――抑圧民族の労

働者は、被抑圧民族の労働者に比べて、政治
生活の多くの分野で特権的な地位を占めてい
る。③思想上または精神上の相違――抑圧民

族の労働者はいつでも、学校でも、実生活上
でも、被抑圧民族の労働者を軽蔑または軽視

する精神で教育されている。例えば、大ロシ
ア人の間で教育されるか、生活してきた、す

べての大ロシア人は、このことを経験してい
る」（92頁）。 

抑圧民族プロレタリアートと被抑圧民族プ
ロレタリアートとの区別の内容が、ここで

は、格段に深められている。すなわち、両者
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の間には経済的差別があり、抑圧民族の労働
者は「ある程度、自国のブルジョアジーの共

犯者である」こと、両者の間には政治的差別
があること、抑圧民族の労働者は、差別主義

で教育されていること。ここからして、「実
生活上、抑圧民族に属するものと被抑圧民族

に属するものとに分裂している労働者からな
るインターナショナルの行動が単一であるた

めには、前者の場合と後者の場合とでは、宣
伝を同一のやり方で行ってはならない」

（93頁）との結論が出てくる。 
ここでレーニンは、再びノルウェー分離の

実例を取り上げている。『自決権』では、そ
れは第一に、分離が非暴力的＝民主主義的に

行われたことに注目されていた。第二は、
「民族の内部におけるプロレタリアートの自

決」の観点から検討されていた。しかし、
『戯画』では、抑圧民族と被抑圧民族の区別

に重点が置かれている。 
「スウェーデンの労働者は、分離に反対す

るようノルウェー人に忠告しても、自分は社
会民主主義者でありえた……。しかし、……

スウェーデン人の意志とは無関係に、自分で
この問題を決定する権利がノルウェー人にあ

ることを……否定するならば、そのスウェー
デン労働者は、社会排外主義者で……あろ
う」（87頁）。「ノルウェーの労働者

は……［分離に］反対投票しても、彼らは社
会民主主義者でありえた。彼らは、ノルウェ

ーの分離の自由に反対論を唱えるような、黒
百人組的なスウェーデン労働者に、同志とし

て手をさしのべる場合にだけ、社会民主党員
たる自分の義務にそむくことになろう」

（88頁）。 
「ノルウェーとスウェーデンの労働者の行

動は、この具体的な、実生活からとってきた

事例では、『一元的』であり、単一であり、
インターナショナリスト的であったが、それ

は、スウェーデン労働者が無条件に［ベズス
ローヴノ。英訳版アンコンディショナリー］

ノルウェーの分離の自由を主張し、他方、ノ
ルウェー労働者が条件的に［ウスローヴノ。

英訳版コンディショナリー］この分離の問題
を提起したからであり、またその限りで、そ

うであったにすぎない」（93頁）。 
「ノルウェー労働者が分離の問題を条件的

に提起しなかったならば、すなわち、社会民
主党員も分離反対の投票をし宣伝をしてもよ

い、というふうに問題を提起しなかったなら
ば、ノルウェー労働者は、……狭い、ブルジ

ョア的なノルウェー的排外主義に陥ったこと
になろう」。なぜなら、第一に、「分離を完

遂したのは、プロレタリアートではなく、ブ
ルジョアジーであったから」。第二に、「ノ

ルウェーのブルジョアジーは（すべてのブル
ジョアジーと同様に）、いつでも自国と『よ

その』国の労働者を分裂させようと努力して
いるから」。第三に、「どんな民主主義的要

求（自決をも含めた）も、自覚した労働者に
とっては、社会主義の最高の利益［各ネイシ

ョンの労働者の同盟］に従属しているから」
（93～94頁）。 
スウェーデン労働者が無条件にノルウェー

人の分離の自由に味方しなかったならば、彼
らは排外主義者になるが、時と場合によって

は（例えば大国が介入し、分割戦争になる場
合）、ノルウェー労働者に分離に反対するよ

う忠告することがありうる。それが「社会主
義者でなくなることなしに」可能であるの

は、彼らが、「ノルウェーの分離の自由のた
めに、スウェーデン政府に反対して、系統的

に、首尾一貫して、不断に闘争する場合に限
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られる。さもなければ、ノルウェーの労働者
と人民は、スウェーデン労働者の忠告が本心

からのものであることを信じないだろうし、
また信じることもできないだろう」（94

頁）。 
次にレーニンは、「我々は、社会主義制度

を、厳格に民主主義的に集中化された経済制
度として考え、この経済制度のもとでは、住

民のある部分が他の部分を支配する機関とし
ての国家は消滅するものと考えている」とい

うキエフスキーの主張を取り上げ、Ｂテーゼ
1の末尾を指摘し、民主主義もまた一つの国

家であると批判した。続けてレーニンは、次
のキエフスキーの主張を俎上に乗せる。 

「我々は、この過程（社会的変革）を、ブ
ルジョア国家の国境を破壊し、国境を取り除

き」「民族的オープシノスチを爆破し、階級
的オープシノスチを建設するあらゆる国のプ

ロレタリアの統一行動として考えるものであ
る」。オープシノスチは「共同体」と邦訳さ

れている。しかし、英訳版もアンカウンタブ
ルのユーニティであり、「統一体、共同体」

（カウンタブル）ではない。ここでは、「共
通性」と訳す。本章62～65頁も参照。そこ

では、「オーブシチノスチ」としていたが、
これは綴りを重視したカナ書きであり（翻字
ではobshchnost’）、「オープシノスチ」は

発音を重視したカナ書き（より近くは「オー
プシナスチ」）である。 

レーニンは、Bテーゼ6（国家の三類型）
を念頭に置き、次のように批判した。「社会

主義が実現されるのは、あらゆる国のプロレ
タリアの統一行動によってでなく、先進的資

本主義の発展段階に到達した少数の国のプロ
レタリアの統一行動によってである。……こ

れらの先進国……では、民族問題はずっと前
に解決ずみであり、民族的共通性はずっと前

にその命数がつき、『全民族的な任務』は客
観的には存在しない。だから、今民族的共通

性を『爆破』し、階級的共通性を建設するこ
とができるのは、これらの国だけである」

（97頁）。 
ここで注目すべきは、先進国において「民

族的共通性」が完全に消滅した、とは言って
いないことである。それを「爆破」すると

は、何らかの形で残っていることを意味す
る。すなわち、他民族の抑圧･略奪は、抑圧

国の利益になるということである。ここか
ら、他の列強民族へのナショナリズム的対抗

も不可避となる。 
ところで、上記レーニンの最後の一文は、

白井朗をいたく刺激した。白井は憤って言
う、「民族爆破とは、一体どうやってやるの

か？」 、と。しかも彼は「民族＝言語共同1

体」論者であるから、憤りは一層昂進する。

いわく、「民族爆破」とは、「母語の抹殺、
民族文化の抹殺、抵抗するその民族の指導的

集団の大規模な虐殺の場合にのみ可能性があ
る、大民族の世界制覇を意味するだけであ

る」（同）、と。論敵の用いた用語を利用し
て相手を反駁する手法は、レーニンがしばし
ばとっているものであるが、そこからとんで

もないレーニンの曲解が生み出される。何と
も哀しい。 

レーニンは、以下のように続けている。
「東欧全体と、植民地と半植民地の全体……

には、……資本主義的に未発達の被抑圧民族
がまだいる。これらの民族のうちには、客観

的に全民族的な任務、すなわち、民主主義的
な任務、他民族による抑圧を打倒する任務

『マルクス主義と民族理論』　白井朗　社会評論社　2009/41
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が、まだある。……未発達の被抑圧民族……
が、先進諸国の内戦という一大危機を、蜂起

のために利用するだろうということは疑う余
地がない。社会革命は、先進諸国におけるブ

ルジョアジーに対するプロレタリアートの内
戦と、未発達の後進的な被抑圧民族における

民族解放運動をも含めた、一続きの民主主義
的および革命的な運動とを結合した時代とし

てしか、起こりえない。……なぜなら、資本
主義は不均等に発展しており、高度に発展し

た資本主義的民族と並んで、経済的にごくわ
ずかしか発展していないか、あるいは、まっ

たく未発達の多くの民族が存在していること
を、客観的現実が示しているからである。

ペ･キエフスキーは、社会革命の客観的諸条
件を、色々な国の経済的成熟の見地から絶対

に熟考しなかった」（97～99頁）。 
この章の最後にレーニンは、「我々が祖国

擁護に反対している……ということだけで
も、我々が、民族的蜂起のあらゆる弾圧に積

極的に抵抗するだろうということを、この上
なくはっきり物語っている。なぜなら、そう

することによって、我々は不倶戴天の敵、帝
国主義と闘うからである」というキエフスキ

ーの主張の矛盾を、5点にわたって指摘して
いる。「民族的蜂起」とは「祖国擁護」であ
り、民族戦争であり、独立の民族国家の創建

であり、それを援助するというキエフスキー
は、「つじつまをあわせていない」。 

当然にもレーニンは、すべての反帝国主義
闘争を支持するわけではなく、「帝国主義に

対する反動諸階級［封建的階級など］の闘争
を支持しない」と述べている（103頁）。ま

た、「民族的抑圧に対する全人民のあらゆる
真剣な闘争」（101頁）という表現に注目し

ておこう。レーニンはこれを支持すると述べ

ているが、民族運動を単純にブルジョア的運
動とくくっていない。レーニンは、被抑圧民

族ブルジョアジーが民族運動を歪めることを
指摘している（100頁）。この内容が、Ｂテ

ーゼ6の末尾の一文、すなわち、半植民地や
植民地の「ブルジョア民主主義的な民族解放

運動の最も革命的な分子（の蜂起）」を援助
する、というものから変化していると言えな

いであろうか。 
第六章では、「労働者のいない国［植民

地］のために労働者党のスローガン［自決］
を掲げる」のは不合理だとする最小限綱領

（「人民の専制」）の忘却、反帝国主義意識
を「激化させる」ために「否定的なスローガ

ン」「否定的な定式」を提出するという「主
観主義者の空文句」、「分離する権利の問題

と分離を勧告する問題」との混同、などの点
でもキエフスキーが批判されている。 

レーニンは言う。「キエフスキーの論文全
体には根本的な疑念がきわだっている。それ

は、発展全体が諸民族の融合の方向へ進む以
上、なぜ民族の分離の自由を宣伝し、――

我々が権力を握った暁には――それを実現す
るのか、という疑念である。これに対して、

我々は次のように答える、――それは、発展
全体が、社会の一部分に対する他の部分の暴
力的な支配を廃絶する方向に進んでいるにも

かかわらず、我々がプロレタリアートの独裁
を宣伝し、権力を握った暁には、この独裁を

実現するのと同じ理由からであると」（112
頁）。 

「我々は、民族の融合に賛成だが、分離
の自由なしには、今日、強制的な融合から、

併合から、自発的な融合へ移ることはできな
い」（113頁）。植民地諸民族との民主主義

的･自発的な融合なしには、「ヨーロッパに
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おける社会主義は、安定しない……。我々
は、我々以上に後進的な、抑圧されているこ

れらの諸人民［ナロード。前後の『諸民族』
はナーツィヤ］に対して、……彼らが機械の

使用へ、労働の軽減へ、民主主義へ、社会主
義へ移るのを助けるように努めよう」（110

頁）。 
レーニンはまた、キエフスキーが、資本主

義と民主主義、社会主義と民主主義の関係を
理解していないことを批判している。この点

については、手稿「キエフスキーへの回答」
が簡潔である。「一般に資本主義、特に帝国

主義は、民主主義を幻想に変える――だが同
時に資本主義は、大衆の中に民主主義的志向

を生み出し、民主主義諸制度をつくり出し、
民主主義を否定する帝国主義と、民主主義を

目指す大衆との敵対を激化させる。……民主
主義のための闘争で訓練されないプロレタリ

アートは、経済的変革を遂行する能力を持た
ない。……帝国主義に反対する社会主義的蜂

起の目覚めと高まりは、民主主義的な反抗と
憤激の高まりと不可分に結びついている。

……民主主義の問題のマルクス主義的解決と
は、……ブルジョアジーの打倒を準備するた

めに、すべての民主主義的制度とブルジョア

ジー反対の志向とを利用することである。
……内戦の目的は、……我々の軍隊と我々の

『銃後』で、民主主義がそうした戦争の過程
でますます実現され、普及されることなしに

は、純軍事的な面でも、経済的な面でも、政
治的な面でも、達成されえない」等々。 

『戯画』に戻る。レーニンは説く、「およ
そ『民主主義』とは、資本主義のもとでは極

めてまれに、極めて条件的にしか実現されな
い『権利』を宣言することであり、それを実

現することである。しかし、このように宣言
しなければ、今すぐこの権利のために闘わな

ければ、このような闘争を趣旨として大衆を
教育しなければ、社会主義は不可能であ

る」、と（120頁）。 
かくして、Bテーゼ2の内容が再確認され

る。「社会主義は、次の二つの意味で、民主
主義がなければ不可能である。①プロレタリ

アートは、民主主義のための闘争によって社
会主義革命の準備をしていなければ、この革

命を遂行することができない。②勝利を占め
た社会主義は、民主主義を完全に実現しなけ

れば、自分の勝利を維持し、人類を国家の死
滅へ導くことができない」（同上）。  1

【注　レーニンは次のように述べて

　この引用に続くパラグラフ（文庫121頁第2パラグラフ）――全集訳「自決は、資本主義1

のもとでは、民主主義一般以上に不可能ではなく、社会主義のもとでは民主主義一般とおな
じほどよけいなものである」――について、上島武は次のように書いている。「これではレー
ニン自身、ピャタコフに少なくとも半分は同意していることになる、それも今言ったばかり
のことを自分で覆してである。［中略］確かに訳しにくい文章で、大月版の邦訳者氏が小首
を傾げつつも先のように訳した気持ちが分かる。念のため、人を介して在日ロシア人で日本
人にロシア語を教えている方に伺ってみたところ、相当に難解で適当な日本語訳が見つから
ないとおっしゃった由、これにも驚いた。そこで私は私のロシア語能力にではなく、レーニ
ンの言わんとするところ、現に言っている思想に依拠して訳してみる。『自決が資本主義の
もとでも不可能でないのと同様に、社会主義のもとでも余計なものでないことは、民主主義
一般がそうでないのと同様である』。相当に苦しいが、重ねて念のため英語版にあたる。［中
略］これも分かりにくさは原文と同じ［中略］。まあそれでよいのでは、と元同僚の英語教
授が言ってくれた」（『ロシア革命史論』　上島武　窓社　2008/7）。
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いる。「オランダとドイツのマルクス
主義者が『植民地から手を引け』と

いうスローガンにとどまっていること
は、ある程度大目に見てよい。とい

うのは、第一に、西欧諸国の大多数
にとっては、まさに植民地抑圧が民

族抑圧の典型的な事例であり、第二
に、西欧諸国では、『植民地』の概

念は特に明白かつ明瞭で、生きいき
としているからである。だが、ロシア

ではどうか?　『我々』の『植民地』
と『我々』の被抑圧民族との区別

［ラーズニツァ］があいまいであり、
非具体的であり、生きいきとしていな

いことが、まさにロシアの特殊性で
ある！……ロシアの社会主義者にと

っては、被抑圧民族と植民地の間に
何か重大な差別［ラズリーチエ］をつ

けようとする企ては、ロシアの場合
には、特に不合理である」（111～

112頁）。日本の場合は、もっとひ
どい。台湾や朝鮮が植民地だったと

は思わず、アイヌ民族や琉球弧人民を
被抑圧者とは思わない人がいるのだ

から。「日本」による「アイヌ･モシ
リ」「琉球王国」の併合の延長に、
台湾･朝鮮の併合があったからであ

り、より遡れば、「大和朝廷」の
「膨張」＝「化外」の「同化」によ

って「日本」が形成されたことに、
日本人民が無自覚だからである。】 

第七章は略。『戯画』は1924年、すなわ
ち、左翼反対派との党内闘争の渦中に発表さ

れた。ピャタコフはキエフ出身。 

〈7〉小括 
この後も、レーニンとピャタコフ、ブハー

リンらとの論争は続くのであるが、1916年
を、この時期のレーニン民族問題論の到達地

平と認めうる。それ故、ここで一旦、簡単な
総括をしておく。 

まず、以前の時期のレーニン民族問題論の
限界を、再度整理しておこう。党綱領9条の

防衛という論争枠にも規定されて、レーニン
は民族問題を、ロシア国内の問題、すなわ

ち、プロレタリアートが大きな役割を果たす
ブルジョア民主主義革命の一課題として把握

するにとどまっていた。そこでは、民族抑圧
の原因は、絶対主義と封建地主とされてい

た。このような把握を理論的に支えたのが、
市場統一を中軸とした資本主義発展にとって

の最良の条件を与えるものとしての、民族国
家形成論であった。歴史的には、封建制から

資本主義への転換期ということになる。この
理論では、民族国家形成の外的契機が捨象さ

れていた。他方、『共産党宣言』に忠実に、
資本主義の発展が、民族的隔壁を解消する傾

向を持つという命題を強調した。これらの時
系列的理解は、共時的には、ブルジョア民主

主義革命が完了した地域と、未完の地域との
区別として把握される。そして、前者の地域

では民族問題は解決ずみであり、後者の地域
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では重要課題であるとされたのである。  1

上記の内容を念頭に置きつつ、この時期

のレーニン民族問題論を、意義と限界風にま
とめよう。何よりも、民族抑圧と併合を、帝

国主義の政治的特性として明らかにしたこ
と、つまり、帝国主義を民族抑圧の原因とし

て捉えたことである。世界体制としての帝国
主義の分析は、国内問題として民族問題を論

じる制限を取り払った。また、「死滅しつつ
ある資本主義」「社会主義の前夜」という帝

国主義認識は、民族自決権を社会主義との関
係で考察するという深さをもたらした。 

レーニンは1903年から一貫したものであ

るかに装ったが、新たな民族問題論の地平
は、それまでの認識との整合性に欠ける。こ

の「断絶」＝発展を無視した評価は、役に立
たない。以下、何点かにわたって論述する。 

第一に、併合の新しい認識をあげなけれ
ばならない。民族抑圧は、新旧の併合に最大

の根源をもつ。帝国主義における独占の原理
は、併合を不可避とする。そして、併合は民

族自決の破壊である。それは、植民地住民を
民族として把握することを含意する。世界が

分割されきった後には、新たな併合は再分割
以外になく、開始された戦争こそ、再分割戦

に他ならない。 

　265頁の注1で示した『カール･マルクス』の引用の後は、次のように続く。「そして労働1

者階級は、『自らを民族の枠内で組織すること』なしには、『民族的』（『ブルジョアジー
の言う意味では決してないが』）であることなしには、強くなり、成人し、成熟することが
できなかった。だが、資本主義の発展は、ますます民族的隔壁を打ち壊し、民族的分立をな
くし、民族的対立を階級的対立と置き換えていく。だから、発展した資本主義国では、『労
働者は祖国を持たない』ということ、また少なくとも文明諸国の労働者の『一致した行動』
がプロレタリアートの『解放の第一条件の一つである』（『共産党宣言』）ということは、
完全な真理である」。 
『共産党宣言』の当該部分は以下のようになっている（本稿冒頭でも部分的に引用したが）。
「労働者は祖国を持たない。持っていないものを奪うことはできない。プロレタリアートは、
まず政治的支配を獲得し、ナショナルな階級の地位にのぼり、自らをザ･ネイションとしなけ
ればならないという点で、ブルジョアジーの言う意味とはまったく違うが、それ自身やはりナ
ショナルである。ピープルズのナショナルな分裂と対立は、ブルジョアジーの発展、貿易の自
由、世界市場、産業生産とそれに照応する生活諸条件の一様化に伴って、今日すでに次第に消
滅しつつある。プロレタリアートの支配は、消滅をより速めるであろう。少なくとも文明化さ
れた諸国の統一した行動が、プロレタリアートの解放の第一条件の一つである。一個人による
他の個人の搾取が廃止されるにつれて、一ネイションによる他のネイションの搾取も廃止され
る。ザ･ネイション内の階級対立がなくなれば、諸ネイション間の敵対関係もなくなる」。 
　先にピープルズ（フェルカー）をどう訳すかによって、ネイションの訳語も変わらざるをえ
ない。的場昭弘の新訳は、フェルカーを「人民」と訳している。そうすれば、ネイションを、
「民族」と「国民」のどちらに訳しても、意味は通る。しかし英語版（エンゲルス校訂）に依
拠すると、ピープルズは「人民」と訳しづらい。「（文化的･社会的にみた人々の一集団として
の）国民、民族」以外の意味のピープルは、複数扱いの集合名詞で、カウンタブルではないの
だから。他方、ネイションの訳語を統一すれば、「国家」は論外。ネイションは、「（独立し
た一つの政府のもとに統一された人々の集団としての）国民」とするのが妥当ではないか。政
府を前提としない文化的集団としての「国民」というのは、日本語の語感として引っかかるも
のがあるので、ピープルズの訳語は「諸民族」に落ち着く。
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かくして、民族自決権は新たな意義をもつ
ことになる。レーニンは書いていた、「帝国

主義と民族自決」「＜民族問題＞ではない」
「民族綱領の約3分の2を削る（自決だ

け）」「社会主義的原理でもある」（『報告
＜帝国主義と民族自決権＞のために』）、

と。 
第二に、帝国主義のもとでの民族抑圧

を、抑圧民族と被抑圧民族との関係、帝国主
義的抑圧国と被抑圧民族･植民地との関係と

して把握したこと、すなわち、抑圧民族と被
抑圧民族との分裂を、帝国主義における本質

的なものであることを把握したことである。 
『統計と社会学』（合法的出版のために

1917年1月に執筆。草稿は9頁で終ってい
る）には、「民族運動に関するデータを本当

に総体的に概観するためには、……次の二つ
の標識をできるだけ正確に確め、できるだけ

完全に調査しなければならない。すなわち、
第一には、それぞれの国家の民族構成が純粋

か、それとも多様かということであり、第二
には、諸々の国家……を、政治的に自立した

国家と政治的に従属した国家とに区分するこ
とである」とある。 

後者については、レーニンの準備ノートに
よれば、独英仏米の4ヵ国が頂点に位置し、
「金融的従属国」たる「ロシア＋日本＋その

他のヨーロッパ諸国」がある。両者に「金融
的および部分的に政治的に従属した国」とし

て「中国その他の半植民地」があり、底辺に
「植民地および直接の政治的従属国」が位置

している。これが、当時のレーニンによる諸
国家体系の把握であった。 

他方、前者に対応するのが、Bテーゼ6の
3類型である。類型1は西欧の先進的資本主

義諸国と米国であり、そこでは、ブルジョア

的民族運動は完了していた。西欧諸国につい
ては、『統計と社会学』において、モナコな

ど5つの微小国と、スイス、ベルギーの小国
を除く10ヵ国は、「まったく純粋な民族構

成」あるいは「ほとんど純粋な民族構成」を
もっているとされている。これらに、米国と

日本が加えられている。 
類型2は、東欧すなわち、ロシア、オース

トリア、バルカン諸国であり、ブルジョア的
民族運動が盛んな国家群である。「純粋な民

族構成をもった国は、一つもない！」（『統
計と社会学』）。類型3は、中国、ペルシ

ャ、トルコのような半植民地諸国とすべての
植民地であり、そこでは、ブルジョア民主主

義運動はまだ未来のものである（『統計と社
会学』は、この国家群に論及する前で終って

いる）。 
『自決権』においては、類型2と類型3が

一つにくくられていたが、それを分けたの
は、世界的な支配･従属の体系という新たな

認識に基づくものと考えられる。また、レー
ニンにとって、ブルジョア的民族運動の完了

とは、単一民族国家の形成と同義であること
がわかる。『自決権』で強調されていた、オ

ーストリアとロシアの違い（オーストリアで
は、ブルジョア民主主義的変革が終了してい
るとの主張）が解消していることに、それは

示されている（これも、弁明なしの転換）。 
しかし、重要な点であるが、ブルジョア革

命によって西欧に成立したネイション･ステ
イトは、「（単一）民族国家」ではなく、

「国民国家」であった。国民国家は、内に、
民族的階層制を有している。レーニンは、ネ

イション、ナシオンとナツィオーンさらには
ナーツィアとの微妙な違いを自覚していなか

ったかもしれない。が、文化的民族的自治を
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拒否したことは、国民国家が内包する民族的
階層制に自覚的であったともいえよう。 

国家の3類型は、諸国家群の共時的並存関
係を明らかにしたものであるが、それらが時

系列的関係にもある（類型1は類型2の、類
型2は類型3の未来像という想定）ことは見

易い。その根底には、資本主義の発展コース
は一つであり、その時間的ズレだけが、進ん

だネイションと後れたネイションの違いを生
み出しているとの認識がある――例えば、社

会革命の客観的条件を経済的成熟の見地から
考察すること（本章330頁左段末）、資本主

義的に発展している民族の方が民族抑圧に対
する抵抗がより大きいこと（本章316頁左段

第2パラグラフ）、等々――。これが、以前
からの認識の保存であることを指摘してお

く。 
レーニンは、新たな時期区分において、帝

国主義時代のブルジョアジーは反動化した
（資本主義生成期の封建領主の地位と同じ地

位になった）と把握した。これは、共時的関
係と時系列的関係を考慮すれば、類型1の国

家群のブルジョアジーが反動化したことを意
味する。また、抑圧民族と被抑圧民族の区

別、とりわけ、両者における経済上、政治
上、思想上の相違の解明は、より新たな地平
への一歩を踏み出している。――抑圧ネイシ

ョンの労働者は、「ある程度」民族抑圧の
「共犯者」であること（このようにして、ブ

ルジョアジーとプロレタリアートの対立が基
本である諸国においても、「民族的共通性」

が形成される）。かくして、抑圧ネイション
の労働運動（社会主義）の分裂――反動化し

たブルジョアジーの社会的支柱たる社会排外
主義者（ブルジョア化した労働者）が育成さ

れることが明らかとなる。これが第三。 

この問題を詳しく展開したのが、『帝国
主義と社会主義の分裂』（1916年10月執

筆、12月発表。念のために申し添えるが、
著作のタイトルの意味は、「帝国主義」アン

ド「社会主義の分裂」）である。この著作に
おいて、レーニンは以下のように述べてい

る。帝国主義的抑圧国は、超過利潤によって
労働者の一部を買収し、彼ら労働貴族はブル

ジョアジーとともに、被抑圧民族の搾取の上
に「安逸な生活をむさぼろう」としている。

「労働貴族の層のブルジョアジー側への経済
的離脱が盛熟し完了した……。このような経

済的基礎の上に、いんぎんで、温順で、改良
主義的で愛国主義的な職員や労働者のための

経済的特権や施し物に対応する政治的特権や
施し物を、最新の資本主義の政治的諸施設

［インスティチューションズ］――新聞、議
会、組合、会議、等々――が、つくり出して

いる。……政治的民主主義の諸機構［メカニ
クス］も、これと同じ方向に作用してい

る」。 
先にレーニンが、「資本主義は、……民主

主義諸制度［インスティチューションズ］を
つくり出し」たと述べているのを見た。この

民主主義諸制度、民主主義諸機構が、帝国主
義時代においては、労働貴族育成の役割を担
っているのである。しかし、「いまでは、そ

ういう［一つの国の労働者階級をまるごと数
十年のあいだ買収し堕落させる］ことはあり

そうもなく、おそらく不可能でさえある」と
いうレーニンの見込みは、甘かった（もちろ

ん後知恵）。いずれにせよ、社会排外主義の
潮流ときっぱりと手を切り、それ（および、

それに妥協的なカウツキー主義）と徹底して
闘うことが、革命的インターナショナリズム

的な潮流（実体はツィンメルワルト左派であ
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るが、多分に理念的でもある）の義務とな
る。 

なお、『帝国主義と社会主義の分裂』に
は、「日本とロシアでは、軍事力の独占や、

広大な領土の独占、あるいは異民族［原語不
明。英訳版マイノリティ･ナショナリティ

ズ］、中国その他を略奪する特別の便宜の独
占が、現代の最新の金融資本の独占を、一部

は補い、一部は代位している」との有名な一
文がある。  1

第四に、社会主義的プロレタリアートのイ
ンターナショナリズムがより具体的になった

ことである。 
『自決権』においては、東欧とアジアのプ

ロレタリア政党の二面的任務として、民族同
権および民族自決権と、国内の全民族プロレ

タリアの同盟･統一とが掲げられていた。こ
こでのインターナショナリズムは、族際主義

と呼んでいい。これに対し、今では、抑圧民
族プロレタリアートと被抑圧民族プロレタリ

アートとでは、異なる出発点と道筋を通っ
て、各民族融合という共通目標へと進むとい

う観点から、インターナショナリズム（族際
主義ならびに国際主義）が明らかにされる。 

まず、前の二面的任務は組みかえられ、抑
圧民族の社会主義者には、民族自決権のため
の闘争を系統的に一貫して遂行することを要

求し、被抑圧民族の社会主義者には、抑圧民
族労働者と被抑圧民族労働者との統一を追求

する。 
次に、レーニンが、帝国主義に対する民族

解放運動（民族戦争）は、「不可避的であ
り、進歩的･革命的である」と述べ（『ユニ

ウスの小冊子について』）たこと、さらに、
社会主義者（抑圧民族の、だろう）は自決権

の承認にとどまらず、半植民地･植民地にお
ける民族解放運動の「最も革命的な分子」を

支持･援助しなければならないと述べている
（Bテーゼ6）ことに、注目しなければなら

ない。また、これとはニュアンスが異なるよ
うに思えるが、抑圧者的強国に対する植民地

民族の戦争における「祖国擁護」に、社会主
義者は反対せず、民族抑圧に対する全人民の

真剣な闘争を支持･援助すると述べている
（『戯画』）。 

同時に、「植民地の分離は、通例、社会
主義とともに初めて実現できるものであっ

て」、資本主義のもとでは、例外か、「植民
地と本国における一連の革命と蜂起とを代償

としてか」のどちらかでしか実現されえない
（『決算』）というレーニンの立場を確認し

ておかなければならない。 
レーニンが言う、民族解放運動の進歩性･

革命性とは何か？　一つは、帝国主義の同盟

　マルクス･エンゲルスの労働貴族論は『帝国主義と社会主義の分裂』に引用されている。1

20世紀後半から、イギリスにおいて労働貴族論争がおこったが、それについては松村高夫「マ
ルクスと労働貴族」（『三田学会雑誌』第76巻第5～6号に連載）などを参照。マルクス･エ
ンゲルスの労働貴族論の背景には、続々と形成される労働組合の評価およびマルクス･エンゲ
ルスが接触した労働組合との関係など、複雑なものがあったようである。松村論文によれば、
「マルクス自身は、インターナショナルの創立には何の役割も果していない」という。「マ
ルクスが創立大会に出席したのは『多少偶然的なできごと』……であった。しかしながら、
マルクスは、ひとたびインターナショナルの臨時総評議会に加わると、指導的影響を与える
ようになる。……インターナショナル『創立宣言』は1864年9月28日の開会の時にマルクス
が読んだものではなく、大会後、すでに他の者によって用意されていた『宣言』を破棄すべ
く、マルクスが10月21日から27日の間に執筆したものである」。
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が民族抑圧を「土台として」、社会主義的プ
ロレタリアートに対立しているという認識か

ら導き出される。すなわち、帝国主義ブルジ
ョアジーに対するプロレタリアートの闘争

の、いわば側面援助の意義である。もう一つ
は、大戦前の認識であるが、孫文をナロード

ニキになぞらえていることに示されている。
ナロードニキ主義＝農民的民主主義の意義を

継承･発展し、それを乗り越えるプロレタリ
アートの闘争への展望である。  1

しかしながら、いささか具体性に欠ける
ことは否めない（例えば、義和団の反帝闘争

に対して、いかなる態度をとるのか？　彼ら
は「革命的分子」なのか？　それとも、反封

建闘争を遂行した孫文の方が「革命的分子」
なのか？）。レーニンが実践的に知りえた民

族運動は、やはり、ヨーロッパに限られてい
たと言えよう。半植民地･植民地にどれほど

社会主義政党があったのか、不学にして知ら
ないが、第二インターにおいて投票権をもっ

た半植民地･植民地はなかった。しかし、そ
こでの民族運動を「未来のもの」としたレー

ニンの認識が、開始され拡大していく現実の
民族運動から、いささかずれていたことは確

かである。 
もう一点指摘しておく。『批判的覚書』に

典型的なように、以前のレーニンは、資本主

義の発展に伴う民族「同化」に進歩性を見て
いた。しかし、この時期のレーニンは、帝国

主義による「政治的集積」論をストルーヴェ
主義と批判している。  2

かわってレーニンが強調したのは、諸民族
の自発的な「融合」である（経済的過程に直

結されていない点にNB）。この「融合」の
原語はスリヤーニエであり、第一の語義は

「合流」。英訳版はマージであり、この語
は、諸要素が区別できなくなるほど混じる点

で、ミックスと区別されるという（化合物と
混合物の違いみたいなものか？）。マージは

「融合」の語感に近い。13年決議では、民
族的「平和」（全集訳「和合」。原語ミー

ル、英訳版ピース）と言われていた。いずれ
にせよ、諸民族の個性が消失し、一つの集団

になるということを、国家の死滅を抜きに語
るならば、「民族の定義は？」と突っ込まれ

かねない。我々の任務は、民族的対立･反感
を解消することであり、そのような意味が分

かるように「融合」を用いるべきであろう。 
ここで重要なのは、レーニンがカウツキー

から距離をとることになるということであ
る。カウツキーの見解は、「民族自決」を通

過点として、「人間の自由な移動」と「諸民
族の混血」を媒介に、「単一の民族性（単一

の世界語）」としての「世界市民層」の形成
を求めるものであった。「同化」から「融

合」への用語転換は、カウツキーの見解をレ
ーニンの積極的主張とすることを控えさせた

　孫文は、「民族」を「国族」とも言い換えている。ネイションの両義を考慮したものか。1

　もし、「マルクス主義者たちは、（20世紀の初めに）カント主義者たちおよびヒューム主2

義者たちを、ヘーゲル流にというよりもむしろフォイエルバッハ流に（およびビュヒナー流
に）批判した」（『哲学ノート』）というのが、レーニンの自己批判を含んでいると理解で
きるのであれば、「ストルーヴェ主義」は、レーニンの「従前の認識」を含むとの理解もア
リではないか――というのはひとりごと。
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と言える。  1

第五に、「自由競争には民主主義が照応

する。独占には政治的反動が照応する」
（『戯画』）というのは、あくまで抽象的な

レベルの命題である。だから、帝国主義より
前の時代には民主主義が普遍的であると短絡

化することはできないし、史実にも反する
（普通選挙などが一般化したのは帝国主義時

代である）。ところがレーニンは、「政治的
上部構造」それ自体の歴史的分析をしていな

い。そのことは、古くにネイション･ステイ
トを形成した国々では、民族問題は解決ずみ

との認識と不可分であろう。ネイション･ス
テイト形成史を、先に引用した『ゴータ綱領

批判』の視角から捉えることが必要なのであ
る。 

周知のように、近代国家形成史は絶対主
義時代にさかのぼるのであるが、どうじにそ

れは、諸国家の新たな国際的体系（主要にヨ
ーロッパの、そして強国中心の）の形成をも

意味した（それ故、「国際法」が必要とな
る）。その国家が、ブルジョア革命を経て、

国民国家として確立されたことは、大分前に

見たところである。 
19世紀における民族問題の発生、あるい

は民族運動の勃興は、資本主義世界の拡大
と、諸国家（ステイト）間体系の拡大とを土

台にしている。資本主義の拡大は、どの地域
にも一様に資本主義にとっての有利な条件を

生み出す可能性をもたらしたわけではなかっ
た。東欧の「再版農奴制」に示されるよう

に、先発資本主義は、他地域を従属的に包摂
していったのである（そもそも、『資本論』

が言うように、植民地獲得こそが「本源的蓄
積の主要契機」であった）。従って、後発諸

地域･諸ネイションは、西欧型国家を形成す
る条件がないままに、しかも、各ネイション

の条件に差があるままに、諸国家間体系に組
み込まれた。国際的（インターステイト）体

系は、本来的にこの矛盾（支配･従属）の上
に成立していたのである。そして、諸国家

は、その体系の中でそれぞれに優位を目指す
（ネイション･ステイトが、「未開」に対す

る「文明」の指標となっていたことに、留
意）。  2

東欧においては、「自由主義的な大貴

　カウツキーの「民族自決」は、レーニンと異なり、具体的解決策である。相田慎一（「カ1

ウツキー」『民族問題　現代のアポリア』 丸山敬一編所収　ナカニシヤ出版　1997/4）に
よれば、カウツキーの立場は、次の五つに分類できるという。「第一類型は、彼のポーラン
ド論、セルビア論そして1922年以降のアイルランド論などに見られる『民族自決』→『民族
国家形成』論の立場である。第二類型は、彼のチェコ論や東ヨーロッパのユダヤ人論などに
見られる『民族自決』→『民族自治』論の立場である。第三類型は、彼のベルギー論やスイ
ス論などに見られる『民族の共存』→『複合民族国家』論の立場である。第四類型は、エル
ザス･ロートリンゲン問題、トリエステ問題、シュレスヴィヒ･ホルシュタイン問題のような
一定の地域や都市の帰属問題に対する『住民の意志』→『住民投票』論の立場である。最後
の第五類型は、スペインのバスク人問題やドイツのソルビア人［スラヴ系らしい］問題など
の『民族的少数者』（エスニック･グループ）問題に対する『自然的同化』論の立場である」。

　この事情は現代においても変わらない。旧ソ連勢力圏における民族抗争の多発は、欧米と2

の距離を大きな要因の一つとしている。ここでの「距離」は、地理的概念ではない。欧米型
国家になりうる条件の度合、欧米との結びつき（逆に言えば欧米による干渉）の度合、欧米
型価値観の浸透度合、欧米型国家（EU）への接近の希求度合、等々の差を意味している。
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族」、「『非土着』のドイツ人、ユダヤ人知
識人･小生産者層」、「広範な農民」の三つ

の層が変革の担い手であったが、この各層
は、互いに離反･対立していた。「さらにこ

れら三層が、自分たちの要求を実現するため
に闘う相手は、自民族の特権階級ではなく、

他民族の支配層であった」。この事情が、
「近代東欧の各層を『市民、国民』としてで

はなく、『民族』として統合していく最大の
要因になる」 。 1

労働者の運動と共に、従属諸民族の運動
が爆発したのが、1848年革命であった。支

配民族は、従属諸民族の分裂･相克を利用し
つつ、旧来のヨーロッパ地図を保守せんとし

た。ドイツ統一もまた、その他のヨーロッパ
諸国にとっては認めがたかった。にもかかわ

らず、48年革命は、各ネイション･ステイト
そのものと、諸国家間体系との双方の、変

容･再編の契機となったのである。ブルジョ
アジーは、保守勢力と妥協しつつ、集権国家

建設に向う。フランス革命型のブルジョア革
命が、過去のものになったと言ってよい。  2

他方、ロシアおよび汎スラヴ主義の封じ
込めが重要課題となる。 

以下、主要な事件を列記する。フランス
「第2帝政」成立（1852年）、クリミア戦
争（1853～56年）とその帰結としてのパリ

条約とイタリア統一、1863年のポーランド
蜂起、シュレースヴィヒ･ホルシュタイン戦

争（1867年）、普仏戦争とドイツ統一
（1871年）。中欧の分裂を前提とした、そ

れまでのヨーロッパ諸国家間体系は、崩壊し
た。 

「帝国主義」という言葉は、自由主義的
小英国主義に対立して、英帝国の「帝国的連

帯」への志向を指して生まれたという。それ
は、イギリスの社会的危機からの脱出策であ

った。第2次ディズレリー内閣（1874年）が
その画期であり、労働者を組み込んだ「国民

的」基盤をもつ政権を目指した。「社会帝国
主義」を構想したチェンバレンは、「自らが

所属する国家や帝国の義務に責任を感じてい
る労働者」が体制を担うべきだと語ったとい

う。アイルランド問題は、英「帝国主義」に
とって難題であり続けた。 

ドイツとフランスの国民的統合について
は、すでに見た。また、イギリスの工業的発

展の基盤を植民地支配に見た後発国の植民地
分割は、当初から政治的･軍事的に遂行され

た。植民地分割体制にとって重要なのは、二
つのベルリン会議である。 

露土戦争後の列強の利害調整を目的とし
たベルリン会議（1878年）は、バルカンの

犠牲の上に、「ヨーロッパの平和」を維持せ
んとしたが、その「平和」を瓦解させる爆心

地の形成に他ならなかったことは、周知のこ
とである。また、ベルリン会議においてビス
マルクは、ヨーロッパの緊張を外にそらせん

として、仏英のアフリカ侵略をほのめかして
いた。それは、ベルリンで開かれたアフリカ

分割会議（1884～85年）につながる。 
岩波『世界歴史22』（旧版）の板垣雄三

『統合ヨーロッパの民族問題』　羽場久浘子　講談社現代新書　1994/91

　レーニンは、ロシアにおける労農民主主義独裁の提唱や、中国における民主主義的ブル2

ジョアジーの「主要な代表者」としての農民把握に示されるように、メンシェビキ（第二イ
ンター）的ブルジョア革命理解（ブルジョア革命＝ブルジョアジーが行う革命）から、自分
を区別していた。しかし、ネイション･ステイト形成に関しては、フランス革命をモデルとし
ていたはずである。
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論文は、次のように述べている。「『世界分
割』は『先占』……と『勢力範囲』『利益範

囲』という国際法上の概念を駆使して遂行さ
れたという。……先占とは国家が無主の土地

を占有によって領土とすることであり、無主
の土地とは無人の土地に限らず、どの国にも

属していない土地をいう、とする注釈がつ
く。勢力範囲とは条約で将来の先占を認めら

れた土地をさすとされている」。このような
「国際法」的手続きを、「アフリカ人大衆は

直感的に新しい呪術として把握した」。「ベ
ルリン会議がアフリカの全面的『分割』の契

機となったのは、そこでの一般議定書をめぐ
る論議で『アフリカの海外で領土を先占する

国は先占を尊重させるに必要な権力を確保す
る義務をもつ』こと、またこれを前提として

先占の通告を他の締結国に対しておこなうべ
きことが決定される情勢となったからであっ

た。こうして一定領域の統治を裏付ける軍事
力が重大な意義をもつことになるとともに、

『先占』のための競争が触発されたのであ
る」。 

ベルリン会議には、米国を含む14ヵ国が
参加した。詳述できないが、新たな大陸に強

大国が形成されたことは、世界の分割体制に
とって決定的意義をもっていた。また、アジ
アにおいては、日本が分割体制に参入し始め

ていた。再び、板垣論文から引用しよう。 
「帝国主義にとって死活的に基本的な従

属地域支配を『植民地問題』に矮小化し、す
りかえるところに、まさに帝国主義世界体制

の本質があった」。「『分割』はまず何より
も民族的抵抗に対する軍事的抑圧体制だった

のであり、強国間の国際関係はこれに対応す
るものだった……。1900年、『列強』のす

べてに日本を加えた『連合軍』の共同干渉下

におかれた義和団運動の中国の問題は、複合
的支配秩序としての、また民族的抵抗に対す

る軍事的抑圧体制としての『世界分割』をも
っとも集中的かつ完結的に示すものであっ

た」。 
帝国主義確立を1900年前後に見たのは、

レーニンの卓見である。しかし、レーニン
は、帝国主義形成期の政治面を、十分に研究

しえなかった（『帝国主義論ノート』には、
アドラーの著作『帝国主義的社会政策――デ

ィズレリー、ナポレオン3世、ビスマルク』
の要約があるが、あまり重視していない）。

ヨーロッパ史にまれな、1871～1914年の
長期にわたる「ヨーロッパの平和」が、政治

上においても帝国主義形成期であった。この
「平和」は、一方では、世界分割体制によっ

て支えられるとともに、他方では、各国民国
家の再編が進行した時期である。物質的に

は、交通網や学校などのインフラ整備が、国
家によって飛躍的に拡大された。精神的に

は、教育の役割が大きくなり、「人種理論」
「社会進化論」（植民地領有の正当化）に加

え、ライヴァル国に対するナショナリズム
（排外主義）が醸成される。さらに国家は、

戦争や戦死者についてのシンボルや神話を巧
みに操作していった。このようにして、「国
民」や「祖国」の観念に、新たな意味が注入

されたのである。 
帝国主義国家は、国民国家の延長であ

り、その延命形態であった。ヘーゲル･マル
クスの系譜に沿えば、国民国家は、市民社会

の諸対立を観念的に解決するものである。そ
の理念が、「自由･平等･民主主義」に他なら

ない。しかし、奴隷貿易をしていた諸国に、
民族差別がなかったと考えられるだろうか。

諸強国は、対外的には植民地民族を収奪し、
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国内においては経済的差別に政治的･社会的
差別を結合した支配を行っていた。帝国主義

の特性たる「政治的反動」は、これらの「深
化あるいは倍化」として理解されなければな

らない。帝国主義国家への質的転換の契機
は、階級闘争の進展（第二インターは、社会

主義運動の大衆化をもたらした）と列強間の
分割競争である。並行して生まれた金融資本

が、その土台を形成した。「域内平和」＝反
革命的国民統合（特に社会的･文化的統合機

構が重要。そのイデオロギー的表現が「祖国
擁護」）と飛躍的軍事力増強、これが「総力

戦」を可能としたものである。 
分割競争における抑圧民族労働者の共犯

者的役割、民主主義機構による帝国主義的ブ
ルジョアジーの社会的支柱形成として、レー

ニンは帝国主義的国民国家認識を深めたが、
もう一歩を踏み出しえなかった。やむをえな

いことではあったが、レーニン（および同時
期のマルクス主義者）の帝国主義認識、特に

その政治現象の把握は、第1次帝国主義戦争
に引きつけた（あるいは、引っぱられた）も

のであったと言えよう（何より、彼らが目に
したのは、生まれたばかりの帝国主義であっ

た）。帝国主義の政治的特徴は、むしろ、第
1次大戦後のいわゆる戦間期に鮮明になった
（革命ロシアの成立を決定的要件としなが

ら）。政治的反動は、民主主義の発展という
外見のもとに進んだのである（例えば、いわ

ゆる「大衆民主主義」）。革命的国際主義的
労働運動の圧殺を通した、基幹労働者の帝国

主義的国民国家への統合と序列的編成化が、
その本質に他ならない（統一体としてのネイ

ションという外被の確立）。 
まとめとして、以下のことを確認しておこ

う。この時期のレーニンは、民族問題論の新

たな地平を確立したが、資本主義の発展に民
族問題を直結させる従前の認識を部分的に温

存していた。とりわけそれは、次の二点にお
いて限界となっている。一つは、ネイショ

ン･ステイト形成を「単一民族国家」形成と
捉え、そのことによって民族問題は解消する

という認識。この認識は、「国民国家」の分
析をはばみ、国民統合原理を解明する妨げと

なった。もう一つは、被抑圧民族の抵抗は資
本主義の発展度合いに比例するという認識。

社会主義への距離は資本主義の発展度合いに
比例すると一般的には言えるが、民族的抵抗

は一概にそうとは言えない。この認識が、被
抑圧民族の運動そのものの「進歩的･革命

的」性格を明らかにすることを、制約してい
る。 

【注】国民国家の分析は、いわば国
家論の領域に属する。ブハーリンの帝

国主義国家論を批判したレーニン
は、半年後の1917年2月に、次のよ

うに書いている。「最近私は国家に
対するマルクス主義の態度の問題を熱

心に研究して、たくさんの材料を集め
ました。私の見るところでは、……ブ

ハーリンに対してよりも、カウツキー
に対してはるかに不利な、興味津々た
る重要な結論に達しました（ブハーリ

ンはカウツキーよりは真理に近づいて
いますが、やはり間違っていま

す）。私はこれについてぜひとも書
きたいのです」（アルマンドへの手

紙）。 
レーニン『国家と革命』は、カウツ

キーらが歪曲したマルクス･エンゲル
スの国家学説を復権し、革命におけ

るプロレタリアートの任務を明らか
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にしたものである。原理的理論がエ
ンゲルス『起源』を基礎にしているよ

うに、国民国家を深く分析しているわ
けではない。なお、長尾克子「レー

ニンの民族国家論」（『国家論研
究』13号所収）は、レーニンの限界

を指摘してはいるが、その依って立つ
ところは宇野『経済政策論』である

（批判略）。 
　大澤真幸の言い方を借りれば、ナ

ショナリズムは、普遍と特殊が交差
するところに生まれ、しかもその交

差は重層的である。ネイションは、
膨張の傾向をもつとともに、その境

界を求める。ネイション･ステイトは
相互模倣性をもち、共通のルール

（宣戦権など）を求めつつ、自らの
独自性を強調する。さらに、「国

民」理念は普遍性･統一性を強制しつ
つ、「異者」を排除する。 

【余談】カウツキー『エルフルト綱領解説』

（1892年）を読み直していたら、次のよう
な文章があった。「近代国家はすべて自国を

拡大しようという要求をもっている。……こ
の点で一番都合よくいかなかったのが、ヨー
ロッパ大陸の国々である。……大陸諸国は互

いに、くっつきあい入りくんでいるので、同
等の力をもつ隣国を粉砕しないことには、そ

の領土を拡げることはできなかった。……こ
のことが、ヨーロッパを戦場にして、わが大

陸の国々を圧殺してしまうおそれのある軍国
主義の重要な原因のひとつである。この耐え

がたい状態からぬけでて、経済生活の拡大欲
をみたすことができる道は二つある。一つ

は、世界戦争である。……もう一つは、関税

同盟によってひらかれるこれらの国々の国家
連合への統一である」。 

「世界」（カッコをつけたのは、時代と
地域によってその範囲が変わるため）に覇を

唱えた国は、古来より大洋国家であった、少
なくとも海を制圧した国家であった、などと

いうことを、何とはなしに考えてきた。地図
を見ればわかるように、ドイツが覇権を世界

に拡大せんとすれば、必ずイギリスとぶつか
る。西と南を扼されたロシアは、東に向わざ

るをえず、日本と衝突した。そして今、これ
また地図を見ればわかるように、中国が覇権

を拡大するには、「シーレーン」（なつかし
い言葉だが）確保がいかにも窮屈である。最

近観たNHKの番組によれば、日米安保が公
然と「同盟」と称することになった契機は、

日本シーレーン防衛論だったという。このよ
うな視点から、東アジアというよりも西太平

洋の緊張を考えるのも必要ではないか（海底
資源も重要ではあるが）。もちろん我々は、

「国際法」に依拠した日本政府の「固有の領
土」論に組みするわけにはいかない。 

【補論】 
「民族」という日本語の歴史 
　ここで、「民族」という日本語の歴史を紹
介しておく。ただし、本稿はすでに予想をは

るかに越えて長くなっているので、簡単にな
がめるにとどめる。 

まず、関連する用語の初出らしきものを、
『日本国語大辞典』から抜き出しておく。 

「愛国」：「又人には万物に向て選む外
にpatriotism（愛国の誠）といふあり」西周

『百学連環』（1870～71年頃） 
「エトノロジー」：「又人獣の部にては
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アントロホロジー訳して人性学と云ひ、［中
略］人種学（エトノロジー）」西周『百一新

論』（1874年） 
「国際」:「故に其の政体外国に対し義務

を行ふの障害たるもの無き時は国際の法制上
に於いて全政体の如何を問ふは無し」箕作麟

祥 『 国 際 法 』 （ 1 8 7 3 年 ） 。
「INTERNATIONAL.kokusai no 国際/」藤

林忠良･加太邦憲『仏和法律字彙』（1886
年）。なお、「①幕末から明治初期にかけ

て、当時の知識人や政府の要人達が国際法思
想の移入に際して、盛んに利用した漢訳洋学

書『万国公法』の中に使用された『各国交
際』というフレーズから造語された和製漢

語。②当初Diplomatic intercouse（諸国家･
諸国民間の交際）の訳語として使用されるこ

とが多かったが、明治30年代あたりから
『国際紛争』『国際法』『国際的』等の用法

が見られるようになり、internationalの訳語
としての地位を獲得していった」 

「国粋」:「予輩が懐抱する処の大旨義は
実に日本の国粋を精神となしこれを骨髄とな

し、而して後能く機に臨みて進退去就するに
あり」志賀重昂『「日本人」が懐抱する処の

旨義を告発す』（1888年）。「英語
nationalityの訳語とされる和製漢語」 

「国民」（もともと漢籍にあった語）：

「費布士（フィップス）因て国民有志の者よ
り金を集めて、この事を企てんと欲せり」中

村正直訳『西国立志編』（1870～71年）。
「Nation国、国民」『哲学字彙』（1881

年）。なお、戸籍法（1871年）には「国
民」が使われ、また、「陸軍は常備･後備

（第一･第二）･国民軍三種の兵を以て編制
し」陸軍省編『軍制綱領』（1875年）。

「国民国家」は用例なし 

「国民主義」:「頑冥の国粋論を唱へ、針
孔よりも小なる局量を以て国民主義を主張す

るが如きは、日本の前途に取りて、最も有害
なりと謂はざるべからず」植村正久『今日の

宗教論及び道徳論』（1893年） 
「国家」（もともと漢籍にあった語）:

『和蘭字彙』（1855～58年）にあるが、オ
ランダ語が読めない。ドイツ語のシュタート

にあたる語が「国家」と訳されている。 
「種族」（近代的意味の）:「止白里（シ

ベリー）部中、彼此に鄂斯綽更（チスチャケ
ン）と名く種族あり」『輿地誌略』（1826

年） 
「人種」:「熊送り実報―往昔亜伊能人種

に於て行ふ祭例あり」『随筆･百草』（1844
年頃か） 

「祖国（漢籍にあり）」:「祖国（ソコ
ク）祖先以来の国といふ意味で、自分の国即

ち本国のこと」『現代新語辞典』（1919
年） 

「ナショナリスト」「ナショナリズム」:
「ナショナリストNationalist(英)国家主義

者」「ナショナリズムNationalism（英）愛
国心。国風。国家主義」ともに勝屋英造『外

来語辞典』（1914年） 
「ナショナリティー」:「国体とは、＜略

＞西洋の語に『ナショナリチ』と名のるもの

是なり」福沢諭吉『文明論之概略』（1875
年）。「日本人の如く、何処の果てに行って

も祖国[！]の天長節を祝って、日章旗を振り
廻はし、日本といふ国を忘れぬ国民性（ナシ

ョナリチー）の強烈な人間」中村春雨『欧米
印象記』（1910年） 

「民族」:「往古魯西亜の地方には『シチ
アン』と云へる蛮野の民族ありて荒漠の原野

に住居し」福沢諭吉『西洋事情』（1866～
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70年）。「民族国家」の用例は第2次大戦
後。 

「民族主義」:「抽象的人道主義または世
界主義（インターナショナリズム）に反抗し

て、新しく民族主義の叫びを聞くやうになっ
たこと」中沢臨川『現代文明を評し、当来の

新文明を卜す』（1915年） 
ちなみに、『帝国主義論ノート』にある

「植民地征服と戦争の年代表」の「主として
アジアおよびアフリカ」の欄には、

「1868、日本の改革」で始まり、「日本対
台湾（74）」「日清戦争（94）と下関条約

（95）」「日露戦争（1904）」「日本、朝
鮮その他を併合（1905）」などが列記され

ている。そして、「朝鮮における蜂起。
1907～09」と特記され、「日本、朝鮮を鎮

圧（1907～09）（1909、伊藤総督暗殺さ
れる）」と続いている。1905年は、第2次

日韓協約締結（大韓帝国の外交権剥奪）の年
である。それより前に、大韓帝国はハーグ万

国平和会議への招待状を受け取っていたとい
う（『週刊金曜日』2010年12月10日号）

が、第2次日韓協約によって無効とされ、そ
の結果、「ハーグ特使事件」（日本では「密

使事件」）が起った。1910年の「韓国併
合」は、朝鮮民族側からは「庚戌國恥（キョ
ンスルクッチ）」。同年の「大逆事件」は、

国民統合にとって決定的意味をもった。 
長くなってきたので、駆け足でいく。周知

のように、「明治維新」の評価について歴史
的論争があるが、ネイション･ステイト形成

への巨大な一歩だったことは疑いえない。明
治政府に要請されたのは、集権的国家機構の

構築とともに、「国民」をつくり出すことで
あった。「日本には唯政府ありて、未だ国民

あらずと云ふも可なり」（『学問のすゝめ』
1874年）。1871年の戸籍法において「国

民」が使用されたことは、すでに述べた。
「しかし大久保［利通］が『立憲政体に関す

る意見書』（1873年11月）で、『人民』
『国民』『臣民』といった言葉を混用し、ま

た木戸孝允が『立法･行政に関する建言書』
（1871年7月）で、『国民』とし、『憲法

制定の建言書』（1873年7月）では『人
民』という用語を多用したことにみられるよ

うに、統治の客体である人民＝国民をいかに
設定するかについてはいまだ成熟した思想を

示しえない状況にあった」 。 1

天皇制国家のもとで「人民の『臣民』

化」（同上）が進み、1881年10月の「国会
開設の勅諭」が、「臣民像の本格的な定立」

（同）である。「自由民権運動の発展ととも
に普及していった『人民』あるいは『国民』

の対抗概念として『臣民』理念が定立されて
いった」（同）。「それ［『臣民』］は8年

後の大日本帝国憲法の発布……において日本
国民を公的に定義する用語として定着される

ことになった」（同）。 
「『国民』と『臣民』の理念的対抗関係

のなかで、『国民』という語がひろく使われ
ていく契機となったのは、1887年……2月
の『国民の友』創刊であった。……［徳富］

蘇峰自ら語っているように、この……誌名は
米誌『ネーション』から採用されたものであ

る」（同上）。この頃から、ネイションの訳
語としての「国民」が定着し始めたと言え

る。「文明開化」のスローガンが示すよう
に、「国民」概念に照応したのが「文明」で

あった。 
当初、「日本国民」の実体は、「日本人

『民族幻想の蹉跌』　尹健次（ユン･コンチャ）　岩波書店　1994/81
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種」と理解されていた。「維新期の段階から
用語としては、『民種』『人種［ひとた

ね］』の語によって世界諸地方の人々が把握
されていた」（與那覇潤「近代日本における

『人種』観念の変容」『民族学研究』第68
巻第1号所収）。「人類学会」結成（1884

年）の時期において、「『人種』とはまさし
く単に『人の種』＝『同じ種類の人』という

意味であって、今日でいうところの『人種
（レイス）』は無論のこと、『民族』『地域

住民』『階級』『階層』などをも包括した一
般的な語彙としてのみあった」（同）のであ

る。1881年刊行の『哲学語彙』において
は、「“エスノロジー”が『人種学』と訳され

ているのに対し、“レイス”は『種属（世）』
と『世態学（ソシオロジー）』の概念として

位置づけられている」（同）。 
雑駁な用語である「人種」を、レイスに

対応する訳語にのみ収斂させたのが、人類学
会の指導者である坪井正五郎であった。坪井

は後に、「人類団体」を①居住地域による
「地域団」②所属国家による「統一団」③宗

教による「信仰団」④自称･他称による「称
呼団」⑤風俗習慣による「習俗団」⑥血統に

よる「天性団」の6つに区分し、「日本民
族」を「習俗団」の具体例としている
（1910年）。 

それまでほとんど使われていなかった「民
族」の使用が広がった契機は、雑誌『日本

人』（三宅雪嶺主宰1888年）、新聞『日
本』（陸羯南主宰1889年）の創刊であった

という。ともに欧化主義を批判するものであ
った。志賀重昂は、「国粋なる者は、……大

和民族の間に千古万古より遺伝し来り化醇し
来り終に当代に到るまで保存し続けるもの」

（『日本人』第2号）と述べ、また、陸羯南

は、「各種の民族と各種の邦国は各々特有の
歴史を有し、特有の性格を有し、特有の習慣

を有し、特有の利害を有し、特有の風俗、特
有の境土を有せり」と述べた（1890年）。 

1880年代は、壬午軍乱（1882年）、甲
申政変（1884年）、天津条約（1885年）

と、朝鮮をめぐる国際的緊張が高まったこ
と、条約改正に伴ういわゆる「内地雑居問

題」をめぐる論争が激化したことなどの背景
が考慮されなければならない。 

ただし、志賀にしても、「日本人民」「日
本国民」などを併用していた。「近代日本に

おける『民族』の概念規定は、ドイツ人学者
の所説に依拠しつつ、血縁共同体的な民族概

念として基礎づけられ、それがやがて、民族
意識（観念）の形で、国体論を媒介としてひ

ろく国民のあいだに浸透していった」（尹前
出書）。しかしながら、「民族」という訳語

に関しては、加藤弘之、平田東助、山崎哲
蔵、井上哲次郎などはまだ、用いていない

（「族民」等を使用）。「民族」という語が
定着するには、日清戦争、三国干渉、日露戦

争、韓国併合、第1次大戦を経なければなら
なかった。 

その間、穂積八束は「国体」と「民族」
を結びつけ（1892年）、上田万年は「国
語」との関連で「民族」を論ずる（1900年

頃）。20世紀に入って、「大和民族」に
「日本民族」が加わる。柳田国男とともに雑

誌『郷土研究』を立ち上げた高木敏雄は、そ
の創刊号の巻頭論文（1913年）で、それま

での「日本人種の起源問題」の研究が、「人
種と民族との概念の混同、人種の起源地に関

する誤想、民族文化の研究と人種問題との関
係に就ての偏見」の上にあったと述べている
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という 。 1

国際連盟委任統治委員だった柳田国男

が、帰国後、雑誌『民族』を創刊（1925
年）したのは、一つの画期といえよう。世界

大戦に本格的には関与しなかった日本は、
1920年代に、「総力戦」体制構築を始め

る。国民統合に関して、思いつくだけでも、
右翼テロの頻発、関東大震災における朝鮮人

殺戮と社会主義者の虐殺、国勢調査開始、治
安維持法と普通選挙（男子のみ）、3･15事

件と4･16事件、などをあげることができ
る。1934年、民族学会設立。1935年、和

辻哲郎『風土』出版。ちなみに、「文化」と
いう訳語が一般化したのも、1910年代後

半。  2

中国語の「民族」は、日本からの輸入で

ある。「1866年に出版されたロプシャイト
編集の『英華字典』では、ネイションの訳語

は『民』である」 。中国語での初出は、3

1895年だという 。また、「スラヴ民族」4

「アラブ民族」というような場合の「民族」
に「対応する語はヨーロッパ諸語の中には存

在しない」 。上記のような用法や「民族大5

移動」という言い方が完全に定着しており、

さらにエトノスの意味も含むということで、
日本語の「民族」はかなり独特である。他
方、ネイションとステイトをともに「国家」

と訳したことは、ステイトの意味を薄める結

果になったと思う（USAのステイトを
「州」と訳したことも含めて）。「一国民＝

一民族＝一言語」の観念が根強いのは、訳語
にも原因の一端があろう。 

1991年度歴史学研究会大会報告において
小沢弘明は、「しばしば民族の訳語もあてら

れるネーションを一律に国民とする。そし
て。主として東欧の多民族国家内部の民族集

団をさして使用されるナショナリティには、
国民体あるいは政治的民族の語をあてる。日

本語の民族はエスニック･グループまたはエ
トノスと同義とみなす。……これによって国

民国家の実態を多民族国民国家（マルチ･エ
スニック･ネーション･ステート）としてとら

え直すことが可能となるし、民族解放運動と
みなされてきたものを、国民（としての）解

放（をめざす）運動として理解することもで
きるだろう」（『歴史学研究』626号）と述

べた。 
これは一つの見識であり、賛同者は増えて

いるようである（先に見たローザ『民族問題
と自治』の訳者も、その一人といえよう）。

しかしながら、これまで定着してきた、「民
族自決（権）」「民族解放運動」等の用語

を、すべて言い換えることになり、混乱は避
けられない。また、エスニック･グループ
も、いわゆる「アイデンティティ政治」にお

いては、政治的要素をもつ。近代における政

『帝国日本と人類学者』　坂野徹　勁草書房　2005/41

　国際連盟（リーグ･オブ･ネイションズ）において、日本の加盟資格が論議されたという。2

日本の政体が問題とされたのであった。「民主主義のための戦争」を掲げて戦った米大統領
ウィルソンがもち出したのであったが、フランス代表の「政府が、共和制なのか君主制なの
かは問題ではない」（『国際連盟』篠原初枝　中公新書　2010）との発言で決着したらしい。

「民族性の変容と帰属意識の分裂」　張鏡　『大航海』15号所収3

『国民国家論の射程』　西川長夫　柏書房　1998/34

「『民族』概念についてのメモ」　川田順造　『民族学研究』第63巻第4号所収5
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治的概念であることをおさえれば、当面は、
ネイションを「民族」と訳しても不都合はな

いと思う。小沢報告で注目すべきは、以下の
点である。 

「前近代のエトノスと近代の国民とは起
源と結果というような段階的な関係にはな

く、断絶しているととらえたい。国民が特定
のエトノスと結びつくという表象は、むしろ

国民史の成立によって産み出されたものであ
ろう」（同上）。「この時期［1870年代以

降］には、市民としての平等が国民のなかで
はたされる、という観念が成立した」

（同）。「ヨーロッパの国民解放運動で『民
族』自決が普遍的原理であったことはなく、

運動それ自体の存在と国際政治（と軍事力）
が国民国家の形成と国境線の画定をもたらし

た」（同）。 
文化的概念として理解された「ナーツィ

ヤ」「ナツィオナーリノスチ」は、エトノス
に近い。従って、レーニンとユダヤ人ブント

は、同じ「ナーツィヤ」「ナツィオナーリノ
スチ」を用いても、その意味する内容は異な

っていたと解することもできる。 
関連してもう一つ、トライブの訳語として

の「部族」の問題がある。「『部族』は植民
地を統治する欧米列強の都合で創出されたカ
テゴリーに対するラベルにすぎない」 こ1

と、および、「専門家の意図する『部族』と
いう用語の意味合いとは別に、一般に人は上

記のネガティブなイメージ［『非文明的』］
でその言葉を理解する」（同）ことから、

「部族」の使用を否定するのが近年の傾向の
ようである。 

この傾向に対し、田中克彦は、旧来の部
族→民族の発展段階論的立場から異議を唱え

ている。しかし、この発展段階論は支持でき
ない。他方、原口武彦は、人類学者の立場か

ら上の傾向に意義を唱えている 。この著作2

は、モーガン（モルガン）『古代社会』の批

判を含む、広い内容を扱ったもので、とても
ここで検討はできない。ただ、次の点には留

意する必要がある。近年の問題は、トライブ
そのものよりも、トライバリズムという認識

にあること（ルアンダなどの事例が「部族紛
争」で片づけられること）、日本語の「民

族」には「部族」も包摂されていること
（「未開民族」）。 

川田順造 は、次のように述べている。3

「『民族問題』というと、まず民族という集

団が実体をもつ固定したものとしてあり、そ
の複数のものが接しているために問題が起

り、紛争が生じると考えられるかも知れな
い。だが……事実はその逆で、人々が対立す

べき問題があるから、その事態に対処するた
めに『民族』が意識化されるのだ。……いま

世界で『民族問題』（ジャーナリズムではア
フリカについては、判で押したように『部族

対立』『部族紛争』と書き立てるが）とされ
ている紛争の原因を見てゆけば、必ず異文化
の集団に加えられる経済的、社会的、文化的

（言語、宗教をはじめとする）差別や、異文
化集団の住む地域の開発上の不平等や収奪に

由来していることがわかる」、と。 
現在、我々が文章を書く際に、「部族」

という用語を用いる必然性は、ないといって
よいであろう。 

「『民族』、そしてその周辺」　スチュアートヘンリ　『民族学研究』第63巻4号所収1

『部族と国家』　原口武彦　アジア経済研究所　1996/32

 「『民族』概念についてのメモ」　川田順造　『民族学研究』第63巻第4号所収3
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〈8〉1917年4月党協議会 
1917年2月革命によって成立した臨時政

府は、その成立宣言（3月2日。1918年1月
末日までは、原則として露暦。それに13日

を足せば西暦になる）の一項目に、「あらゆ
る身分的、宗教的、民族的な制限の廃止」を

掲げていた。下記スターリン論文によれば、
それは以下のようなものであった。 

「この布告の内容は、……非ロシア民族
［ナツィオナーリノスチ］および非ギリシャ

正教徒の市民の諸権利の制限を、次のものに
関して撤廃するということに帰着する。すな

わち、①定住、住居移動、②財産その他の取
得、③あらゆる種類の手工業、商業およびそ

の他に従事すること、④株式会社やその他の
諸会社に参加すること、⑤官職その他に就く

こと、⑥各種学校に入学すること、⑦私的団
体の執務や、あらゆる種類の私立学校での授

業や帳簿の記入の際に、ロシア語以外の言語
や地方語を用いること」（『民族的制限の撤

廃について』）。 
このスターリン論文は、3月25日付『プラ

ウダ』に掲載されたものである。スターリン
は、「この布告は言語の点で民族的同権を確

立していない」と批判し、次のように述べ
た。「真の民族的同権を打ち立てたいと思う

ものは、制限の撤廃という消極的な方策にと
どまっていることはできない。……制限の撤

廃から、民族的抑圧の絶滅を保障する積極的
な計画へ移らなければならない。だから、次

のことを宣言することが、是非とも必要であ
る、――①住民の特殊な生活様式と民族構成
とをもち、自分の言語での『執務』と『教

育』とをもち、完全な経済的領域をなしてい
る諸州の政治的自治（連邦ではない！）。②

あれこれの理由で国家的全一体の枠の中にと
どまることのできない諸民族のためには自決

権。これが、民族的抑圧の実際になくなら
せ、資本主義のもとで可能な最大限の民族

［ナツィオナーリノスチ］の自由を確保させ
る道である」。 

この論文では、「民族的抑圧の社会的基
礎、民族的抑圧を奨励している力は、死滅し

つつある土地貴族である」、「イギリスで
は、……権力が地主の手に移った［！］戦争

中には、民族的抑圧もひどく強まった」とい
う認識が示されている。 

3日後の『プラウダ』に掲載されたスター
リン論文『連邦制度に反対する』も、同様の

主張を行っている。同論文は、1776年の米
国とのアナロジーから連邦制を提案したエス

エルを批判したものである。スターリンは、
「アメリカでも、またカナダやスイスでも、

発展は、独立の諸州からそれら諸州の連邦を
経て、単一国家に至ったということ、また発

展の傾向は連邦に有利ではなく、それに反対
して進んでいるということ、……なぜなら最

高形態にある資本主義の発展、および、その
発展と結びついた経済領域の枠の拡大は、そ

の発展の中央集権化の傾向とともに、国家生
活の連邦的な形態をではなくて、単一の形態
を要求するからである」と強調した。そし

て、以下のように結論づけている。 
「1776年のアメリカの経験をロシアでや

ろうとする提案は、まったく役に立たないも
のである。中途半端な過渡的な形態――連邦

――は、民主主義の利益を満足させないし、
また満足させうるものでもない。民族問題の

解決は死活的なものであるから、根本的で、
最後的なものでなければならない。すなわ

ち、――①全体の枠の中にとどまることがで
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きないし、また、とどまることを欲しない、
ロシアの特定の諸州に住む諸民族のために

は、分離の権利。②一定の民族的構成という
点で異なってはいるが、しかも全体の枠の中

にとどまる諸州のためには、単一（統合）国
家の枠の中で、単一の憲法規範をもっての政

治的自治。ロシアにおける諸州の問題は、こ
のように、しかも、ただこのようにのみ解決

されなければならない」。 
以上のスターリンの主張は、1913年の決

議を踏襲している（あるいは、そこにとどま
っている）。ところで、スタ全に収録された

『連邦制度に反対する』には、「1924年12
月」の日付がある「筆者の付言」が添えられ

た。要するに、「連邦国家制度に対して、当
時のわが党内で支配的であった、否定的な態

度を反映している」ことの釈明である。スタ
ーリンは言う、「レーニンの小著『国家と革

命』（1917年8月）のなかで、党は、レーニ
ンによって、『中央集権的共和国への』過渡

的形態としての連邦を許すことを認める方向
に、初めて重大な一歩を踏み出している。と

はいえ、この承認は多くの重大な留保条件を
つけている。……党は、10月の変革［ペレ

ヴォロート］ののちに初めて、国家の連邦制
という見地にしっかりと確定的に立ち、過渡
期におけるソヴェト諸共和国の国家制度に関

する自分自身の計画として、この見地をおし
出したのである」、と。 

このようにしてレーニン主義の修正が始ま
るのだ。『国家と革命』の当該箇所は、次の

ように述べている。「エンゲルスは、プロレ
タリアートとプロレタリア革命の見地から、

民主主義的中央集権制を、単一不可分の共和
国を主張している。彼は、連邦共和制を例外

で発展の障害物であるとみなすか、さもなけ
れば君主制から中央集権的共和制への過渡で

あり、一定の特殊な条件のもとでの『一歩前
進』であるとみなしている。そして、この特

殊な条件のうちでおもだったものは民族問題
である」。補足すれば、エンゲルスが「障害

物」とみなしているのは、USA東部とスイス
であり、「過渡」とみなしているのはドイツ

であり、「一歩前進」とみなしているのは、
「二つの島に四つの民族が住んでいて、議会

は一つなのに、今日でもすでに三種の法律制
度が並んで行われているイギリス」である。

また、「USAの広大な地域」では「必要
物」とみなしている。 

ここでスターリンを批判するのは本意で
はないので割愛するが、レーニンが『国家と

革命』の原則的見地を放棄したかに言うのは
間違っている。また、『国家と革命』で「初

めて」連邦制を認めたというのも、正しくな
い。すでに見たように、レーニンは、マルク

スのアイルランド論の紹介の中で、連邦制を
ベターな選択でありうることを強調している

（Bテーゼ3にも記述がある！）。 
【注　2月革命は、その発端が2月23

日の「国際婦人デー」であったこと
が示すように、まったく自然発生的だ
ったわけではない。「1917年の場合

は、メジライオンツィのイニシャティ
ヴで、婦人デー準備会がつくられてお

り、ボリシェビキ、メジライオンツ
ィ、イニシャティヴ･グループの代表

がこれに加わっていた」 というが、1

どれほどの影響力を持ったかは不

明。 
「ボリシェビキ党は、多くの工場の疾

「2月革命」　和田春樹 　江口朴郎編『ロシア革命の研究』所収　中央公論社　1968/111
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病共済組合理事会の多数を握り、書
記にインテリ党員をすえることに成

功して、ここを工場内の党活動の拠点
にした。……労働組合のなかでも、

14年にあった20組合……中ボリシェ
ビキは最大の金属工組合をはじめ14

組合の執行部を独占するに至ってい
た。また労働者教育団体の多くもボ

リシェビキが理事会をにぎっていた」
（同上）。 

大戦開始後、党幹部の動揺は大きか
ったが、「下部の労働者党員のなか

には動揺がすくなかった」（同
上）。「ペテルブルク市委員会の本格

的再建の足がかりを与えた」第一市
内地区委員会は、「のちに……レー

ニンの宣言『戦争とロシア社会民主
党』を読んで、自分たちは『手さぐり

で、党中央から切りはなされて進んで
きた』が、それでも『正しい道』を

歩んできたのだと誇っている」
（同）。その他、ペトログラードに

は、ラトヴィア人、リトヴァ人、エス
トニア人、フィンランド人のボリシ

ェビキ組織もあった。 
2月革命時の国内指導部＝中央委員会
ビューローのメンバーは、シリャプニ

コフ（金属工出身）、ザルツキー（プ
ラハ協議会に首都代表として出席した

労働者）、モロトフ（戦前の『プラウ
ダ』編集部で活動していたインテリ青

年）の3人（後の2人は流刑地からの
脱走者）。書記としてスタソワ。2月

27日の中央委員会宣言の原案を書い
たのは、ヴィボルク地区の活動家カユ

ーロフで、労兵代表による臨時革命政
府を呼びかけた。 

「中央委員会ビューローもふくめた3
月上旬の首都党組織のあいだには、

臨時政府の即時打倒をめざす急進派
（ヴィボルク地区委員会に多かったと

いう）、『……［ママ］のかぎり
で』臨時政府には『反対しない』と

する穏健派、原則的には臨時政府に
は反対であり臨時革命政府の創設を

めざすが、すぐさまの臨時政府打倒
闘争には慎重な態度をとった中間派

（中央委員会ビューロー）が存在し
た……。3月12日、カーメネフとスタ

ーリンが流刑地からかえってきた。前
者が『プラウダ』……編集局に、後

者が中央委員会ビューロー幹部会に
はいると、党中央の方針はそれまで

のビューローの方針から大きく『右
旋回』した」 。この状況を劇的に転1

換したのが、4月3日のレーニン帰国
である。】 

レーニンのいわゆる「4月テーゼ」は民族
問題に言及していないが、「4月テーゼ」に

肉付けした『我々の［全集訳『わが国の』］
革命におけるプロレタリアートの任務』（レ
ーニンによれば「全国協議会を前にして、私

の見解を宣伝するための政綱草案」）には、
次のような項目がある。 

「民族問題では、プロレタリア党は、ま
ず第一に、ツァーリズムによって抑圧されて

いるか、あるいは暴力的に編入ないし暴力的
に国家の境界内に引きとめられている、すな

わち併合されている、すべてのナーツィヤと
ナロードノスチが、ロシアから分離する完全

『ロシア社会民主労働党史』　加藤一郎　五月社　1979/111
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な自由をもつことを宣言し、それをただちに
実現するよう主張しなければならない。 

分離の自由の実際の実現を伴わないよう
な併合放棄の言明や声明や宣言は、すべて、

結局は、ブルジョアのナロード欺瞞か、小ブ
ルジョアのはかない願望になってしまう。 

プロレタリア党は、できるだけ大きな国
家［ステイト］の創設を目指している。なぜ

なら、それが労働者にとって有利だからであ
る。党は、諸ナーツィヤを接近させ、やがて

は融合させることを目指しているが、しか
し、強制によってではなく、ひとえにすべて

のナーツィヤの労働者と勤労大衆の自由なき
ょうだい的同盟によってこの目標を達成しよ

うとする。 
ロシア共和国が民主主義的になればなる

ほど、それが労働者･農民代表ソヴェトの共
和国として立派に組織されていけばいくほ

ど、すべてのナーツィヤの勤労大衆がこのよ
うな共和国に自発的に引きつけられる力は、

それだけ強力になるであろう。 
分離の完全な自由、最も広範な地方的

（および民族的）自治、細目にわたって成文
とされた少数民族［ナツィオナーリノエ･メ

ニシンストヴォ］の権利の保障――これが革
命的プロレタリアートの綱領である」。 

こうして、4月党協議会を迎えるのである

が、その直前に、ボリシェビキのペトログラ
ード全市協議会が開かれた（なぜかしら、こ

の二つの協議会の議事録が邦訳･刊行されて
いる）。そのペトログラード全市協議会で、

民族組織を解体すべきか否かという論議がな
された。諸民族組織代表の見解を紹介してお

く。 
アレクセーイ（だれか不明らしい）:リト

ヴァ人組織（ライオーン）を廃止し、その成

員が地方グループに加入することに賛成す
る。民族ごとにわけることは合流をさまた

げ、原則をやぶっている。…… 
ウーンシリフト（ポーランド王国･リトヴ

ァ社会民主党（SDKPiL））:ポーランド社会
民主主義者は、党生活に於いて民族的区別が

あってはならないことを支持する。……われ
われポーランド人は、民族への分割を一掃す

る、技術的に一掃する条項がくわえられるよ
う提案する。……この特殊な［ポーランド軍

編成の］問題について、われわれは独自の組
織を維持することとし、その他の問題につい

ては、われわれは合流すべきである。 
レット人（ラトヴィア人）組織代表：……

われわれはこの問題を、ここで決することな
く、組織（ライオーン）にうつすべきであ

る。私の考えでは、そのほかの問題では全党
と合流しながら、固有の問題は自分たちで決

める指導グループが、組織（ライオーン）に
のこされるべきである。さしあたり、われわ

れはこの問題を未解決のままにのこしておく
べきだ。 

フィン人組織代表:この問題はまだ組織
（ライオーン）で解決されていないので、全

フィン人の名においてかたることはできな
い。フィン人のあいだでは、民族党か国際党
かという問題は解決ずみである。われわれ

は、ロシア社会民主労働党の一支部であると
決定した。われわれは一民族の人間ではな

く、社会民主党の党員である。ピーテル［ペ
テルブルクの俗称］には2万8000のフィン人

がおり、その半数以上はロシア語がはなせな
い。もしわれわれが地区に加入するならば、

われわれは大衆をおいはらってしまうことに
なるだろう。もしわれわれが独立の組織（ラ

イオーン）として存続するとして、いかなる
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害があるのだろうか。……この問題を組織
（ライオーン）にうつすよう提案する。…… 

エストニア人組織代表：この会議では、
この問題を審議すべきではない。民族組織の

代表が、この問題についての組織の見解をも
っていないのだからなおさらである。民族的

要素にあたっては、自分のブルジョアジーと
のたたかいという活動があるのだということ

を考慮する必要がある。これらすべてを考慮
して、民族組織は存在すべきであると、私は

おもう。民族組織は党に加入すべきである
が、どのようにしてか――これはべつにきめ

る必要がある。 
結局、以下の決議が読み上げられた。

「⑴提案――ロシア社会民主労働党のペテル
ブルク組織の民族組織（ライオーン）につい

ての問題は、未解決のままのこし、民族組織
（ライオーン）の集会の審議にゆだねる。⑵

第一に、このように極度に重要な問題は、組
織（ライオーン）における事前の審議ぬきで

は解決できないのであるが、にもかかわらず
実際は議題にのせることすらなされていなか

ったこと、第二に、この問題の最終的解決は
全ロシア協議会においてのみ可能であるこ

と、これらを考慮し、ペテルブルク委員会に
全ロシア協議会への報告を提出するようゆだ
ね、この問題を全ロシア協議会まで延期する

ことを提案する。⑶ロシア社会民主労働党の
ペテルブルク組織にくわわっている、社会民

主主義者の民族組織の問題にかんして、協議
会はペテルブルク委員会にたいして、民族組

織代表者会議を招集し、次回の定例協議会に
その検討した結果を提出するように、提案す

る」。 
【注】ペテルブルク委員会は、全ロ協

議会で次のように報告している。「ペ

トログラードにはレット人、エスト
ニア人、リトヴァ人およびポーランド

人の民族組織が存在する。開戦時わ
れわれは、われわれの原則からはず

れて妥協してしまった。すなわち、わ
れわれはかれらに、個々に独立した

組織（ライオーン）をつくることをみ
とめたのである。……当時の条件の

もとでは、かれらが一般の地区に分
散するよりも、同志をこのようにして

活動にひきこむほうがよかったから
であり、……非合法という状況にさ

またげられて、ほかの結集方法がとれ
なかったからである」。 

　「ペトリコーフスキイの［全ロ協議
会の］ノートには、党綱領の改正問

題の審議の記述のあとに、つぎのよう
にかかれている。……部会は民族組

織の建設についての決議案を作成し
た。⑴民族的党細胞はみとめられ

（もしロシア語をはなさないのなら
ば）、共通の基盤で加入し、中央諸

機関の指導のもとに機関をつくるこ
と。いまははっきりとした規約を論

じる時期ではないので、決議案を検
討せずに中央委員会あるいは委員会
に決議案の作成を付託することが提

案された――党大会付託」（議事録
訳注）。 

　「ふつうライオーンとは、党規約に
もあるように、『地区』のことを意

味する。しかし民族組織のばあい
は、かならずしも地区としてまとまっ

ているとはかぎらないので、地区組織
に相当する民族組織という意味で、

『組織』と訳した」（同上）。な
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お、開戦後、ペテルブルクはドイツ的
ということでペトログラードと改称

された。 

ボリシェビキ第7回全ロ協議会は、4月
24～29日に開催された。民族問題（第8議

題）は、最終日に審議されている。4月協議
会で特筆すべきことの一つは、スターリンが

報告者として登場したことである。スターリ
ン報告は、決議案の説明であり、従って、ま

ず決議案を紹介しておく（パラグラフ番号は
便宜上ふったものであり、番号があるパラグ

ラフまでが決議案の全文）。 
⑴専制と君主制の遺産である民族的抑圧

政策は、地主や資本家や小ブルジョアジー
が、彼らの階級的特権を守り、様々なナロー

ドノスチの労働者を分裂させるために、これ
を維持している。弱小ナロードを従属させよ

うという志向を強めている現代の帝国主義
は、民族的抑圧を尖鋭化させる新たな要因で

ある。 
⑵資本主義社会において民族的抑圧を取

り除くことが可能な限りでは、それは、すべ
ての民族と言語の完全な同権を保障する、徹

底民主主義的な共和制と国家管理ものもとで
のみ可能である。 

⑶ロシアの構成に加わっているすべての

民族に対して、自由に分離し、独立の国家を
つくる権利を認めなければならない。このよ

うな権利を否認したり、この権利が実際に実
現されるのを保障する措置をとらないという

ことは、侵略または併合の政策を支持するの
に等しい。プロレタリアートが諸民族の分離

する権利を認めて初めて、様々な民族の労働
者の完全な連帯が保障され、諸民族の本当の

民主主義的な接近が促される。 

⑷今フィンランドとロシア臨時政府の間
におこっている紛争が、特にはっきりと示し

ているように、自由に分離する権利を否認す
るということは、ツァーリズムの政策をその

ままつづける結果になる。 
⑸民族の自由に分離する権利という問題

と、ある民族がある時期に分離することが目
的にかなっているかどうかという問題とを混

同することは、許されない。プロレタリアー
トの党は、この後者の問題を、一つ一つの場

合について、社会の発展全体の利益および社
会主義を目指すプロレタリアートの階級闘争

の利益の観点から、まったく独自に解決しな
ければならない。 

⑹党は、広範な州自治、上からの監督
［ナドゾール。英訳版スーパーヴィジョン］

の廃止、義務的な国家語の廃止と、自主管理
州および自治州の境界を、地域住民が、経済

や生活の条件、住民の民族的構成などを基礎
にして決定するよう要求する。 

⑺プロレタリアートの党は、いわゆる
「文化的･民族的自治制」、すなわち学校事

業などを国家の管轄から除いて、一種の民族
議会の手に移すという考えを、断固として拒

否する。文化的･民族的自治制［文庫に、
「この『文化的･民族的自治制』ということ
ばは、『この計画』ということばのかわりに

イ･ヴェ･スターリンが挿入したもの。――編
集者」との註あり］は、一つの地域に住んで

いる、それどころか同じ一つの企業で働いて
いる労働者を、どの「民族的文化」に属して

いるかに従って、人為的に分割するものであ
る。つまりそれは、労働者とそれぞれの民族

のブルジョア文化との結びつきを強める。と
ころが、社会民主党の任務は、世界プロレタ

リアートのインターナショナルな文化を強め
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ることにある。 
⑻党は、ある一つの民族のいかなる特権

も、少数民族の権利のいかなる蹂躙も無効で
あると宣言する基本法を、憲法のなかに含め

るよう要求する。 
⑼労働者階級の利益は、ロシアのすべて

のナツィオナーリノスチの労働者を、単一の
プロレタリア組織――政治組織、労働組合組

織、協同組合的啓蒙組織、その他――に融合
させることを要求している。このように、

色々なナツィオナーリノスチの労働者を単一
の組織に融合させて初めて、プロレタリアー

トは、国際的［メジドゥナロードヌイ］資本
およびブルジョア･ナショナリズムに対して

勝利する闘いを行うことができる。  1

スターリン報告は、「決議案について述べ

る前に、いくつかの前提を確認しておく必要
がある」として、まず、以下の説明を行って

いる。 
「民族的抑圧とは、被抑圧諸ナロードに

対する搾取と略奪の体制であり、帝国主義的
な連中によって行われている［この句は前の

句にもかかるのかもしれないが、あえてこう
した］被抑圧諸ナロードノスチの権利を暴力

的に制限しようとする措置のことである。
……第一の［ペールヴィ］問題は、あれやこ
れやの権力がその民族的抑圧の政策を行う際

に、どのような階級に依拠しているのか、と
いうことである。……様々な国における、ナ

ツィオナーリノスチに対する様々な態度とい
うのは、何によって説明されるのだろうか。

それは、それらの国の民主主義の程度の違い
によるのである。……民主主義化という場

合、我々は、権力についている一定の諸階級
の存在を考えるから、そのような観点からみ

れば、古いツァーリズム時代のロシアのよう
に、古い土地貴族が権力に近ければ近いほ

ど、抑圧はより強く、その形態もよりひどい
ものになるのだということができる。しか

し、民族的抑圧は土地貴族だけによって支え
られているわけではない。彼らと並んでもう

一つの勢力――帝国主義的グループがいる。
彼らは、植民地で身につけた諸ナロードノス

チの奴隷化の方法を自分の国の中にまで持ち
込んでいるのだ。こうして彼らは、土地貴族

との自然な同盟者となっている。彼らの後に
は、小ブルジョアジー、インテリの一部、上

層労働者の一部の者たちが続いている。彼ら
もまた略奪の果実にあずかっている。こうし

て民族的抑圧を支持する社会的諸勢力は、声
をそろえて合唱しているのだ。そしてその頂

点には、土地貴族と金融貴族が立っているの
である。本当に民主主義的な秩序をつくりだ

すためには、何よりもまず、その土壌を一掃
し、この合唱を政治の舞台から追放しなけれ

ばならない」。 
「前提」と言いつつ、これは、決議案

⑴⑵の説明である。すでに見たように、協議
会より前のスターリン論文には、「帝国主
義」は出てこない。この報告においても、基

調は「古い土地貴族」であり、「帝国主義」
はそれに接木されるにとどまる（この点を考

慮して、註で指摘した修飾句の位置を決め
た）。 

続いてスターリンは、決議案を読み上げ、
⑶～⑸を説明する。いわく、「第一の［ペー

　この決議案は、レーニン全集および文庫『帝国主義と民族･植民地問題』に収録されてい1

るが、レーニン全集年譜の「レーニン･スターリンの提出した決議案」というのが正確なとこ
ろと思われる。協議会でピャタコフは、「スターリンの決議」と呼んでいる。
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ルヴィ。御丁寧にも邦訳は『第二の』］問題
は、被抑圧民族の政治生活をどのようにうち

たてるのか、ということである。この問題に
対しては、次のように答えなければならな

い。すなわち、ロシアの構成に加っている被
抑圧諸ナロードは、ロシア国家の中にとどま

ることを希望するのか、あるいはロシアから
分離して独立国家となることを希望するの

か、という問題を自分で決定する権利を与え
られるべきである、と。現在、我々の前に

は、フィンランド･ナロードと臨時政府との
間で戦われている具体的な紛争がある。……

どちらの側に我々は立つべきなのか？　明ら
かにフィンランド･ナロードの側である。

……我々はナロード自決権の原則を掲げつ
つ、そのことによって民族的抑圧に対する闘

いを、我々の共通の敵、帝国主義に対する闘
いの高みにまで引き上げるのである。……被

抑圧ナロードノスチの分離権、自分たちの政
治的運命を決める権利を認めながらも、その

ことによって我々は、ある時期にこれこれの
民族がロシア国家から分離すべきなのかどう

か、という問題を解決しはしない。……ナロ
ードは分離する権利を持っているが、状況に

よってはその権利を行使しないこともありう
る。こうして、我々の側からいえば、プロレ
タリアートとプロレタリア革命の利益に応じ

て、分離に賛成か反対かの煽動をする自由が
残されているのである。……例えば、ザカフ

カスとロシアにおける一般的な発展と、プロ
レタリアートの闘いの一定の諸条件などを考

慮して、私個人としては、ザカフカスの分離
に反対するだろう。しかし、もしザカフカス

の諸ナロードがそれでも分離を要求するなら
ば、彼らはもちろん分離することになるだろ

うし、その際、我々からの反対に出会うこと
はないだろう」。 

さらに、スターリンは決議案を読み、残
りの部分を説明した。⑹に関していわく、

「ロシア国家の境界内にとどまりたいと欲し
ている諸ナロードについては、どうか？……

私は、ツァーリズムの打倒のあと、10分の9
の諸ナロードノスチが分離を望まなくなって

いると思う」、と。⑺に関連しては、「問題
は、資本主義の発展のために、ロシアの隅々

にちらばった人々のいくつものグループが各
所にばらまかれて、民族から切り離されてし

まった、という点にある」と述べている。⑻
の説明では、ナツィオナーリノエ･メニシン

ストヴォの他に、部分的短縮形のナツメニシ
ンストヴォをも用いている。⑼略。 

最後にスターリンは、次のようにまとめ
た。「㋑諸ナロードの分離の権利を認める。

㋺ある国家の境界内にとどまる諸ナロードに
は、州自治。㋩少数民族のためには、彼らの
自由な発展を保障する特別な法律。㋥ある国

のすべてのナツィオナーリノスチのプロレタ
リアのためには、単一不可分のプロレタリア
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集団［コレクティーフ］、単一の党」。 
用語の使いわけにはスターリンなりのルー

ルがあるのだろうが、よく分からない（「民
族」はすべてナーツィヤ） 。また、英語で1

も、ナツィオナーリノスチとナトードノスチ
の区別などは、できないと思う。  2

反対報告にたったのが、ピャタコフ（キエ
フ組織代表）である（スターリン以外は原文

テキストがないので、邦訳議事録による）。
ピャタコフはまず、次のように述べた。「報

告者［スターリン］は、ふるいかたちの民族
的抑圧にたいするたたかいを念頭においてい

る。それは、いわば封建時代の民族的抑圧に
たいするたたかいといえるだろう。……われ

われとしては、現代という観点から問題にち
かづき、抑圧とのたたかいと抑圧そのもの

を、ことなる観点からみている。すべての民
族問題は、諸民族間の正しい相互関係を確立

するという問題に帰結する。つまり、民主主
義が自分にとってのぞましいとみなすような

形態、すなわちわれわれがいまおかれている
状況のなかで、プロレタリアートの資本にた

いするたたかいにもっとも有利な条件をつく
りだすような形態を確立するという問題に帰

せられる」。 
そしてピャタコフは、以下の3点を指摘し

た。「まず、……現在われわれは、すべての
民族のあいだに緊密できってもきれない関係

が確立された、世界経済の時代にいるという
ことを断乎として強調する必要がある。……

経済の社会主義的な組織化のさいには、民族
の独立などはまったく不可能であり、だれに

とっても必要ではないのである。……したが
って、純粋に経済的観点からみれば、民族の

独立はふるくさい、実現不可能な、すたれた
要因なのである」。 

第二に、「近代にとってひじょうに特徴
的なのは、ブルジョアジーとプロレタリアー

トを二つの和解しえない陣営にわけている溝
である。……あたらしい社会の階級分化とい

う観点からみれば、……同志スターリンがも
ちだした問題の立て方は正しくない……。と

いうのは、同志スターリンは民族の意志をか
たり、階級の意志をかたらないで、純粋に形

而上学的に問題をたてているからである」。 
第三に、「この時代［近代］は、国家権

力の役割がちがっているという点において
も、同様にきわだっている。産業資本の時代

が自由主義的政策の時代に一致するとすれ
ば、現在では、組織された金融資本が直接、

国家権力をその手中におさめ、自分の政策、
帝国主義の政策を遂行するのである。また他

 この点について付記しておく。既述したように、スターリンはエンゲルスの民族発展論を継1

承し、ナロードノスチ→ナーツィヤという民族観をもっていた。ナロードノスチは、「民族体」
とか「準民族」とか訳され、ナーツィヤまで至っていない集団として理解されてきたが、日
本語の「民族」にはそのような概念も含まれていることを考慮し、本稿では上記の訳語を用
いていない。また、次のような記述を見つけた。「ナーツィヤとナロードノスチの両者をふ
くむときはナロードゥイ［ナロードの複数形］もしくはナツィオナーリノスチ［複数形］ま
たはナーツィイ［ナーツィヤの複数形］･イ［英語のアンド］･ナロードノスチ［複数形］を
使う」（『政治法律ロシア語辞典』　稲子恒夫　ナウカ　1992/1）

　ナツィオナーリノエ･メニシンストヴォ（複数形はナツィオナーリヌイエ･メニシンスト2

ヴァ）の部分的短縮形をスターリンは用いたが、究極の短縮形ナツメンという用語も生まれ
ている。「少数民族」については後述。
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方で、国家そのものもたんなる政治組織であ
ることをやめ、経済組織、国家企業となる。

……民族の経済的独立がのりこえられてしま
った要因である以上、現代においては、政治

的独立……もまた、のりこえられてしまった
要因である」。 

また、次のようにも述べた。「1905年に
は、分離運動はそれほど強くはなかったが、

革命的だった。しかし現在、『民族』ブルジ
ョアジーは、この運動を社会主義革命に反対

する闘争として展開している。……われわれ
はなによりもまず、分離運動に反対し、民族

国家のスローガンに反対し、そのような運動
にたいしてたたかう、という原則をうちたて

なければならない。もしそうであるならば、
『民族自決権』はその現実的な基礎をうしな

う」。 
「もしプロレタリアートの党が、ある地方

が実際に分離されるべきだとみなすのなら
ば、われわれは抽象的な自決権からではな

く、真に国際的な立場にもとづいて、その分
離を実現しようとするだろう。……問題はつ

ぎのようにのみたてられるべきである、われ
われは世界革命の路線を堅持する、と」。 

ピャタコフは、自らの決議案を読み上げ
た。それは以下のようになっている。 

まず、スタ決議案の⑴、⑵、⑹と⑻があ

り、続いて、次の2つのパラグラフが置かれ
る。 

「党は、しかし、これらの措置が実現して
も、民族問題が解決されるわけではないとい

うことを、あらかじめ明確にしておく。この
問題のただ一つの有効な解決方法は、『国境

を廃止せよ』というスローガンをかかげた社
会主義革命の方法である。なぜならば、この

方法によってのみ帝国主義、すなわち、民族

的抑圧の尖鋭化のこの新たな要因を一掃する
ことができるからである。 

党はまた、民族問題の反プロレタリア的
『解決』方式についても警告する」。 

次に、スターリン決議案の⑺があり、次
のように続く（少し長いが全文を引用す

る）。 
「党は、また原則として大国家的構成体を

小民族国家に分割することを拒否する。党は
あらゆる民族的抑圧に反対し、ブルジョアジ

ーがあれこれの民族を当該国家の枠内に暴力
的におしとどめることに反対して積極的な革

命闘争をおこなうが、同時に党は、被抑圧民
族のプロレタリアートとそれに隣接する住民

諸階層のあいだで、民族国家の形成は帝国主
義の時代、すなわち社会主義革命の前夜の時

代という状況下では、有害な反動的ユートピ
アであることを精力的に宣伝する。他方で国

際的プロレタリアートの党は、全ヨーロッパ
規模で多数派が党の側にたつばあい、もしあ

る民族の多数派の意志がそのプロレタリア的
少数派の意志とことなるならば、民族の多数

派の意志を尊重することはできない。 
以上の理由にもとづいて、ロシア社会民主

労働党協議会は、つぎのようにかんがえる。
すなわち、 
1）『民族自決権』は、どのようなはっき

りとした内容をもたないたんなる空文句でし
かなく、 

2）この空文句は、とくに、 
　㋑いわゆる被抑圧民族の居住する諸地

域において、 
　㋺帝国主義戦争の時代において、 

革命的社会民主党の隊列のなかにいるそ
の支持者が解釈しているよりも、つねにはる

かに広義に解釈されており、 
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3）民族問題における社会民主党の任務
は、諸民族間の相互関係を確立するうえで党

がそれに依拠することを必要とみなす諸原則
を決定することであって、抽象的諸権利の宣

言ではない、という理由によって、 
協議会は、自分には党綱領を改正する全

権がないとかんがえ、またこの問題の解明が
不十分であるとかんがえ、地方諸組織にたい

して、綱領改正問題が提起されるであろうつ
ぎの党大会にむけて準備するよう提案する。

協議会としては、党綱領第8項［条］をのこ
したままで第9項［条］をとりのぞき、その

かわりに、現実にロシア社会民主労働党が諸
民族一般の、とくに現在ロシア国家を構成す

る諸民族のどのような共存の諸形態を実現す
べきなのかについて、具体的にのべなければ

ならない、とかんがえる」。 
最後に、スターリン決議案⑼がくる。 

このピャタコフ決議案は、民族問題部会
（構成員不明）では、賛成7、反対2で採択

されていた。「これにたいしレーニンは、決
議委員会に自分の決議を採択させた」 。か1

くして、全体会議でピャタコフとレーニンの
論争が継続され、それは、公の場での初めて

の論戦でもあった。 
発言に立ったレーニンは、ロシア全体党と

ポーランド王国･リトヴァ社会民主党

（SDKPiL）との関係の歴史を紹介しつつ、
「ピャタコフの観点は、ローザ･ルクセンブ

ルクの観点のくりかえしである」、「『国境
を廃止せよ』というスローガンをかかげた社

会主義革命の方法とは、……『帝国主義的経
済主義』」であると、従来の主張をくりかえ

した。 
続いて発言したジェルジンスキーは、まず

レーニンの紹介した歴史を反駁した。
「1903年の第2回大会のとき、民族自決権

をどのように解釈するのかをめぐって、よう
やくこの問題がもちあがったのである。どの

ようにわれわれのスローガンを否定しようと
も、どのように社会民主主義者がすべての暴

力に反対だといおうとも、党はポーランドの
独立に賛成だということが『イスクラ』でか

たられれば、われわれとしては党にくわわる
ことはできなかった。なぜならば、この点は

つぎのように解釈することができたからであ
る。すなわち、このスローガンをかかげるポ

ーランド労働者は熱烈な反動家である、と。
当時ポーランドでは、分離の支持者はブルジ

ョアジーであり、このスローガンをかかげる
ものは排外主義者や民族主義者だったからで

ある。1906年、そのときまでは、いまいわ
れているような民族問題の解釈はなかった。

われわれは、綱領から『民族自決権』を削除
することについて、まったく問題を提起しな

かった。われわれにとってこの項目は無害だ
ったのである。というのは、この項目は一般

的なものだったからである。1906年に統一
大会が民族問題にかんして具体的な回答をあ

たえたとき――すなわちポーランドの自治
――、われわれは党にはいらなければならな
かったし、そうすることができた。1906年

以降、この問題はおこらなかった。ごく最近
になって、これは外国で、外国の文献のなか

「ロシア革命と一党制の形成」　高岡健次郎　『スターリン問題研究序説』所収　大月書店　1977/121
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で強調されはじめた」。  1

そしてジェルジンスキーは、次のように述

べた。「フィンランド、ポーランド、ウクラ
イナ問題について、どのように解釈するのか

ということについて、諸君のはっきりとした
回答をポーランドの労働者がまちのぞんでい

るときに、諸君はこたえる、『民族自決権』
と。すなわち、諸君はかれらの意志を決定し

てしまう。いったい民族とはなにか。ほんと
うに民族とはなにか単一のものなのか。民族

の意志というものは、社会主義体制になって
はじめて、資本家の抑圧が一掃されるか、あ

るいは粉砕されるかしたときに、はじめてあ
らわれうるのではないか。そのときこそ、ほ

んとうの多数の意志が人民の真の意志となる
のである」。「同志レーニンは、諸君は具体

的な回答をあたえているのかとたずね、あた
えていないといっている。そうではない、わ

れわれはあたえているのだ。われわれの具体
的な回答はこうだ。民族的抑圧は、国家の完

全な民主化のもとでのみ、社会主義をめざす
たたかいによって廃絶できる。一方、分離主

義的志向が、まさに社会主義とたたかおうと
する志向なのである。われわれは、具体的に

民族自決権に反対する。われわれはフィンラ
ンドの問題になんとこたえるのか。われわれ
はいう、フィンランドにとってほんとうに分

離が必要なのかどうか検討しなければならな

い、と。……われわれの任務、ただ一つの方
法は、ロシアの民主化のために、この恥ずべ

き政府――この政府はフィンランド民族の意
志を強圧的にまげさせようとしている――の

廃止のために臨時政府とたたかうことであ
る」。 

スターリン決議案支持の立場から発言し
たのが、ジノビエフであった。彼は言う、

「われわれは自決に、分離権に賛成すべきで
ある。植民地にかんしていうかぎり、われわ

れはこの問題を、帝国主義との関連でたてて
いる。……社会革命をつよめ、燃えたたせる

ために、すべての東方を蜂起させるために、
世界革命の支援に被抑圧民族を蜂起させるた

めに、われわれはつぎのようにこたえなけれ
ばならない。『帝国主義者はこれらの植民地

から手をひけ、いっさいの賠償金なしに。』
このように、われわれは社会主義革命につい

ての問題をたてるのである」、と。 
最後に発言に立ったのが、マハラゼ（チフ

リス組織代表）である。彼は、ジョルダニア
とともに、1890年代初頭に社会主義サーク

ルをつくった最古参の活動家であり、後に、
「グルジア問題」の主役の一人となったこと

からも、その発言は、やや詳しく紹介する。
マハラゼは、次のように発言を始めた。 
「同志ジノビエフはその演説のなかで、民

族自決権に反対する同志たちは、多くのばあ

　議事録訳注には、次のようにある。「ポーランドの自治の承認は、ポーランド王国･リト1

ヴァ社会民主党（SDKPiL）とロシア社会民主労働党の合同についての協定案で規定された。
これはロシア社会民主労働党第4回（統一）大会にむけて、ロシア社会民主労働党統一中央委
員会とポーランド王国･リトヴァ社会民主党（SDKPiL）の代表とで準備され、大会で審議さ
れた（『ロシア社会民主労働党第4回大会議事録』モスクワ、1934年、35～36頁、423～431
頁）。大会で採択された『ポーランド王国･リトヴァ社会民主党（SDKPiL）とロシア社会民
主労働党との合同の条件』には、ポーランドの自治の承認事項はいれられなかった（『ソ連
邦ＣＰ大会･協議会･中央委員会総会決議･決定集』第7版、第1部、1954年、132～133頁を参
照）」。これが、本章34頁の真相なのであろう。
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い、この問題を書斎のなかで解決するような
人たちである、といった。しかし私は、つぎ

のようにいわなければならない。逆に、同志
ピャタコフがのべた観点にたつような同志た

ちこそ、まさに毎日の生活の実践のなかで、
このいまいましい問題とぶつかっていること

だけからしても、この問題を書斎のなかで解
決するようなことはできなかったのだ、と。

……この協議会では、この問題をしかるべく
十分に解明する機会がなかった……。……同

志レーニンや同志ジノビエフによってここで
提起されたような側面から、この問題が合法

的な定期刊行物で検討されたことは、いまま
でにはないということを考えにいれて、協議

会がこの問題について、あまりにも性急な決
定をくだしはしないだろうと、私はふかく確

信している。……問題は、一般的な印刷物の
なかで、この問題がまだ十分にはあきらかに

されていないということにある」。 
続いてマハラゼは、内容に入る。「綱領の

第9項［条］には『民族自決権』とあり、そ
れ以上にはなにもない。……この公式は、被

抑圧民族を暴力的におしとどめることを否定
するという意味に解釈され、民族的抑圧の否

定という意味で暗黙のうちに了解されていた
のである。この一般的な定式化についてほか
の解釈はなかったし、予想もされなかった。

いまになってわれわれには、このあたらしい
解釈が提起されている。ほんとうに『民族自

決権の承認』という原則から、……その支配
下にある国からのある民族の完全な政治的分

離というようなことがひとりでにでてくるの
だろうか。われわれはいま、そのような解釈

はまったくうけいれることができないし、す
くなくとも、まさにこれら少数被抑圧民族の

代表者であるものにとってはそうであるとい

うこと、これこそを、私はいいたい。この協
議会に出席している同志のなかで、ここでは

じめてともに民族問題を討議し、しかも自身
が被抑圧民族の代表である者たちは、ほとん

どすべてが、ここで同志ピャタコフによって
定式化された決議に一致して同意していると

いう事実は、ひじょうに特徴的である。……
現在われわれには、民族問題をつぎの観点か

ら決定するよう提起されている。すなわち、
われわれが大ロシア排外主義の支持者や併合

主義者とみなされないように、無条件で国家
から完全に分離する民族の権利を承認するこ

とを決定する、というわけである。……われ
われにたいしてすきなように中傷することは

できる。しかし問題はそこにあるのではな
く、この抽象的な『民族自決権の承認』とい

う命題が、ここでは無条件にうけいれられて
しまうという点にあるのだ。この要求を提起

する同志たちは、しかしながら、それを最後
まで主張しつづけることはできない。かれら

はいう、『この定式を確立したとしても、ま
だそれは完全な分離を意味しない。ある具体

的なばあいに、分離することができるのか、
また必要なのかどうかを検討する必要があ

る』と。だから、ここではすでにほかの命題
がたてられているのである。すなわち、それ
ぞれのばあいに、ある民族によってとられた

ある決定を、プロレタリアートの党の観点か
ら検討し判断することが必要だというわけな

のである。私は諸君に、この第二の命題につ
いてよくかんがえてもらいたい。ほんとうに

それは、第一の命題からでてくるのだろう
か。……第二の命題にたいしては、私は諸手

をあげて賛成する。私は、ここでは、プロレ
タリアートの統一という観点からみたプロレ

タリアートの利益が問題になっていると理解
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している。しかし、抽象的で根拠のない命題
が考察されている決議のその部分では、同志

スターリンの決議は、その説得力をうしなっ
てしまっているのだ。……われわれが、自分

の民族の分離主義的な志向に反対してたたか
っているとしたら、たとえば少数民族の混合

が極限にまで達しているザカフカスでは、こ
のばあいはなにをなすべきなのか、私は諸君

にききたい。……民族自決というスローガン
を提起しながら、われわれはなにをしている

のか。われわれはだれに切り札をくばってい
るのか。民族的自治を主張している者にか、

あるいは民族主義的志向とたたかっている者
にたいしてなのか。一般的なスローガンを宣

言するのはけっこうである。しかし、まずい
かにそれを実現するのかとかんがえなければ

だめだ。……フィンランドについてかたられ
た。もしフィンランドの党がわれわれに『わ

れわれは分離を欲する』といったとしても、
いったいなんの支障があるのか。この党はわ

が党に従属しているわけではないではない
か。これは、プロレタリアートの意志であ

る。この決定がどれだけ目的にかなっている
のかは、別問題である。ノルウェーのスウェ

ーデンからの分離が、そのプロレタリアート
に利益をもたらしたということは、まだだれ
も証明していない」。 

マハラゼは、こうしめくくった。「同志諸
君は、この問題について性急な決定をおこな

わないでほしい。この問題は多くの同志にと
ってあたらしい、実践においてよくしられて

いない問題なのである。民族問題のただ一つ
の正しい解決は、社会体制のもっとも徹底的

な民主化である。民族問題は社会主義体制に
おいてのみ解決される。民族国家は現在では

過去のものであり、未来のものではない」。 

ピャタコフの結語：「……もし『民族自決
権』という定式が民族的抑圧にたいしてむけ

られ、たんにこれを否定するという定式であ
るならば、われわれは反対しないだろう。し

かし同志レーニンは、さらに一歩すすむ。彼
はいう、民族運動にたいしてわれわれは中立

的な立場をとる、と。同志ジノビエフはさら
にもう一歩すすんでいう、民族運動は進歩的

である、と。われわれの考えでは、小ブルジ
ョア的で排外主義的で分離主義的な方針は、

プロレタリアートの方針をだいなしにしてし
まう。だから私は党に、この問題を審議する

よう提起するのである。これは十分に審議す
る必要がある」。 

スターリンの結語:「二つの決議はだいた
い一致している。同志ピャタコフは、我々の

決議からすべての項目を書き写している、た
だ一つ――『分離権の承認』を除いてだが。

二つに一つである。……いまフィンランドに
は、民族的自由の保障をめざした運動があ

り、臨時政府はそれに対して戦っている。
……ここでははっきりと、どちらに賛成する

のかをいう必要があり、単に権利の確認にと
どまることはできない。アイルランド独立の

ための運動がある。……我々は、抑圧と闘っ
ているナロードを支持するのか、それとも彼
らを抑圧している階級を支持するのか……社

会民主党は、社会主義革命の路線を堅持する
限り、帝国主義に反対する諸ナロードの革命

運動を支持しなければならない……。我々
は、民族的抑圧に抗して決起した諸ナロード

のなかに、社会主義革命の前衛のための後衛
をつくりだすことが必要だと考えるのか、

――そのとき我々は、西洋と東洋の間に橋を
かけるのであり、そのとき我々は、実際に世

界社会主義革命の路線を堅持していることに
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なる。あるいは、我々はそうしないのか、
――その場合には、我々は孤立し、被抑圧諸

ナツィオナーリノスチのなかのあらゆる革命
運動を、帝国主義を絶滅するために利用する

という戦術を放棄してしまうことになる。
……」。 

マハラゼは、問題を取り下げ、どのような
決定も行わないという動議を提出した。それ

は、賛成21、反対42、保留15。スターリン
決議案は、56対16対18。ピャタコフ決議案

は、11対48対19。他の決議では反対票がほ
とんどなかったことを鑑れば、民族問題決議

で票が割れたことは、レーニン民族問題論に
よってボリシェビキが統一していたわけでは

ない事実を示しており、さらにいえば、「小
民族の観点」では片づけられない問題を孕ん

でいたといえよう。 
マハラゼ等が問うたのは、ロシア全体党の

メンバーである被抑圧民族の活動家にとって
の具体的方針であった。そして彼らは、ロシ

ア全体の革命を通しての「地域」の革命を志

向していた。これに対しスターリンは、自決
権の検討を捨象し、フィンランド、アイルラ

ンドにおいてどちらを支持するかの問題にす
りかえている。スターリンのこの混乱は、

「とどまることを欲しない民族には自決権、
とどまることを欲する民族には地方自治」と

いうように、「形而上学的に問題をたててい
る」ことに起因する。  1

理由は不明だが、レーニン全集では、西
暦5月1日から『イスクラ』等の日付が「西

暦（露暦）」の形式に変更されている（スタ
ーリン全集には変更がない）。本稿では露暦

を続ける。 
6月3～24日、第1回全ロ労兵ソヴェト大

会が開かれた。後出の「ロシア諸ナロードの
権利宣言」に、「第1回ソヴェト大会はロシ

アの諸ナロードの自由な自決権を宣言した」
とあるが、資料がない。「大会は全ロシア民

族の自決権を承認した。しかし、このあいま
いな権利にたいする鍵を被抑圧民族自体にあ

たえないで、将来の憲法制定会議にあたえ

　戦争についての決議に関する報告の中でレーニンは「併合を放棄するという現在の政府の1

約束、すなわち他国を征服したり、あれこれの民族を暴力的にロシアの境界内におしとどめ
るようなことはしないという約束……」という決議のくだりを読んだ後に、次のように説明
している。「『併合（アネークシヤ）』という言葉は外来語なので、我々は、カデット党も
小ブルジョア的民主主義者の諸党（ナロードニキとメンシェビキ）も与えることのできなかっ
た正確な政治的定義を、それに与えている」、と。決議の続きには、次のような一文もある。
「実際の併合の放棄とは、すべての略奪的な秘密条約をただちに公表して破棄することであ
り、またすべての民族に、彼らが独立国家となることを望むのか、それともどれかの国家の
構成に加わることを望むのかを、自由な投票によって決定する権利を直ちに与えることであ
る」。 
　中央委員会選出については、「何人にするか」の議論（レーニンは13人を提案、その他、こ
れまで通りの9人、15人と、三通りの案が出たが、9人に決定）や、候補者の審査（レーニンと
ジノビエフは無審査）があったが、以下のメンバーが選出された（得票順）。レーニン、ジノビ
エフ、スターリン、カーメネフ、ミリューチン、ノギーン、スヴェルドロフ、スミルガ、フョー
ドロフ。ブハーリンは日本経由で帰国し、シベリアあたりにいたと思われる。
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た」 、「臨時政府支持と民族自決権を決1

定、ただし憲法制定会議召集前の民族問題の

一方的解決を非難」 、というのが、みつけ2

た記述。 

また、「ボリシェビキはすべての基本的
な問題で自分たちの決議案を出した」（レー

ニン全集訳注）というが、これも資料なし。
「全権力をソヴェトへ」という提案は否決さ

れた。レーニンは、臨時政府に対する態度と
戦争についての二度にわたって演説してい

る。ツェレテリ（通信大臣）が「現在ロシア
には全権力をひきうける政党は存在しない」

と発言したのに対し、レーニンが「ある」と
答えたエピソードもある。大会は結局、臨時

政府の「6月攻勢」を承認した。 
大会開催中、いわゆる「6月デモ」が予

定され、ツェレテリは、「ボリシェビキを武
装解除せねばならぬ」と叫び、「あらゆる武

装行動は……ソヴェト決議によってのみ行い
うる」との決議が行われている。決議採択の

前に、ボリシェビキは抗議退場した。ソヴェ
ト大会が指定した6･18デモでは、ボリシェ

ビキのスローガンが多かったといわれてい
る。ソヴェト内部の対立が深まり、表面化

し、「7月事件」――ボリシェビキへの弾圧
に至る。 

7月26日～8月3日に開催されたボリシェ

ビキ第6回党大会は、主要幹部が欠席（逮捕
や地下潜行）したこともあり、詳しくはわか

らない。「主要な政治報告をするのは、スタ
ーリンならびにブハーリンの役になっ

た」 とあるが、このブハーリンの報告がわ3

からないのである。コーエンは、「勝利した

労農政府の前には、革命戦争――即ち、未だ
勝利していないプロレタリアたちへの武装援

助――の宣言が日程にのぼるだろう。
……」 とのブハーリンの引用をしている。 4

「スターリンは、6回大会への報告の中
で、戦争を継続すべきか停止すべきかという

問題についてはこれを分析したが、『革命戦
争』の展望については完全に黙殺した。ブハ

ーリンによって提議された革命戦争に関する
決議は、『われわれは、革命戦争を遂行する

ように軍隊に命じようなどと主張すること
は、決してできない』という現実主義的理由

によって、委員会で手加減を加えられ
た」 。 5

大会は、「全権力をソヴェトへ」のスロ
ーガンをおろし、武装蜂起を目指すことにし

た。また、この大会で、メジライオンツィが
合流している。中央委員会は21人に増員さ

れたが、新メンバーとしては、ブハーリン、
ジェルジンスキー、コロンタイ、クレスチン

スキー、ルイコフ、シャウミャン、トロツキ
ー等があげられる。 

【注　次のスターリンの発言は、記
憶されるべきであろう。プレオブラ
ジェンスキーが、スターリンの決議案

「平和と社会の社会主義的改造との
方向に国家権力を向けるために」

を、「平和と、西欧にプロレタリア
革命がある場合には社会主義の方向

『ロシア革命史』　トロツキー　岩波文庫　2000/71

『ロシアの20世紀』　稲子恒夫　東洋書店　2007/42

『ボリシェビキ革命』　カー　みすず書房　新装版1999/33

『ブハーリンとボリシェヴィキ革命』　コーエン　未来社　1979/14

『ロシア共産党党内闘争史』　ダニエルズ　世界思潮社　19755
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に国家権力を向けるために」と書きか
えなければ、「すでに採択されてい

るブハーリンの決議との不一致が生ず
る」と修正提案をしたのに対し、ス

ターリンは、修正に反対し、「他な
らぬロシアこそが社会主義への道を

切り拓く国となる可能性が、ないわ
けではない。……ヨーロッパだけが

我々に道を示すことができるとい
う、古くなった観念をすてなくては

いけない。教条主義的マルクス主義と
創造的マルクス主義とが存在する。私

は後者の地盤の上に立っている」と
回答した。】 

8月13日付『プロレタリー』に掲載された
スターリン論文「反革命とロシアの諸ナロー

ド」から、少しだけ引用しておく。「何人
も、諸民族の内部生活に強制的に干渉し、力

でもって彼らの誤りを『ただす』権利はもっ
ていない。諸民族は自分たちの内部生活の諸

問題で絶対権をもっており、彼らは自分たち
の希望通りに身を処する権利をもっている。

これが、革命によって宣言され、そして今は
反革命によって踏みにじられている、ロシア

諸ナロードの基本的な要求である。……民族
的抑圧からの解放の問題は、権力に関する問
題である。民族的抑圧の根源は、地主と帝国

主義的ブルジョアジーとの支配にある。権力

をプロレタリアートと革命的農民の手に渡す
こと、――これは、すなわち民族的抑圧から

のロシア諸ナロードの完全な解放を達成する
ことを意味する」。 

＜9＞党綱領改正作業と 
1919年綱領 

ここで扱う党綱領改正作業は、もちろ
ん、民族問題に限る。取り上げるレーニンの
文献は、ほとんどが文庫『党綱領問題』（訳

文は全集と同じ）に収められている。 
4月協議会のためにレーニンが書いた党綱

領改訂暫定案では、次のように述べられてい
た。「第3条――次の言葉をつけ加える。州

および地方の自主管理機関の決定や行動に対
する、上からのナドゾールまたはコントロー

リの排除」。  1

第9条については、次に見る『党綱領改正

資料』とまったく同じ案文が示された。 
4月協議会における党綱領改正についての

決議は、最後に次のように述べている。「協
議会は中央委員会に対して、以上の点［略］

にもとづいて、党大会の承認を得るために提
出することを目標に、2ヵ月以内に草案を作

成することを委ねる。協議会は、党のすべて
の組織、すべての党員に対して、様々な綱領

草案を検討し、修正し、対案を作成するよう
呼びかける」。 

　「コントローリ（監督）が横または下からの点検という意味にたいし、ナドゾールは上か1

らの見張りという意味」（『政治法律ロシア語辞典』稲子恒夫　ナウカ　1992/1）。「コン
トローリは、語源のフランス語コントロールと同じく、他の人または機関の行為が適当かど
うかを点検し、その是正を指示することを意味する。これにあたる日本の法令用語は監督で
ある。……コントローリを統制と訳す例が多い［よく知られているのは『労働者統制』『統
制委員会』］が、法令用語としての統制は、『通常、公権力に基づき、人間の行為、不行為
その他の生活関係について、当事者の意思に外部的な規制を加えて、一定の方向を取らせる
ことを意味する』（『法律類語難語辞典』林大／山田卓生編　有斐閣　新版1998/12）」
（同）。これに従えば、上の訳は、「監視または監督」とでもなろうか。
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6月に発刊された小冊子『党綱領改正資
料』でレーニンは、以下のように述べた（原

則的部分については省略）。「最小限綱領で
は、初めの部分を全文削除して……、次の文

章に代える。……ロシアがいま際会している
時機には、プロレタリアートの党にとって直

接の任務となっているのは、一般に経済的発
展と人民の権利とを、また特に、最も苦痛の

少ないやり方で社会主義に移行する可能性
を、最もよく保障するような国家制度のため

に闘うことである。プロレタリアートの党
は、ブルジョア議会主義的な民主共和政にと

どめることはできない。……党は、もっと民
主主義的なプロレタリア的農民的共和制を目

指してたたかう」。ここに、コンミューン的
原則が列記され、「人民代表ソヴェト（様々

な階級および職業の、また様々な地域の）」
の規定が入る。 

そして、「ロシア民主主義共和国の憲法
は、次のことを保障しなければならない」と

続く。関連する条項を抜粋しよう（斜字体が
削除部分、下線部が付加部分）。 

「第3条：広範な、地方の自主管理。固有
の生活条件および住民の構成によって区別さ

れるような地方のために、州の自主管理。国
家の任命によるすべての地方と州の官庁の廃
止。」 

第7条はもとのままで、「身分の廃止と、
性･宗教･人種･ナツィオナーリノスチの差別

なくすべての市民の同権。」 
「第8条：住民は母語で教育を受ける権利

をもつ。この権利は、国家と自主管理機関と
の費用で必要な学校を設立することで保障さ

れる。すべての市民は集会において母語で話
す権利をもつ。すべての地方公共機関および

国家機関において国家語と並んで母語を採用

する。義務的な国家語の廃止。」 
第9条は、次のように書きかえられる。

「国家の構成に加わっているすべてのナーツ
ィヤに対する、自由に分離し自身の国家を形

成する権利の承認。ロシア･ナロードの共和
国は、他の諸ナロードと諸ナロードノスチを

自国に参加させるには、暴力によらずに、も
っぱら、共同の国家をつくろうという自発的

な合意によらなければならない。万国の労働
者の統一ときょうだい的同盟は、直接と間接

とを問わず、他の諸ナロードノスチに対する
暴力とあいいれない。」 

以上のレーニン改正案に加えて、ミリュー
チン、ソコリニコフ、ロモフ、スミルノフ、

ブハーリン、ラーリンなども意見を発表した
ようであるが、資料がない。 

6回党大会は、4月協議会の決議を承認す
るとともに、「近い将来、党の新綱領を作成

するための特別大会を招集するという決定を
採択した。……9月の前半に、レーニンは中

央委員会で、綱領を採択するための『狭い大
会』の招集を提案した。9月20日の中央委員

会決定によって、10月17日に臨時大会の召
集が予定された。10月5日の中央委員会決定

によって、大会の招集は幾多の条件によって
短期間ひきのばされ、党協議会［まったく不
明］をもってそれに代えた」（文庫訳注）。

レーニン全年譜によれば、10･5中央委員会
は、「党綱領草案の準備のために、彼［レー

ニン］を責任者とする小委員会を選出」。 
10月（上旬？）に発表されたレーニン論

文『党綱領の改正によせて』（以下の引用は
これ）は、ソコリニコフ、ブハーリン、スミ

ルノフ、ラーリンの意見を論評したものであ
る。 

「同志ソコリニコフは、この［帝国主義
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の］解明と評価をいわばバラバラに与え、帝
国主義の様々な標識を綱領の色々の節にわり

ふる方が適切であると、主張している」。た
だし、レーニンはこれを批判しつつも、次の

ように述べた。 
「彼［ソコリニコフ］は、技術上の進歩

と、女性や児童の労働の使用の増大を述べて
いる節に、『並びに、後進国から移入される

未熟練の外国の［イノゼームヌイ。“廃れつつ
ある語”となっている］労働者の労働』（を

使用する）という言葉をつけ加えるよう提案
している。これは、貴重な、また必要な補足

である。まさに帝国主義にとりわけ特徴的な
ことは、後進国から来た低賃金の労働者の労

働をこのように搾取することである。富裕な
帝国主義的諸国の寄生生活は、ある程度ま

で、まさにこの搾取に基礎をおいている。こ
れらの国々は、『安価な』外国の［イノスト

ラーンヌイ］労働者の労働を飽くなき、かつ
恥知らずなやり方で搾取しながら、より高い

賃金で自国の一部の労働者までも買収する。
これには、『低賃金の』という言葉と、さら

に『また、しばしば無権利［文庫は『無』が
脱落している］の』という言葉を補うべきで

あろう。というのは、『文明』諸国の搾取者
は、移入された外国の労働者が無権利である
という事情を、常に利用しているからであ

る」。 
さらにレーニンは、以下のように述べてい

る。「植民地や弱小民族の略奪によって寄生
的な仕方で儲けている一握りの最も富裕な帝

国主義的諸国が分離した［という］……帝国
主義の極めて重要な特質……は、帝国主義的

略奪をこうむっており、帝国主義的巨大国
（ロシアのような）のために分割され圧殺さ

れる脅威に面している国々で、深刻な革命運

動の発生をある程度まで容易にしており、こ
れに反して、多くの植民地や他国を帝国主義

的に略奪し、それによって自国の住民の非常
に大きな部分（比較的にいって）を帝国主義

的獲物の分け前にあずからせている国々で、
深刻な革命運動の発生をある程度まで困難に

している」。これは、新しい認識といえよ
う。 

他方、ブハーリンとスミルノフは、「最小
限綱領を全文削除せよ」と提案した。「最大

限綱領と最小限綱領とに分けるやり方は『古
くさくなった』。社会主義への移行が問題と

なっている以上、……最小限綱領はいらな
い。じかに社会主義への過渡的方策の綱領を

出せ、と」。 
これを反駁し、レーニンは次のように述べ

ている。「これが空自慢だというのは、まず
権力を獲得しなければならないのに、我々は

まだ権力を獲得していないからである。まず
社会主義への過渡的方策［銀行とシンジケー

トの国有化など］を実際に実現し、我が国の
革命を世界社会主義革命の勝利までやり遂げ

なければならない。そうして後初めて、……
もはや不必要なものとして最小限綱領を削除

することができるし、また削除しなければな
らない」。「我々がまだブルジョア制度の枠
内に生活している間は、我々がまだこの枠を

破壊しておらず、社会主義への移行の基本的
な条件を実現しておらず、敵（ブルジョアジ

ー）を粉砕しておらず、また例え粉砕して
も、絶滅していない間は、最小限綱領は必要

である」。 
またブハーリンは、「国際的政党のための

単一の綱領」の問題を提起したが、省略。 
「最後に」としてレーニンは、自分の改正

案の第9条について説明した。「この条項は
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二つの部分からなっている。第一の部分は、
自決権の新しい定式を与えている。第二の部

分は、要求ではなくて宣言を含んでいる。
……一般的にいえば、綱領に宣言を入れるべ

きではないが、しかし、ここでは、通則から
の例外として、そうする必要があると私には

思える。たびたび誤解のきっかけとなった自
決という言葉を、私は、『自由に分離する権

利』というまったく正確な概念と代えてい
る。……権力を獲得したなら、我々は、……

およそツァーリズム（と大ロシア人ブルジョ
アジー）によって抑圧されてきたどのナロー

ドノスチに対しても、ただちに無条件にこの
権利を承認するであろう。しかし、我々の方

としては、分離を希望しているわけでは決し
てない。我々は、できるだけ大きな国家を希

望し、大ロシア人に隣り合って住んでいる諸
ナーツィヤ［『国民』とも訳しうるところな

のでナーツィヤにした］のできるだけ多くの
ものとの、できるだけ緊密な同盟を希望して

いる。……だが、我々は革命的な結合［ソエ
ヂネーニエ］を希望する。だから我々は、あ

らゆる国家一般の結合というスローガンをか
かげない。なぜなら、社会革命が日程にのぼ

せているのは、社会主義に移行した、また移
行しつつある国々、解放を達成しつつある植
民地等々だけの結合だからである。我々は自

由な結合を希望する……（分離の自由のない
結合は、自由な結合とは呼べない）。ツァー

リズムと大ロシア人ブルジョアジーが、その
抑圧によって、隣接諸ナーツィヤの心に大ロ

シア人全体に対するおびただしい憤怒と不信

を残しているだけに、分離の自由を認めるこ
とはなおさら我々の義務となっている。そし

て、こういう不信は、言葉ではなく、行為に
よって吹き散らさなければならない。しか

し、我々は結合を希望しており、そのことを
言わなければならない。雑多な民族からなる

国家の党の綱領の中でこのことを述べるとい
うことは、極めて重要なので、そのため、普

通のやり方からはずれることが必要になり、
宣言を取り入れることが必要になる。ロシア

（大ロシア……）ナロードの共和国が他の諸
ナーツィヤを自分の味方に引き付けること

を、我々は希望している。だが、どうやって
か？　暴力によってではなく、もっぱら自由

意志に基づく合意によってである。そうでな
ければ、万国の労働者の統一ときょうだい的

な同盟は損なわれる。ブルジョア民主主義者
とは違って、我々は、諸ナロードの友愛では

なくて、すべてのナロードノスチの労働者の
友愛というスローガンをかかげる。なぜな

ら、我々はすべての国のブルジョアジーを信
頼せず、彼らを敵と見ているからである」。 

追記でラーリンの見解に言及しているが、
省略。なお、この論文で、サモウプラヴレー

ニエ（セルフガヴァメント）が珍しく「自主
管理」と訳されている。 
以上が、10月革命までの経緯であった。  1

10月革命後、綱領改正作業は中断を余儀

なくされた。存亡をかけた講和問題に直面し
たからである。講和論争については本稿第一

章（未公開）で詳述したので割愛するが（民

「ボリシェビキ自身は1920年代半ばまで、10月革命のことを……『ペレヴォロート』と呼1

んでいた」（メイリア『ソヴィエトの悲劇』）。このことは前出のスターリン論文でも確認
できる。ペレヴォロートにあたる英単語はキャタクリズムで、「（政治的･社会的な）大変動」
「破壊（的な変化）」という意味（地質学用語としては「地殻の激変」）。ただし、ペレヴォ
ロートは「クーデター」と訳されることもある。
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族問題に関連する限りでは次章で言及す
る）、次の点だけは確認しておかれたい。す

なわち、「ドイツ革命が近い将来、何週間と
いうほどの最短期間に始まるであろう」とい

う見通しだけを、あるいは「自分の理解と願
望」を、戦術の基礎にすることはできない、

とレーニンが主張したことである。より敷衍
するならば、「具体的な問題に対する答え

を、わが国の革命の基本的性格に関する一般
的真理の単なる論理的展開のうちに求めよう

とするやり方は、マルクス主義の俗流化で
あ」（『ロシアにおける資本主義の発展』

1907年序文）るということに他ならない。
この戦術上の思想が、レーニンを、他のマル

クス主義者と区別している（懐かしい言い方
をすれば、戦略主義とは異なるということで

ある）。  1

1918年1月19日中央委員会会議のレーニ

ンのメモには次のようにある。「レーニン
は、党綱領は2月15日までは用意ができない

ことを指摘して」、1月20日に協議会を開く
こと、その構成は、中央委員会の他に、モス

クワ･グループ（ソコリニコフ、ブハーリン、
オシンスキー、ストゥコフ）、フェニクシテ

イン（元ポーランド王国･リトヴァ社会民主
党（SDKPiL））、ラトヴィアの同志となる
こと、を提案した。1月21日に開かれた中央

委員会拡大会議（協議会のかわりか？）で、
3月5日に第7回党大会を開くことを決定し

た。  2

ブレスト･リトフスク条約調印（3月3日）
後の3月6～8日、臨時第7回党大会が開催さ

れた。条約承認を目的とするもので、綱領改
正については、十分な審議がなされなかっ

た。報告でレーニンは、「最大限綱領と最小
限綱領との区別をなくすべきかどうかという

問題」について、以下のように述べている。 
「我々がまだ権力を握っていなかったと

きには、私はそうする［区別をなくす］のは
まだ『早い』と言った。我々がすでにこの権

力を握っており、それを試してみた今日で
は、それはもう早くはない。……ロシアがソ

ヴェト共和国をつくりだしたことは、歴史
上、否定できないことである。我々は、少し

でも後ろへ投げ戻されたなら――もし階級的
な敵対勢力が我々をこの古い陣地へ追い戻す

なら――、ブルジョア議会制度の利用を放棄
せずに、経験によって獲得されたものに向っ

て、すなわちソヴェト権力、ソヴェト型の国
家、パリ･コンミューン型の国家に向って、

進むであろう。最小限綱領のかわりに我々
は、ソヴェト権力の綱領をもち込むであろ

う。国家の新しい型の特徴づけは、我々の綱
領の中で有力な地位を占めなければならな

い」。 
また、「社会主義体制、より正確にいえ

ば、共産主義体制について書く必要がある。

それを生産手段の社会化という意味からだけ
ではなく、程度の問題はあれ、具体的に示す

必要がある」、「結論的にいえば、経済的側

　講和問題に対するレーニンの態度へは、根強い批判がある。本稿第一章（未公開）では仏1

徳二への寸評を行ったが、その後、奥村久雄『レーニン批判』（ 西田書店　1990/9 ）を知っ
た。それは、レーニン講和論批判をもっぱらのテーマとしながら、600頁を越える“驚くべき”
著作である。せめて、オシンスキーの「戦争と講和の問題についてのテーゼ」でも邦訳して
くれれば、いくらかは我々の役に立ったであろうに……。

　露暦は1月31日をもって終わり、翌日は2月14日となる。ロシアの公式の暦には、1918年2

2月1～13日は存在しない。
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面からの社会主義体制の特徴づけ、およびい
っさいの政治的上部構造の廃絶を綱領に書き

込むべきである」 と主張するブハーリンに1

対しレーニンは、「社会主義を特徴づけるに

は、まだ資料がない」と批判し、次のように
述べた。 

「我々が完全な共産主義に向って進むと
いうこと、また我々が、各人が……能力に応

じて働き、欲望に応じて受け取る、というよ
うな抽象的な命題を掲げていることは、わが

党の名称【注　同大会で、党名がロシア
CP（ボリシェビキ）に変更された】が十分

明瞭に語っている。この点について今述べる
のは早すぎる。……国家の死滅をあらかじめ

宣言するのは、歴史的見通しにそむくことで
ある」。 

結局、ブハーリンとの相違点を回避した決
議が採択された。決議は、「本大会は、前記

の指示［略］に基づいて、できるだけ遅滞な
くわが党の綱領を起草し、それをわが党の綱

領として確認することを、特別委員会に委託
する」と結ばれている。 

大会代議員に討議用の資料として配布され
た、レーニンの綱領草案下書きは、以下のよ

うなものであった（「理論的部分」は略）。 
まず、10月革命によって成立した、「貧

農すなわち半プロレタリアに支持されたプロ

レタリアートの独裁」における党の任務を、
4点あげている（第一、第二は略）。三つ目

は、「資本主義から社会主義への過渡期［ペ
レホードフイ･ペリーオト］、すなわちプロ

レタリアートの独裁の時期に照応する唯一の
国家の型［ティープ］である諸ソヴェト［生

格（～の）複数形］連邦共和国を打ち固め、

一層発展させること」。四つ目は、先進国･
すべての国々へ革命を波及させるために、

「ロシアで点火された世界社会主義革命の松
明を全面的に、全力をあげて利用すること」

（さすがにこれを「利用主義」とは言えま
い）。 

次に「ソヴェト権力についての10のテー
ゼ」があり、「政治的分野」が続く。そこ

に、「自発的に民族的反目を脱却することを
学びとった勤労者の意識的な、一層緊密な統

一［エヂーンストヴォ］への過渡［ペレホー
ト］としての諸ナーツィヤのフェデラーツィ

ヤ［『連合』ないし『連邦』］」という記述
がある。 

さいごの「国際［メジドゥナロードナ
ヤ］政策」の末尾には、次のように記されて

いる。「一般にすべての国に、特に植民地お
よび従属国の民主主義運動と革命運動を支持

すること。植民地の解放。自発的融合［スリ
ヤーニエ］への過渡としてのフェデラーツィ

ヤ」。 
「それ［連邦制］が何を目標とした上で

の『過渡』とされていたかの解釈は一義的で
はない。『単一国家』を目標としてそれへの

過渡として連邦制を位置づけたという解釈が
しばしば提示されているが、それには疑問の
余地がある。この箇所にせよ、他の同種の文

書にせよ、連邦制を過渡的段階とした上での
目標は、諸民族の勤労者の『統一（エヂーン

ストヴォ）』とか『自治を伴った民主集中
制』とされるのが常であり、『単一国家（ウ

ニタールノエ･ゴスダールストヴォ）』とされ
てはいない。レーニンは諸民族の『接近と融

合』を掲げたとはいえ、その『融合』は『国

「ソビエト･ロシア共和国の国家構造をめぐるレイスネル･スターリン論争」　新実治一 　名1

古屋大学『法政論集』68号所収からの孫引き
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家の死滅』によって完成されると考えられて
いたから、目標としての『統一』とは『単一

国家』ではなく、むしろ『世界革命後の国家
死滅』だったと解釈することができる」 と1

いう指摘は、けだし正当である。 
内戦･干渉戦の開始･拡大は、綱領改正作

業の遅延を余儀なくした。講和論争で敗北し
たいわゆる左翼共産主義者は、その後、レー

ニン『ソヴェト権力の当面の任務』への批判
を結集軸とする。彼らのテーゼ は、民族問2

題に言及していない。  3

「7回大会で選出された党綱領起草委員会
は、レーニンの提案した綱領草案の資料と文

書を、新しい綱領草案の基礎とした。起草委
員会の作成した綱領草案は、全党員に知らせ

て、これを討議させるために1919年2月25
日、26日、27日の『プラウダ』紙上に掲載

された」（文庫訳注）。従って、これから論
及するレーニンの草案は、1919年2月25日

より前のものと推測される。 
レーニンの「ロシア共産党［以下RKPと

略す］綱領草案下書き」は、まず、「プラ
ン：綱領は次の各部からなる」として、

「……5、ロシアにおけるプロレタリアート
の独裁の基本的諸任務……。6、政治の分野
でこれらの任務を具体化すること（新規）。

7、同じく民族、宗教、教育の分野で（新
規）。……」と述べられ、「綱領として定式

化する代わりに、ときには暫定的に解説風に
書いてある」とことわりつつ、案文を示して

いる。民族問題については以下の通り。 
「民族問題では、RKPの政策は、諸民族

の平等――帝国主義のもとでは実現不可能で
ある――のブルジョア民主主義的な宣言とは

違って、ブルジョアジーを打倒するための革
命闘争で、すべての民族のプロレタリアと勤

労大衆をたゆみなく接近させ融合させていく
ことにある。ツァーリとブルジョアジーの大

ロシア帝国主義の時代から受け継がれた大ロ
シア人に対する不信の念は、かつてロシア帝

国に加わっていた諸民族の勤労大衆の間で、
急速に消滅しつつあり、ソヴェト･ロシアを

知ったことに影響されて消滅しつつあるが、
しかしそれは必ずしもすべての民族の間で、

また勤労大衆のすべての層の間で完全に消滅
したわけではない。だから、民族感情に対し

ては特別に慎重にふるまい、最新の心遣いを
もって諸民族の平等と分離の自由を実際に実

現し、こうしてこの不信の根拠を取り去り、
すべての民族の諸ソヴェト共和国の極めて緊

密な、自由意志に基づくソユーズを勝ち取る
ことが必要である。中世的およびブルジョア

的な抑圧に対する闘争でそれぞれの民族の労
働者と農民の自主的な組織化と啓蒙を助成す
ることによって、さらに、これまで抑圧され

あるいは不平等下におかれた諸民族言語や文
学の発展を助成することによって、遅れた弱

『多民族国家ソ連の興亡』三部作　　塩川伸明　岩波書店　2004/71

　菊地昌典編『ロシア革命』筑摩書房に収録。よく似たタイトルの菊地編『ロシア革命論』2

田畑書店とは別物

　参考のために、レーニン全集第2版、第3版の巻末註にあげてあるという、左翼共産主義者3

の主要メンバーを記しておく。ブハーリン、オシンスキー、Ｖ･スミルノフ、コロンタイ、プ
レオブラジェンスキー、ピャタコフ、ラデック、ベラ･クン、それにイネッサ･アルマンド、さ
らに後にスターリニストになったクイブィシェフ、ヤロスラフスキー、S･コシオールなど。
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い諸民族に対する援助を強化することが必要
である」。 

より定式化したと思える「RKP（ボリシ
ェビキ）綱領草案」では、各部が記述され、

「民族関係の分野での綱領の条項」は、以下
のようになっている。 

「民族問題では、国家権力を獲得したプ
ロレタリアートの政策は、諸民族の平等――

帝国主義のもとでは実現不可能である――の
ブルジョア民主主義的な形式的宣言とは違っ

て、ブルジョアジーを打倒するための革命闘
争ですべての民族の労働者と農民の接近と融

合をたゆみなく現実に実現していくことにあ
る。この目的を実現するためには、植民地そ

の他の被抑圧あるいは被差別［直訳は『完全
な権利のない地位の』］諸民族を完全に解放

することが必要であり、そして、資本主義か
ら受け継がれた抑圧諸民族の労働者に対する

様々な民族の勤労大衆の不信の念や、被抑圧
諸民族の労働者の憤怒を完全に消滅させ、こ

れに代えて意識的で自由意志に基づくソユー
ズを確立するための保障として、彼らに分離

の自由を与えなければならない。資本主義の
もとで抑圧民族であった諸民族の労働者にと

っては、被抑圧諸民族の民族感情に対して特
別に慎重な態度をとることが必要であり（例
えば、大ロシア人、ウクライナ人、ポーラン

ド人がユダヤ人に対し、タタール人がバシキ
ール人に対して、等々）、資本主義の時代か

ら受け継がれた不信と疎隔のすべての痕跡を
取り除くために、以前には抑圧されていた諸

民族の勤労大衆の現実の同権を助成するだけ
でなく、彼らの言語や文学の発展を助成する

ことが必要である」。 
また、「民族問題についての綱領の条項の

最終草案への挿入」は、次のような一文であ
った。 

「だれが分離についての諸民族の意志の担
い手かという問題では、RKPは、歴史的･階

級的な見地に立って、その民族がその歴史的
発展のどういう段階にあるかを、すなわち、

中世的制度からブルジョア民主主義への途上
にあるか、それともブルジョア民主主義から

ソヴェト民主主義、すなわちプロレタリア民
主主義への途上にあるか、等々を、考慮に入

れる」。このような挿入分が必要だったこと
は、依然として「民族の意志の担い手」につ

いて疑問が多かったことを示していよう。 
なお、03年綱領の第7条（市民同権）にあ

たる内容は、いずれにも見当たらない（後述
するが、憲法において成文化されていた）。

また、「国民教育（ナロードヌイ･プロスヴ
ェシシェーニエ）」に関しても、「母語によ

る授業」は、「追加草案」に初めて出てく
る。 

1919年3月18～23日、第8回党大会が開
催された。「この党大会は、17年革命のな

かから形成されつつある党と国家が一体化し
た新しい秩序を整備し、はじめて体系的に成

文化する機会となったという点で、ソヴェト
史上重要な位置を占めている」 。しかも、1

採択された綱領は、1961年まで変更される

ことがなかった。 
レーニンによる党綱領についての報告を読

むと、レーニンとブハーリンの間には分担が
あり、ブハーリンが先に報告している。ブハ

ーリン報告を詳しく紹介した史料は入手でき
ていないので、いくつかの著作から拾ってみ

た（民族問題に限る）。 
「ブハーリンは……民族自決かすべての民

「内戦と干渉戦のなかで」　石井規衛　『ロシア史3』所収1
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族のプロレタリアの連合（ユニオン［多分ソ
ユーズ］）かを、二者択一の問題として提起

して、前者をプロレタリア独裁に両立しえな
いものとして排撃した」 。「ブハーリン1

は、どちらかといえば悪意をもって第3回全
ロシア･ソヴェト大会でのスターリンの報告

［後述］の典拠を引用しながら、ふたたび
『すべての民族の労働者階級の自決』を要求

した」 。「ブハーリンはレーニンの方式で2

はあらゆる階級、プロレタリアートだけでは

なくブルジョアにも権利を与えることにな
り、また『支配階級を含むいわゆる“全市

民”の住民投票によって一般に表される偽り
の“国民の意志”なるもの』をボリシェビキが

認めざるをえなくなるとして反対した」 。 3

ただ、ブハーリンは、「プロレタリアート

がまだ階級として成立していない」民族の自
決権は認めている。彼は次のように述べた。

「もしわれわれが、植民地の、ホッテントッ
ト、ブッシュマン［以上ママ］、黒人、イン

ド人らの『民族自決の権利』というスローガ
ンを宣言するのであれば、われわれはこれに

よって何も失うことはない。反対に、われわ
れは勝利を得るのである。なぜなら、民族の

複合体は全体として外国の帝国主義に害を与
え、その闘争は帝国主義体制に対する共同の
闘争システムに加わることになるからであ

る」（『ソ連邦　民族･言語問題の全史』か
らの孫引き）。 

レーニン報告におけるブハーリン批判は、
以下のようであった。「民族の自決を削除し

て、勤労者の自決をもちだすことは、まった
く間違っている。なぜなら、そういう問題の

立て方は、各民族の内部の分化［デフェレン
ツィアーツィヤ］が、どのような困難を伴い

ながら、またどういう曲がりくねった道を通
りながら進んでいるかを、考慮していないか

らである」。レーニンはドイツを例にあげ、
「先進資本主義国の模範」でありながら、プ

ロレタリアートはブルジョアジーから分化し
ていない、と述べた。 

また、「プロレタリアートとブルジョアジ
ーとの分離［ラズメジェヴァーニエ］は、国

が違えば特有の道をたどって進んでいる。こ
の道では、我々はきわめて慎重に行動しなけ

ればならない。ある民族に対する不信ほど有
害なものはないのであり、個々の民族に対し

ては特に慎重であるべきである」と述べ、フ
ィンランドやポーランドを例にあげ、「共産

主義の名に隠された大ロシア人排外主義」と
非難されないことが大切だと説明している。

さらに、ブハーリンが口にした植民地諸民族
はロシアにいないが、ロシアには、バシキー

ル人、キルギス人等々がいると指摘した。 
レーニンによれば、「どの民族も自決権を

獲得しなければならない。そして、そのこと

が勤労者の自決を促進するのであ」り、「ロ
シアを除いては、［勤労者の］自決はどこで

『ロシア共産党党内闘争史』　ダニエルズ　世界思潮社　19751

『ボリシェビキ革命』　カー　みすず書房　新装版1999/32

『ソ連邦　民族･言語問題の全史』　ナハイロ／スヴォボダナハ　明石書店　1992/123

---� ---373



も行われていない。そして他の国々における
あらゆる発展段階を予想して、モスクワから

はなにも指令しないことが必要」なのであ
る。  1

「ピャタコフは、ふたたび『すべての反革
命勢力を結集する』ブルジョアジーのスロー

ガンだとして自決を非難した」 。ピャタコ2

フの発言については、以下の叙述が最も詳し

かった。 
「自決を主張するプロレタリアートをどう

対処すべきかというやっかいな問題につい
て、ピャタコフは次のように回答している。

『（分離の）問題という（分離を試みる）地
域のプロレタリアートの利益だけではなく、

発達した資本主義世界全体のプロレタリアー
トの利益にも相当影響を及ぼす問題を、その

国（あるいは地域）の労働者階級だけで解決
させることなど、国際的な党、プロレタリア

ートの党が決して許すわけにはいかない。一
つ具体的な例を見せよう。ウクライナでは現

在プロレタリアートの独裁を樹立するための
闘争が行われており、ウクライナの運命がそ

この労働者大衆だけではなく、ロシア、ラト
ヴィア、白ロシアやそのほかのソヴェト共和

国の労働者大衆にも大いなる関心事であるこ
とは諸君もよく知っていることだ。……［マ
マ］プロレタリア農民のウクライナの存在形

態が、ウクライナの労働者大衆のみによっ
て、独自に決定されてよいものだろうか。も

ちろん答は否である!』ピャタコフはまた、

自決を表明する一方でソヴェト各共和国全体
の経済的融合をおし進めることの矛盾を強調

した。『われわれは経済的に融合し、唯一の
行政機構、唯一の国民経済最高会議、唯一の

鉄道行政、唯一の銀行などを創るのであるか
ら、“自決”なるものには一文の価値すらな

い。これは場合によってはお遊びの外交ゲー
ムにすぎないし、もしわれわれが真剣に考え

るならば、ことによったらゲームより始末が
悪いものである。……［ママ］プロレタリア

ートが勝利しているところでは、すぐに融合
がなされねばならず、われわれは唯一の方針

を貫くべきである』」 。 3

結語でレーニンは、引用の後者に対して、

「綱領では我々は現にあるものから出発しな
ければならないということに、注意を払わな

かった」と批判した。引用の前者に対して
は、以下のように述べている。 

「大ロシア人を憎んできたフィンランドの
ブルジョアジーの間に、次のような声が上が

っているということを、フィンランドの代表
が私に話して聞かせた。『ドイツ人はもっと

ひどい野獣だった。協商国はもっとひどい野
獣である。ボリシェビキの方がましだ』と。

これこそ、我々が民族問題において、フィン
ランドのブルジョアジーに対して勝ち得た巨
大な勝利である。……フィンランドを抑圧し

てきたツァーリズムの国に成立したソヴェト
共和国は、民族の独立の権利を尊重すると、

述べなければならなかった。我々は、短期間

「総論部分」に関しては、レーニンの次の言葉だけを引用しておく。「帝国主義と金融資本1

主義は、古い資本主義の上に立つ上部構造である。……古い資本主義を伴わない純一の帝国
主義というようなものがあるという見地をとることは、希望を現実と取り違えることを意味
する」。

『ボリシェビキ革命』　カー　みすず書房　新装版1999/32

『ソ連邦　民族･言語問題の全史』　ナハイロ／スヴォボダナハ　明石書店　1992/123

---� ---374



存在していたフィンランドの赤色政府と条約
を締結し、若干の領土上の譲歩をすることに

同意したが、このことで私は、純排外主義的
な異議を少なからず聞かされた。『あそこに

は良い漁場があるのに、君たちはそれをくれ
てやったのだ』と。……このフィンランドの

例や、さらにバシキールの例は、民族問題で
は、是非とも経済的統一が必要だ、というふ

うに論じるわけにはいかないということを、
示しているように思われる。もちろん、経済

的統一は必要である!　しかし我々は、宣伝
により、煽動により、自由意志に基づく同盟

によって、この統一を勝ち取らなければなら
ないのである。バシキール人は、大ロシア人

に不信の念をいだいている。……これを法令
によって取り除くわけにはいかないのだ。

……他のすべての民族の憎悪を招いた大ロシ
ア人のような民族は、特別に慎重でなければ

ならない。……この大ロシア人的排外主義は
我々の多くの者の心にひそんでおり、これに

対して闘わなければならない」。 
要するに、民族自決権論争は決着がついて

いない。にもかかわらず、「我々は綱領を確
認することができた。しかも全員一致で」

（レーニンによる閉会の辞）という。どうい
うことなのか？　なお、次の点も記しておこ
う。「民族問題に関するレーニンのキッドの

手袋をはめた［注意深い、という意味――訳
注］政策は、リャザノフとオシンスキーのよ

うな異色ある人物を含む党多数派に歓迎され
た。この二人はいずれも、民族自決権は反帝

国主義闘争のスローガンとして価値があると
強調した」 。 1

では、採択された新綱領はいかなるもの
であったか？　情けないことに、未だに露文

テキストがゲットできていない。英訳文はあ
るが、レーニン全集と訳者が異なる（当然、

訳語も違う）。邦訳文は、管見の限り、文庫
『党綱領問題』「付録」と、『ボリシェビキ

革命』（カー）の（民族関係条項のみ）にあ
る。とりあえず、文庫に依拠して紹介する。 

「一般政治的分野」には、次の条項があ
る。「4、ブルジョア民主主義は、数百年

来、性、宗教、人種、民族［英訳版ナショナ
リティ］の別にかかわりなく人々［英訳版パ

ーソンズ］は平等であると宣言してきた。し
かし、資本主義は、どこでも、この同権を実

際に実現する可能性をあたえなかったし、ま
たその帝国主義段階にはいってからは、人種

的･民族的抑圧をはなはだしく激化させた。
ソヴェト権力は、ほかならぬ勤労者［英訳版

トイラーズ］の権力であるという理由で、世
界ではじめて、徹底的に、あらゆる生活分野

にわたってこの同権を実現し［中略］た。現
在では、主として、以前の不平等や先入見の

痕跡、とりわけプロレタリアートと農民のお
くれた諸層のあいだにみられる痕跡を、徹底

的に一掃するための思想･教育活動が、党の
任務である。［後略］」。「同権を実現し

た」や「以前の不平等や先入見の痕跡」とい
う表現には批判も可能であるが、ここでは控
える。 

「民族関係［英訳版リレイションズ･オヴ･
ナショナリティズ］の分野で」の条項は、以

下のようなものであった。 
「9［『一般政治的分野』の通し番号］、

民族問題［英訳版ザ･ナショナリティ･クエス
チョン］では、RKPはつぎの命題を指針とす

る。 
1）基本となるのは、地主とブルジョアジー
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を打倒するための共同の［英訳版ジェネラ
ル］革命闘争のために、さまざまな民族［英

訳版ディファレント･ナショナリティズ］の
プロレタリアおよび半プロレタリアの相互接

近をはかる政策である。 
2）被抑圧諸国［英訳版カントリーズ］の勤

労大衆［英訳版ワーキング･マスィズ］が、
この国々を抑圧してきた国家［英訳版ステイ

ツ］のプロレタリアートにたいしていだいて
いる不信の念を克服するためには、どういう

民族グループのものであるかにかかわりなく
あらゆる特権を廃止すること、諸民族の完全

な同権を実現すること、植民地や非同権民族
［英訳版ディペンデント･ネイションズ。 は1

『非主権国』。しかし、原文資料を典拠とし
て示しているナハイロ は、『平等な権利を2

もたない民族』としていることから、本稿
237頁第3パラグラフの［］内と同じか？］

にたいして国家的に分離する権利を承認する
ことが、必要である。 

3）またこの同じ目的のために、党は、完全
な統一にいたるまでの過渡的な形態の一つ

［英訳版ア。ロシア語には冠詞がないので、
邦訳は誤訳の可能性あり］として、ソヴェト

型にもとづいて組織された諸国家の連邦的結
合［フェデラティーヴノエ･オブエヂネーニ
エ。この語句はレーニン報告に出てきた］を

提起する。 
4）［この節は本章371頁左段第3パラグラ

フの挿入文と同じ］ 
いずれにしても［いずれの場合も、だろう。

英訳版イン･エニィ･ケイス］、抑圧民族であ
った民族のプロレタリア［英訳版プロレタリ

アート。 も同じ］は、被抑圧民族または非3

同権［先に同じ］民族の勤労大衆のもつ民族

の遺物にたいして特別に慎重な態度をとり、
特別の注意をはらうことが必要である。この

ような政策をとるばあいにだけ、国際プロレ
タリアートの民族的にあい異なる諸要素が真

に恒久的な、自発的な統一をおこなうための
諸条件をつくりだすことができる。このこと

は、幾多の民族ソヴェト共和国がソヴェト･
ロシアを中心として結合した経験がしめして

いるところである」。 
「国民教育の分野で」には、「母語で授

業し、……」という一項が入っている。 
ダニエルズによれば、「各民族のプロレタ

リアートによってのみ行使されるべき権利と
しての自決権は、革命後多くのボリシェビキ

が、大部分のレーニン派をも含めて、明らか
に傾いていた解決策であった」 という。な4

のになぜ「全員一致」だったのか？ 
カーは、「最初の二つの項目は、旧ロシ

ア帝国の諸民族と、他の帝国主義的権力によ
って抑圧されていた諸民族とに適用される原
理および政策の同一性を――ソヴェトの国内

政策と対外政策とのあいだの環を――始めて
打ち立てた」として⑴⑵を、「そのつぎに、
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やや唐突な推移によって、究極的な統一への
踏石を試験的に提供する一条項が来ていると

して⑶を紹介している 。 1

また、ナハイロ は、⑵を「明らかに旧ロ2

シア帝国外に適用される」として、新綱領を
「民族問題について［の］折衷案」と断じて

いる。確かに⑵は、植民地民族にのみ自決権
を承認するブハーリンの主張に妥協したよう

に読める。しかしながら、次の点も考慮しな
ければならない。 

レーニンは、国家の型の3類型を強調し
た。ロシアは、ヨーロッパとアジアにまたが

る国家であり、いわば類型2と類型3が共時
的に存在していた。そして、ロシア革命によ

り、中心部（あるいはヨーロッパ地域）にお
いては、プロレタリア民主主義の時代に入っ

た、とレーニンは認識している。⑶⑷および
番号がないパラグラフは、それらを反映した

ものである。レーニンは、綱領で原則を確認
すれば、個々の民族政策の中で種々の偏向は

制御できると考えたのであろう。 
8回党大会で忘れてはならないもう一つの

ことは、組織問題に関する決議に、以下のく
だりが含まれていたことである。 

「現在、ウクライナ、ラトヴィア、リトア
ニア、白ロシア［ベラルーシ］は別個の（ア
ソブィエ）ソヴェト共和国として存在してい

る。したがって、今のところ国家形態に関す
る問題は解決されている。しかしこのこと

は、RKPも独立した共産党諸党の連合に基づ
いて組織されなければならないということを

意味するものでは決してない。 
RKP第8回大会は次のように決議する。ロ

シア社会主義連邦ソヴェト共和国全体のあら
ゆる党活動を指導する唯一の中央委員会をも

つ、単一の中央集権化された共産党の存在
は、絶対的に必要である。RKPおよびその指

導当局のすべての決定は民族構成のいかんを
問わず、党全体に対し無条件に拘束力をも

つ。ウクライナ、ラトヴィア、リトアニアの
共産主義者の中央委員会は、党地方委員会と

しての権利をもち、RKP･中央委員会に完全
に従属するものとする」（『ソ連邦　民族･

言語問題の全史』からの孫引き）。 
「組織問題に関する報告者であったジノビ

エフ……は『連邦制と唯一の中央集権化され
た党が同時に存在する』という矛盾を長い間

是認することはできないと考えたのである。
そして、この二つの原則のうち、連邦の原則

は党の中央集権主義に屈することになるだろ
うと予言した」 。 3

19年綱領は、「社会主義ソヴェト共和
国」を基盤として、ブルジョア世界（文明）

に対抗する新たな世界を提示･明文化したこ
とに意義がある。民族問題に関しては、帝国

主義論という新たな世界認識に基づく民族問
題論のまとめに他ならない。そういうこと

で、19年綱領までを、この時期のレーニン
民族問題論の対象とした（10月革命をもっ
て区切るという方法もないではないが、レー

ニン民族問題論というテーマに即すれば、連
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続している）。  1

プレオブラジェンスキーとの共著『共産主

義のABC』（序言日付1919年10月15日。
邦題『社会主義入門』）は、「ロシア××党

（ボリシェビキ）の綱領の通俗的説明」とい
う副題の通り、綱領を、その構成に沿って解

説したものであるが、そのなかに、「民族問
題と××主義」と題する一章がある。これ

が、そこそこに面白い。 
「民族或は国民の下に、人は、共通なる

言語によって団結し、且つ一定の領土に居住
する人間の集団を理解する。これが民族の最

も重要なそして又最も根本的な特徴であ
る」。 

「抑圧民族の労働者に対する被抑圧民族
の労働者の一切の不信の念を、根抵［ママ］

から除き去るためには、単に完全なる民族的
平等が宣言せられる許りでなく、生活におい

て実現せられなければならぬ。此の平等は、
言語、学校、宗教、等々の同権に表現せられ

なければならぬ。そしてそれ許りではなく、
プロレタリアートは、完全なる民族自決を実

行すること、即ち、如何なる民族の労働者大
衆にも、此の民族が他の民族と一緒に共同の

国家の内に生活するか或はしないか、彼等が
密接な自由意志による同盟国家（連邦）をつ

くるか、或は全たく分離するかの問題を決定
するために完全な可能性を与えるべく準備し

なければならぬ。では××××者は民族の分離
に賛成することが出来るのか？　と読者は質

問するであらう。然らば一切の×××者が実現
せんと努力してゐる所の統一的なプロレタリ

アの世界国家はどうなるのだらうか？　此処
に矛盾が存在する様に思はれる。そこには何

年［ママ］矛盾は存在しない、と我々は答へ
る。正に全世界の労働者の完全なる統一を急

速に達成するために、一民族の他民族よりの
一時的分離に賛成することが縷々［るる，し

ばしば］必要になるのだ」。 
ドイツとバイエルンで、バイエルンだけで

ソヴェト権力が成立した場合とその逆の場
合、イギリスとアイルランドの双方にソヴェ

ト権力が成立した場合、「ブルジョア政府を
有する或る民族が、プロレタリア秩序を有す

　1918年のブハーリン論文「ボリシェビキの綱領」（スターリン･ブハーリン著作集第8巻）1

は、以下のように書いていた。 
「プロレタリアートの種々の部分のあひだに同胞としての信頼を存立させるために、［3字

空白。わが党、か？］の綱領に、各民族の労働階級の完全なる分離権を宣言してゐる」。「こ
こでは民族（その中には労働者もブルジョアジーも含まれてゐるのだ）自決権が問題なのでは
なくて、労働階級の権利が問題なのだといふことである。それは、『民族』の所謂意志といふ
ものは吾々にとっては毫も神聖なものではないといふことを意味してゐる。若し吾々にして民
族の意志に問はふと欲するならば、この民族の立法議会を召集せねばならぬであらう。吾々に
とっては、プロレタリア及び半プロレタリア大衆の意志が神聖なのだ。［中略］プロレタリア
ートの××［革命、か？］のあひだ、万事を決するものは、（『全民衆』、『全民族』の）立法
議会ではなくて、労役者のサヴェート（委員会）である。そして若しロシアのどこかの一角
に、同時に二つの会議即ち当該民族の『立法議会』とサヴェートの会議とが召集されたなら
ば、そしてその場合、『立法議会』は分離に賛成しプロレタリアの会議はこれに反対したとす
るならば、――そのときは吾々は、『［4字空白。立法議会、か？］』［7字空白。の決議を斥
けて、か？］プロレタリアートの決議［10字空白。を支持するであろう。、か？］而かもあら
ゆる手段を講じて、必要とあらば武器をもとって」。
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る民族から分離しようとし、その際分離を欲
してゐる民族の労働者の大多数が分離に賛成

してゐる」場合、などを検討し、次のように
結論している。 

「かくの如く××××者は、一国のプロレタ
リアートの他国のプロレタリアートからの分

離に、――特にそれらの国々が経済的に相互
に結びついてゐる時には――反対するにも拘

はらず、而かも彼らは一時的な分離に同意を
宣言することが出来るのである。それは恰も

母親が、度々火をつかむことのない様に、子
供をして一度火に触れさせる様なものであ

る」。 
そして、「誰が民族の意志を表現する

か？」との新たな項をたてて、著者は言う。
「×××は、民族の自決より完全なる分離に至

るまでの権利を認める。だが××党は、民族
の意志は、該民族のブルジョアジーではなく

て、労働大衆が表現するものであると信じて
ゐる。それ故により正しく言ふならば、我々

は民族の自決権を認めるのではなくて、民族
の労働大衆の権利を認めるのである」、と。 

「若しも社会主義が世界中の最も進歩せ
る国々において実現されるならば、半未開の

民族も亦最も容易に自由意志によって此の民
族同盟に加入するであらうと我々は信ずるも
のである。［中略］植民地を××しようとす

る意志を有しない所のプロレタリアートは、
彼等に必要な原料を商品交換の方法で植民地

から手に入れ、又一方その住民には、その内
部において住民自身の意志に従って生活を組

織することを委かすことが出来る。かかる方
法であらゆる種類の民族的抑圧および不平等

を除去するために、××党は、民族自決の要
求を掲げるのである。あらゆる国々のプロレ

タリアートは、ナショナリズムに最後の打撃

を与え、且つ連合的同盟に自由意志によって
賛成するために、此の権利を利用するであら

う。だが此の連合的結合が、一般的世界経済
を建設するために充分でなく、且つ大多数の

人々が経験によって此の欠陥を認識するなら
ば、然る後統一的社会主義的世界共和国が建

設されるであらう」。 
またブハーリンは、1920年の『過渡期経

済論』（ブハーリンは、ピャタコフとの共著
の予定であったと書いている）において、

「いわゆる『民族国家』は、すでに戦前期に
おいて、もっとも純粋な擬制であった。実際

には、現実に存在していたのは、植民地政策
の主体、すなわち、強固な核心と隷属した周

辺とをもった複雑な体制としてある帝国主義
国家と、さまざまなニュアンスや段階での隷

属関係にあるこの植民地政策の客体とであっ
た」、「したがって、資本の国家権力の解体

に応じて、帝国主義体制の解体や植民地の離
脱、『大強国』の細分、独立の『民族国家』

の分離、もまた、不可避的に始まらなくては
ならない」と述べた。 

レーニンは、「もっとも純粋な」を箱で囲
み、「ニュアンス」に二重下線を引き、「独

立の『民族国家』の分離」に下線を引いて、
欄外に次のように書いている。「もっとも純
粋な擬制ではなくて、不純な形態だ。『弁証

法的唯物論』からの違背は、いくつかの具体
的な段階を論理的に（物質的にではなく）と

びこえてしまうところにある。著者は次の諸
点を忘れた：①最大の帝国主義国家は、民族

国家から成長してきた；②『民族』国家は、
植民地においても、形成されている」。 
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〈10〉ソヴェト政府による 
二つの宣言と憲法 

革命後の個別の民族政策の検討は次章に譲

るが、原則を確立した二つの宣言と憲法につ
いて論じておく。 

臨時政府が打倒された1917年10月25日
深夜、というよりも26日未明、労兵代表ソヴ

ェト第2回全ロ大会において、「労働者、兵
士、農民諸君へ！」と題するアピールがルナ

チャルスキーによって読み上げられ、採択さ
れた（反対2、棄権12）。アピールは言う、

「ソヴェト権力は世界のすべてのナロード
［邦訳『国民』］に即時の民主主義的講和を

提議し、また全戦線での即時休戦を提議する
であろう。ソヴェト権力は、地主、皇室、修

道院の土地を無償で農民委員会の処理に移す
ことを保障し、軍隊の完全な民主化を行って

兵士の権利を守り、生産に対する労働者のコ
ントローリを確立し、適当な時期に憲法制定

会議を召集することを保障し、都市にはパン
を、農村には生活必需品を供給するよう配慮

し、ロシアに住むすべてのナーツィヤに真の
自決権を保障するであろう」、と。  1

続いて26日夜、「平和についての布告」
（全会一致）、「土地についての布告」（反

対1、棄権8）が採択された。 
「平和についての布告」は、まず、「民主

主義的講和」（「平和」も「講和」もミー
ル）を「無併合……、無賠償の即時の講和」

とはっきりさせ、その講和を、「すべての交
戦諸ナロード［邦訳『国民』］」に提起し、

「すべての国とすべてのナーツィヤ［邦訳

『民族』］のナロード［邦訳『人民』］代表
の全権をもつ会議がこのような講和のすべて

の条件を今後最終的に確認するまで、あらゆ
る断固たる行動をいささかの遅滞なく即刻と

る用意のあることを表明」した。 
布告の瞠目すべき点は、併合の定義を明確

にしたことである。併合とは、「弱小ナロー
ドノスチが同意あるいは希望を正確に、明白

に、かつ自由意志に基づいて表明していない
のに、強大な国家［ステイト］が弱小ナロー

ドノスチを合併［プリソエヂネーニエ］する
ことである。その際、その強制的な合併がい

つ行われたか、また、強制的に合併されてい
る、あるいはある国家の境界内に強制的に引

きとめられているナーツィヤが、どれだけ発
展しているか遅れているかには、かかわりな

い。また、このナーツィヤがヨーロッパに住
んでいるか、遠い海外諸国に住んでいるかに

もかかわりない。もし何らかのナーツィヤが
ある国家の境界内に強制的に引きとめられて

いるなら、もし、この民族が希望を表明して
いる［印刷物、集会、政党の決定、抑圧反対

の蜂起などのどの形態であろうとも］にもか
かわらず……このナーツィヤに対して、合併

する側のナーツィヤ、一般により強力なナー
ツィヤの軍隊が完全に撤退した上で、このナ
ーツィヤの国家的存立の形態の問題をいささ

かの強制なしに自由な投票によって解決する
権利がこのナーツィヤに与えられていないな

ら、そういう合併は併合であり、すなわち略
奪であり暴行である」。  2

布告は、講和条件が最後通牒的なものでは

　憲法制定会議の「会議」はソブラーニエで「（組織の機関としての）会議」であり、これ1

に対しソヴェトは「（合議機関の名称）会議、評議会」。

　日本政府の場合、韓国「併合」を公然と宣言し、しかも「併合」は、「廃滅」を緩和する2

用語だったというのだから、驚きである。
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ないことを強調するとともに、秘密外交の廃
止と秘密条約の公表とを約束した。そして、

休戦と講和の呼びかけを、「すべての交戦国
の政府とナロードに……、特に、人類の最も

先進的な三つのナーツィヤ、……イギリス、
フランス、ドイツの自覚した労働者」に対し

て行った。各国の政府とナロードを区別し、
双方に呼びかけている。政府も加えたことに

ついてレーニンは、「諸国の政府を無視する
ことはできない。なぜなら、無視すれば、講

和を結ぶ可能性が先に延ばされるからであ
る。［しかし］……どこでも、政府とナロー

ド［邦訳『人民』］は意見が食い違ってい
る。だから我々は、ナロードが戦争と平和の

問題に介入するのを助けなければならない」
と説明した。 

27日未明、カーメネフの提案によって、新
政府の構成が決定された。決定は次のように

述べている。「憲法制定会議が召集されるま
で、国［カントリー］を統治するために、臨

時労農政府を創設し、これを人民委員会議
［ソヴェト･ナロードヌィフ･コミサーロフ］

と呼ぶ。国家［ステイト］生活の個々の部門
の管掌は諸委員会［コミーシヤ］に委任され

る。これらの委員会の構成員は、男女の労働
者、水兵、兵士、農民、職員の大衆組織と緊
密に結合して、本大会の宣言したプログラム

の実施を保障しなければならない。政府権力
は、これらの委員会の長［プレトセダーテ

リ。英語のチェアパーソン］の合議機関［コ
レーギヤ］、すなわち人民委員会議に属す

る。各人民委員［ナロードヌイ･コミサー
ル］の活動に対するコントローリ［邦訳は珍

しく『監督』］と彼らを更迭する権利とは、
労働者･農民･兵士代表ソヴェト全ロシア大会

とその中央執行委員会［コミテート］に帰属
する」。 

そのあとに、大会で選出された人民委員会
議の構成員の名前が続く。「会議議長［プレ

トセダーテリ･ソヴェータ］――ウラヂーミ
ル･ウリヤーノフ（レーニン）、内務人民委員

――A･I･ルイコフ」のあとは、「業務名――
名前」だけで「人民委員」が省略されてい

る。しかし、スターリンだけが、「プレトセ
ダーテリ･ポ･ヂェラーム･ナツィオナーリノス

テイ［英訳版チェアマン･フォー･ナショナリ
ティズ･アフェアズ。『民族業務の長』とい

ったところか］――名前」になっている（意
味するところは不明）。  1

「2月革命後のロシアでは、フランス語に
由来するコミサール（特定の業務を委任され

たもの、受任者）が多かった。臨時政府は帝
制時代の知事を解任し、その代りを任命した

とき、フランス革命の故事にならい、県コミ
サールの名を選んだ。これがきっかけで、ま

だ新しい官職の名が決まっていないポストに
ついて、いろいろなコミサールが生まれた」

（同上）。ここでは、適訳かどうかを無視
し、定着している「人民委員会議」（略称ソ
ヴナルコムあるいはSNK＝エセンカ）、「人

民委員」、「人民委員部（ナロードヌイ･コ
ミサリアート）」を使用する。 

11月2日、政府は、「ロシアの諸ナロード

の権利宣言」を発表した。邦訳全文は、リー
ド『世界をゆるがした10日間』および岩波文

　コミーシヤは「委員会（特定の業務、とくに議題の事前の準備と検討、監督、検査の実施1

を委託された合議制機関）」、コミテートは「委員会（合議制の執行機関、行政機関）」
（『ロシアの20世紀』　稲子恒夫　東洋書店　2007/4）。
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庫『人権宣言集』に収録されている（「スタ
ーリン起草」とされているにもかかわらず、

スターリン全集には収録されていない）。
『10日間』はナロードをナーツィヤ系の語と

区別して「人民」と訳しており、『人権宣言
集』はすべて「民族」（後者の訳語が一般

的）。 
宣言は、10月革命後、農民、兵士と水

兵、労働者は解放されつつあり、「ロシアの
諸ナロードだけが残っている」として、解放

を呼びかけることで始まっている。互いに敵
対し合うよう組織的に煽動されたツァーリズ

ム時代の政策は、「ロシアの諸ナロードの自
発的で真摯な同盟の政策に取り換えなければ

ならない」。「民族的敵意の増大と相互信頼
の阻害」をもたらす、「虚偽と不信、あらさ

がしと挑発」という2月革命後の政府の政策
は、「ロシアの諸ナロードの完全な相互信頼

をもたらす公明で正大な政策に取り換えなけ
ればならない。このような信頼があって初め

て、ロシアの諸ナロードの構成で堅固な同盟
を組織することができる。このような同盟が

あって初めて、ロシアの諸ナロードの労働者
と農民は、帝国主義的･併合主義的なブルジ

ョアジーのあらゆる攻撃に対抗できる一つの
革命的な力に結合できる」。 

そして、第1回、第2回のソヴェト大会の意

思を執行するために、人民委員会議は、ロシ
アの諸ナツィオナーリノスチ問題［ヴォプロ

ース］に関する活動の基礎として、次の諸原
則を決定した。 

①ロシアの諸ナロードの平等と主権［スヴ
ェレーンノスチ］。②分離と独立国家の形成

を含むロシアの諸ナロードの自由な自決権。
③ありとあらゆる民族的、および民族宗教的

特権と制限の廃止。④ロシアの領土に住む少

数民族と民族誌学的［エトノグラフィーチェ
スキイ］諸グループの自由な発展。このため

に必要とされる具体的な布告は、ナツィオナ
ーリノスチ問題［ヂェラーム］委員会［コミ

ーシヤ］が組織された後、直ちに作成される
であろう」。 

宣言には、「ロシア共和国を代表して」と
して、スターリンとレーニンの署名がなされ

ていた。スターリンの役職名は、普通に、
「民族［ナツィオナーリノスチ］問題人民委

員」となっている。 
「民族を表す言葉としてナーツィヤではな

くナロードが使われたのは、西欧流の民族の
概念を退けて、大民族だけでなく小民族もそ

の視野に入っていることを表そうとしたから
であろう」（フクタ。これまでフクダとして

きたが、間違いだったので訂正しておく）と
いうのは、ロシアの事情を考えれば当然であ

る。既述したように、諸ナロードは、ナーツ
ィヤからナロードノスチまでを含む包括的用

語であった。では、少数民族や民族誌学的グ
ループも含まれると――つまり、主権や自決

権があたえられると――解してよいのだろう
か？　どうもそう単純ではないようなのだ。 

「この宣言は、『少数民族』ということば
が、一般大衆の間に広く知られる大きなきっ
かけになったと思われる……。1931年に出

版された『ソヴェト小百科事典』によると、
『少数民族（ナツメン）』とは、『自らの民

族共和国（連邦および自治共和国）の外に住
んでいる民族、またはソ連領内にそのような

共和国を持っていない民族。［ソ連領内に］
領域を持たない少数民族には、例えばユダヤ

人、ポーランド人、フィン人、エストニア
人、ラトヴィア人などが該当する。自らの領

土の外にいる少数民族には、例えば、タター
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ル共和国の外にいるタタール人、ウクライナ
ソヴェト社会主義共和国の外にいるウクライ

ナ人がそれに属する。……』とある……。
……要するに『少数民族』とは、『ロシア諸

民族の権利宣言』の①と②の2つの原則に基
づいて新生ロシア国家のなかに非ロシア民族

の『国家』が多数つくられることを前提に、
そうした自らの『国家』をつくれない諸民族

および自らの『国家』形成後もその『国家』
の外の住むことになる人々に対して『平等』

と『主権』および『自由な発展』を保障する
ために、そうした人々を指すことばとして改

めて設けられた概念だったのであ」 る。 1

「いままで見た『少数民族』のなかに内容

的には含まれながらも、他の『少数民族』と
は異なるカテゴリーで分類され、特有の扱い

を受けるようになった人々がいた。それは現
在の日本では『北方少数民族』［北方ナロー

ドノスチ。ヤクートなど］と呼ばれる人々で
ある。これらの人々は、帝政期にはカフカー

スや中央アジアの諸民族など他の辺境の民や
ユダヤ人とともに『異族人（イノローデ

ツ）』と呼ばれ、他の住民とは異なる管理の
対象となっていた」（同上）。 

また、「民族誌学的グループ」とは、
「（白海･バレンツ海沿岸に住むロシア系住
民であるポモールのように）ある民族や民族

集団のなかにサブ･グループとして含まれてい
ながらも、言語、文化、習慣などの面でその

民族内の他の集団から区別される特徴を有し
ている集団のことであり、こうした特徴は、

その集団がかつてのある時期に現在の民族に
合流、融合したものの、そのあとも居住地域

や社会経済的条件の相違などにより保たれる
ものを示すとされる（『ソヴェト大百科事

典』1959年）」（同上）。 
「帝政期に非ロシア人の一部にあてられて

いた『異族人』ということば［身分法上の規
定］が、20世紀初めから非ロシア人一般を指

すものとして急速に広まったという状況があ
り……、この広い意味での『異族人』に取っ

て代わるかたちで『少数民族』が生まれたと
受け止められた」（同上）、「当局による公

的な定義とは別に、『少数民族』が実質上、
『非ロシア人』一般を指すことばとして受け

入れられ」（同）たのである。 
「少数民族」の使用は、社会主義運動が先

駆的であったように思える。ブリュン綱領
（本稿38頁左段第3パラグラフ。そこでは相

田訳「民族的少数派」のままであるが、原語
不明。ミンダーハイテンか？）ですでに用い

られている。これに対し、一般に用いられる
ようになるのは、以下のような事情によるら

しい。 
「『マイノリティ』の問題は、第1次世界

大戦後のヨーロッパにおいて、……各ネーシ
ョン（民族）が単独で多数を占めるようなか

たちで国境線を引き直したことに由来する」
（同上）。すなわち、「国境にまたがる民

族」が「少数民族」なのである。その典型
が、ドイツ国外のドイツ人（これがいかに重
大な結果をもたらしたかは、後のズデーテン

問題等が示している）。 
「ロシアの諸ナロードの権利宣言」は、あ

くまで原則の宣言にすぎない。この原則に基
づいて、民族政策を具体化し、法令化する場

合には、諸ナロードをいかにカテゴリー化す
るのかという困難があった（ただし、上で見

た諸定義は、いわゆるスターリン時代以降の
ものであることに留意する必要があろ

『マイノリティとは何か』　岩間暁子／ユ･ヒョヂョン編　ミネルヴァ書房　2007/51
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う）。  1

1918年1月の労兵ソヴェト第3回全ロ大会
（12日）および労兵農ソヴェト大会（18

日）で採択された「勤労被搾取ナロード［一
般に『人民』と訳されているが、英訳版も集

合名詞のピープルで、これは妥当］の権利宣
言」（『人権宣言集』に収録）は、国家制度

の原則を打ち出した。レーニン全集および文
庫『帝国主義と民族･植民地問題』に収録さ

れているテキストは、憲法制定会議に提出さ
れたもので（審議拒否）、ソヴェト大会で採

択されたものとは若干異なる。すなわち、
「憲法制定会議」が「第3回全ロ労兵農ソヴ

ェト大会」あるいは「第3回ソヴェト大会」
に書き換えられ、Ⅳの第1および第3パラグラ

フが削除されている。本稿のテーマに関係あ
る条項を紹介しておく。 

「Ⅰ　……2、ソヴェト･ロシア共和国は、
自由な諸民族の自由な同盟［ソユーズ］の基

礎の上に、各ソヴェト民族共和国の連邦［フ
ェデラーツィア］として設立される」。 

「Ⅲ　……2、同じ目的［帝国主義の毒牙
から人類を救い出すこと］で、第3回ソヴェ

ト大会は、アジア、一般に植民地および小国
において、数億の勤労者を奴隷にして、選ば

れた少数の民族の搾取者の幸福を築いてきた
ブルジョア文明の野蛮な政策と完全に絶縁す

「ナショナル･マイノリティの保護を目的として締結された、いわゆるザ･マイノリティ･ト1

リーティズの解説を行った1921年の文献では、この条約を『少数民族保護条約』と訳す一方、
ナショナル･マイノリティに対して『少数民族』という訳語をあてている……。その後の論文
においても、ナショナル･マイノリティに相当する集団に『少数民族』という訳語があてられ
ており……、ナショナル･マイノリティを『少数民族』と訳す用法が定着していったことが確
認できる」（『マイノリティとは何か』　岩間暁子／ユ･ヒョヂョン）。 
　最近、「民族的少数者」という訳語も現れているが、これは、1992年に国連総会で採択され
た、「ナショナルまたはエスニック、宗教的および言語的マイノリティに属する者の権利に関す
る宣言」（マイノリティ宣言）を契機とするものであろう。この「マイノリティ」は、「少数
者」と訳す以外にない。それでも、『マイノリティとは何か』の著者たちは、「ナショナル･マ
イノリティ」を「民族的少数者」と訳すべきではないと言う。定着してきた「少数民族」とは別
の概念と理解される可能性が高く、「少数民族」に付与されている負のイメージを固定化する
ことになるから。 
　ところで、「マイノリティ権利宣言」には、「日本政府は公定訳を示していない」（同上）と
いう。1966年の国連総会で採択され、1978年に日本も批准した、いわゆる「自由権規約」第27
条にある「エスニック、宗教的または言語的マイノリティズ」というフレーズに対する日本政府
の公定訳は、「種族的、宗教的又は言語的少数民族」らしい。これは、日本語としておかしい
し、宗教的あるいは言語的マイノリティは対象外になってしまう（「種族」については、先に述
べた「部族」と同様の問題がある）。だが、これにはカラクリあるのではないか。 
　「インディジーニアス･ピープルズ」を、日本政府は「原住民」あるいは「先住民」と訳して
いる。「先住民族」ではないのだ。このことと、上記のこととを考え合わせれば、日本政府官
僚の意図が見えてくる。日本には「少数民族」や「先住民族」は存在しない、ということを暗に
主張しているのである。 
　日本共産党は、この官僚の論理に取り込まれている。前の綱領では、「アイヌ系住民」に言及
していたが、2004年の新綱領では、民族関係条項を完全に排除してしまった。あげく、千島列
島全体を「日本の歴史的領土」と明記する始末である。
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ることを、あくまで主張する。第3回ソヴェ
ト大会は、フィンランドの完全な独立を宣言

し、ペルシアからの軍隊の撤退を開始し、ア
ルメニアの自決の自由を宣言した人民委員会

議の政策を歓迎する」。 
「Ⅳ　……第3回ソヴェト大会は、ロシア

のすべての民族の勤労階級の真に自由で自発
的な、従って、より緊密で強固な同盟をつく

ることに努め、ロシアの諸ソヴェト共和国の
連邦の根本原則を定めるにとどまって、どの

ような基礎に基づいて連邦政府とその他の連
邦的なソヴェト機関［ソヴェートスキエ･ウチ

レジヂェーニヤ］に参加するのを望むかを、
各民族の労働者と農民に、自分自身の全権を

もったソヴェト大会で自主的に決定すること
を委ねる」。 

この宣言の決定的意味は、ロシアの政体を
「ソヴェト共和国」と宣言したことにある

（そのためには、憲法制定会議を解散しなけ
ればならなかった）。それは、ブルジョア世

界（文明）に真っ向から対抗する政治思想
を、初めて現実の国家制度として定立したこ

とになる。また、講和交渉におけるボリシェ
ビキの正統性を保障するものにもなった。 

しかし第一に、国家権力に対抗するものと
して形成されたソヴェトが、国家の編成原理
へと転換されたこと、第二に、農民ソヴェト

が労兵ソヴェトに合流する形で、農民の利害
の表出が制約されるようになったこと（「勤

労被搾取ナロード」は抽象でしかない）、第
三に、農村に至るまでの諸ソヴェトが、行政

区画単位となってしまうこと、などの重大な
問題を孕んでもいた（本稿第一章参照　未公

開）。 
「これ［宣言］は正規の国家文書で『連

邦』としての『同盟』という表現がとられた
最初の例である」 。しかし、そもそも「ロ1

シア共和国」の地理的範囲が不確定だった
し、「同盟」と「連邦」の関係も明確ではな

い。「第3回ソヴェト大会は、民族問題に関
する決定［ソヴェト政府の民族政策の承認］

で、諸民族［原本はナロードノスチ］を暴力
によって引き留めていたロシア帝国を『諸ソ

ヴェト共和国が連邦的原理で自由に結合する
兄弟的同盟』に転化することを目標として掲

げ、近く採択されるべき憲法において連邦制
の内実が確定されるとした」（同）。この決

定（1月15日）には、「ナロードの自決」と
「ナロードノスチの勤労大衆の自決」という

表現がある。なお、レーニンが書いたもの
は、スターリンの書いたものに比べて、ナー

ツィヤ以外の使用が少ないように思う。 
『プラウダ』報道によれば、第3回ソヴェ

ト大会で民族問題の報告に立ったスターリン
は、「ロシアを特にわきたたせている問題の

一つは、民族問題である。この問題の重大性
は、大ロシア人がロシアの人口の絶対多数を

占めていないで、辺境［オクラーイナ］に住
む『弱小』諸ナロードの環で包囲されている

という事実によって、ますます深刻なものに
なっている」と切り出した。 
スターリンは続ける。「ソヴェト権力だけ

が、ロシアからの完全な分離に至るすべての
民族の自決権を公然と宣言した。……それに

もかかわらず一連の紛争が、人民委員会議と
辺境との間におこった。けれども、これらの

紛争は、民族的な性格を問題をめぐっておこ
ったのではなく、他ならぬ権力の問題をめぐ

っておこったのである」。 
そして、8回党大会でブハーリンが示した

『多民族国家ソ連の興亡』三部作　　塩川伸明　岩波書店　2004/71
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発言に至る。「こうしたことは、みな自決の
原則がその民族のブルジョアジーの自決権と

してではなく、その勤労大衆の自決権として
解釈されねばならないことを示している。自

決の原則は、社会主義のための闘争の手段で
なければならないし、社会主義の原則に従属

しなければならない」。 
カーは、次のように書いている。「ソヴェ

ト大会において……マルトフは、『ウクライ
ナ、コーカサス、フィンランドなどでは』投

票権は労働者にだけあたえられるべきだ……
と主張されているのに、ブレスト･リトフスク

交渉において、『ポーランド、クールラン
ド、リトアニアなどでは』国民投票が要求さ

れているのはなぜか、と尋ねた。プレオブラ
ジェンスキーによってなされた解答は、『ウ

クライナやコーカサスなどでは、ブルジョア
議会主義の段階が終った』のに反し、あとに

あげられた国々は、まだ『専制的な軛をかな
ぐり捨て』ておらず、『民主主義的な段階に

到達して』いないからだというのであった。
スターリンはこれにつけ加えていった。『ソ

ヴェトがまだ実存せず、社会主義革命がまだ
ないのに、西部地域にソヴェト権力を要求す

ることは意味がないだろう』と」 。 1

スターリン全集には、「ロシア共和国の連
邦的諸機関についての決議草案」が収録され

ている（反対24、棄権3で採択）。それは、
「1、ロシア社会主義ソヴェト共和国は、ロ

シアの諸ナロードの自由意志による同盟に基
づいて、諸ナロードの各ソヴェト共和国の連

邦として設立される。……5、固有の生活様
式と民族的構成とによって区別される、個々

の州のソヴェト共和国が連邦政府に参加する
方法、ならびにロシア共和国の連邦および州

の諸機関の活動範囲の区画は、州ソヴェト共
和国が設立されれば、直ちに全ロシア中央執

行委員会および、これら共和国の中央執行委
員会のよって決定される」と述べている（国

名で初めて「社会主義」を名乗った）。この
決議を「憲法の一般的原則」（スターリン結

語）として、憲法制定作業が進められた。  2

4月1日、全ロ中執は憲法起草委員会を設
置。「この委員会は、スヴェルドロフの提案

によって全ロ中執の5名、ならびに内務人民
委員部［ラツィス］、司法人民委員部［レイ

スネル］、民族問題人民委員部［アバネーソ
フ］、ヴェセンハ［ブハーリン］および軍事

人民委員部［スクリャンスキー］からの各1
名によって構成されることになった。全ロ中

執からの憲法委員会のメンバーは、同［全ロ
中央執行］委員会を構成する各会派の会員の
比率に従い選出することになり、ボリシェビ

『ボリシェビキ革命』　カー　みすず書房　新装版1999/31

　この決議＝「ソヴェト･ロシア共和国憲法の基本規程」には、左翼エスエルの提案によっ2

て、第6条（内容不明）と第7条（次のソヴェト大会に、全ロ中執が憲法草案を提出すること）
が加えられたという。 
　なお、1918年初めにレーニンが書いた「併合主義的単独講和の即時締結の問題についてのテ
ーゼ」は、以下のように述べている。「ある一国で社会主義政府が勝利したのちは、……ひと
えに、すでに始まっている社会主義革命の発展および強化のための最良の条件という見地か
ら、問題を解決しなければならない」、「どのマルクス主義者も、マルクス主義と社会主義一般
の原則と手を切らない限り、社会主義の利益が民族自決権の利益に優先することを否定するこ
とはできない」、と。
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キ＝3名［スヴェルドロフ、スターリン、ポ
クロフスキー］、左翼エスエル＝2名［シレ

イデル、マゲロフスキー］、エスエル･マキシ
マリスト＝決議権をもたないメンバー1名

［ベルドニコフ］、と確定した」（前出新美
論文）。さらに、決議権をもたない委員とし

て、ステクロフ（『イズベスチャ』編集局）
とグルヴィチ（司法人民委員部）が加わる。

議長はスヴェルドロフ。 
「憲法の作成過程では、諸民族地域をどの

ように統合するかという問題と、より一般的
に全国と地方の関係……をどのように構築す

るかという問題とが絡み合い、複雑な議論が
展開された」 。グルヴィチの『ソヴェト憲法1

史』によれば、「第一次的な権力の源泉たる
意義を取得せざるをえないところの、末端の

地方国家機関が真の主権者である」（ から2

の孫引き）というのが、地方ソヴェト問題に

関する起草委員会の一致した見解だったらし
い。 

周知のようにレイスネルは、地域的諸州の
連邦を否定し、諸コンミューン同盟等の統一

体としてのソヴェト･ロシア共和国を構想した
のだが、その論拠の一つが、「民族的原則

（ナツィオナーリノエ･ナチャーロ）は、近
代自由主義的立憲主義国家の段階で、常に支
配的であったが、ブルジョア民主主義が発展

するにつれて、それは国家形成原理としては
第二線に後退し、文化的なものとして再生し

た。このように、ブルジョア国家においてさ
え、政治的意味ではその意義を失いつつある

民族概念が、社会主義国家の構成の原則にな
り得ないことは当然である」（新美論文）と

いうものであった。レイスネル構想は、「ア

ナルコサンジカリズム的」として斥けられ
る。 

4月初め、『プラウダ』のインタビューに
答えて、スターリンは以下のように述べてい

る。 
「ロシア連邦は……個々の独立した都市の

同盟、あるいは……一般の諸州の同盟なので
はなく、反対に、固有の生活様式ならびに民

族的構成の点で特色のある、歴史的に区分さ
れた一定の地域の同盟である」。「［連邦

の］主体となるのは、生活様式の特殊性と民
族構成の特質と経済的地域としてのある最低

の全一性を、そのうちに自然に組み合わせて
いる一定の州だけである。それは、ポーラン

ド、ウクライナ、フィンランド、クリミア、
ザカフカス（ただし、ザカフカスがグルジ

ア、アルメニア、アゼルバイジャン･タターリ
アその他のような、いくつかの一定の民族的

地域的単位にわかれるという可能性が、ない
わけではない）、トルケスタン、キルギス地

方、タタール=バシキール地方、シベリアそ
の他である」。 

この発言は、ポーランドとフィンランドを
あげていること、後に「共和国」と「自治共

和国」とに区分される地域が並列されている
こと、民族地域原理からはずれるシベリアが
あげられていること、などから、当時の流動

的状況を反映している。 
またスターリンは、「連邦に組織される州

の権利の範囲」に言及し、「海陸の軍事、対
外問題、鉄道、郵便電信、貨幣、通商条約、

一般的な経済･財政･銀行政策、――こうした
ことはみな中央人民委員会議の活動範囲とな

るはずである。その他一切の問題、まず第一

『多民族国家ソ連の興亡』三部作　　塩川伸明　岩波書店　2004/71
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に、一般法令の施行形態、学校、訴訟手続、
行政などは州人民委員会議に移ることになろ

う。訴訟手続でも、学校でも、義務的な『国
家的』言語は、何もない！　各州はその州の

人口構成に適する一言語または諸言語を選
び、その際、あらゆる社会的･政治的施設の

なかで、少数者であろうと多数者であろう
と、言語の完全な同権が守られるであろう」

と述べた。 
そしてスターリンは、「ツァーリの強制的

な中央集権は、自由意志的な連邦制度に取っ
て代わられたが、それは連邦制度がロシアの

すべてのナーツィヤとプレーミャ［いわゆる
『部族』］の勤労大衆の、同じく自由意志的

できょうだい的な統合に、時とともに席を譲
るためである。――ロシアの連邦制度は、

……将来の社会主義的中央集権への過渡的役
割を演ずる運命にある」と語り、インタビュ

ーを終えた。 
また、論文『当面の任務の一つ』でスター

リンは、以下のように述べている。「権力が
そこで人民的なものになり、勤労大衆が社会

主義的になるためには、これら辺境地方の勤
労被搾取大衆を革命的発展の過程に引き入れ

る特別の手段が、とりわけ必要である。……
しかしこのことは、これらの辺境の自治なし
には、この自治を現地のソヴェトの土台の上

に築くことだけである。……これらの地域の
自治の性格と形態を決定するために、必要な

材料と各種の資料を収集することが必要であ
る。その諸ナロードの憲法制定ソヴェト大会

と、ソヴェト諸機関とを召集するための委員
会を創設する必要がある。そして、この大会

はこれらの自治地方の地理的境界をつけるべ
きである。……民族的選挙区分［クーリヤ］

による分割は、……諸ナツィオナーリノスチ

の勤労大衆の間の隔壁を固め、遅れたナロー
ドの光明と文化への道を閉ざすものである。

憲法制定大会選挙の基礎となり、また自治の
根底とならねばならぬのは、諸ナツィオナー

リノスチの民主主義的勤労大衆を、……それ
ぞれのソヴェト組織のまわりに、結集するこ

とでなければならない」。 
スターリンは、レーニンの表現を忠実にな

ぞっているように見えるが、スターリンの
「自治」はレーニンの「自主管理」に近い。

つまり、中央集権的性格が強いということで
ある。 

4月12日、スターリンは、憲法起草委員会
に自らのテーゼを提出した。その特徴は、憲

法草案が、「ブルジョア体制から社会主義体
制への過渡期を予定したものでなくてはなら

ない」とした点にある。すなわち、「プロレ
タリアートと貧農の独裁の問題、この独裁の

表現としての権力の組織化の問題」を明確に
しなければならないのであった。スヴェルド

ロフがまず指摘し、スターリンが強調したこ
の観点こそ、レイスネル構想への決定的批判

なのである。 
4月19日、スターリンは憲法の総則案を提

出した。第1条で「ロシア共和国は……ロシ
アの全勤労者の自由な社会主義社会である」
とし（過渡期は社会主義社会に含まれるとい

う認識！）、第2条で特有な生活様式および
民族構成を特徴とする州の問題、第3条で連

邦制の問題を扱い、第4条で「現在の過渡期
を考慮した国の政治生活の仕組の基本的な任

務は、強力な全ロシア的政治権力という形
で……都市および農村のプロレタリア独裁を

確立することである」としたものである。ス
ターリン案は、賛成5、反対3で採択された。 

しかし、「4月19日に……スターリン案が
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採択されてから、4月25日に発表される間
に、この［憲法起草］委員会において、どの

ような手続で、実際に誰の手によって作業が
おこなわれたかは定かではない」（新美論

文）が、『イズベスチャ』に発表された草案
は、スターリン案を修正したものであった。

語句の修正を除けば、スターリン案の第4条
が第1条になり、以下、順にずれている。こ

れらは、基本的に憲法にとりいれられた。 
4月30日、トルケスタン自治共和国が樹立

された。「これが、事実上、『ロシア共和国
の連邦機関について』の決議の規準――特別

の生活様式と民族的構成とによって区別され
る個々の地方のソヴェト共和国――に照応す

る最初の連邦構成民族自治共和国であった」
（同上）。 

以後、草案起草作業は遅々として進まず、
動き始めたのは、第5回全ロ･ソヴェト大会が

迫った6月になってからである。また、6月下
旬に開かれたボリシェビキ中央委員会会議

は、「レーニンを責任者とする党憲法起草委
員会を設置した」（同上）。中央委員会会議

では、「『レーニンを含む数名の中央委員
が、憲法制定についての問題を第5回全ロシ

ア･ソヴェト大会に議題からはずすことを提
案』した」（同）という。 

「ロシア社会主義連邦ソヴェト共和国憲

法」は、7月の全ロ･ソヴェト大会（大会中に
左翼エスエルの反乱）で採択された（細則の

確定作業は大会中も続いていた）。  1

憲法（『人権宣言集』に抄録）の第1篇

「勤労被搾取人民の権利宣言」（全4章、8カ
条。以下の条数は通し番号）は、1月の宣言

を、語句と叙述の順序を若干変えたものであ
った。第2篇「ロシア社会主義連邦ソヴェト

共和国憲法の総則」（全1章、15カ条）で、
共和国の原則を述べ、国民の権利などを規定

している。本稿のテーマに関連する条項を紹
介しておく。 

「第11条　特有の生活様式と民族構成を
特徴とする州の諸ソヴェトは、自治州同盟に

統合されることができる。自治州同盟、およ
び今後州的な統合体一般に組織されることの

あるあらゆる地域は、州ソヴェト大会と、そ
の執行機関によって代表される。 

この自治州同盟は、連邦原理により、ロシ
ア社会主義連邦ソヴェト共和国に加入す

る。」 
「第20条　あらゆる民族の勤労者の連帯

性から出発して、ロシア社会主義連邦ソヴェ
ト共和国は、ロシア国民［グラージダン。

『市民』とも］のもつあらゆる政治的権利
を、ロシア共和国の領域内に勤労的な仕事に

従事するために住み、労働者階級あるいは他
人の労働を利用しない農民に属している諸外

国人［イノストラーンツァ］に与え、また面
倒な手続きを一切ぬきにして、このような外

国人にロシアの国籍を与える権利を、地方ソ
ヴェトに対し認める。」 
「第21条　ロシア社会主義連邦ソヴェト

共和国は、政治的および宗教的な犯罪の理由
で追及されているすべての外国人に、避難権

を与える。」――第20条、第21条は、捕虜
のオルグと関係すると思われる。4月に全ロ

シア戦争捕虜国際主義者大会が開かれてい
た。 

　国名を「ロシア･ソヴェト連邦社会主義共和国」とする文献もあるが、1936年のいわゆる1

スターリン憲法成立に伴うと思われる変更後の国名との混同だろう（略称はともにRSFSR）。
両者はまったく同じ単語の順序が違うだけで、違いの意味は不明。
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「第22条　ロシア社会主義連邦ソヴェト
共和国は、国民がどのような人種と民族に属

しているかに関係なく、その人々に平等の権
利を認め、人種と民族を理由に、何らかの特

権あるいは特恵を設けること、ならびに、ど
のようなやり方であれ少数民族を抑圧した

り、その人々の同権を制限したりすること
は、共和国の基本法に違反することを宣言す

る。」 
カーが言うごとく、採択された憲法は、そ

れまでの憲法という観念･概念とは根本的に
異なるものであった。それは、「プロレタリ

ア独裁の表現」であり、「労働者の自由は、
国家に対してではなく国家の行動を通じて主

張されるべきであった。憲法の規定は、かか
る行動を約束し保証することであった」 。 1

19年綱領の「一般政治的分野」には、憲
法についての記述が二度出てくる。「ソヴェ

ト憲法は、資本の抑圧からの労働の解放と矛
盾するような自由は、どんなものでも欺瞞で

あるという見地に立って、搾取者から政治的
権利を剥奪することをためらわない」。「わ

が国のソヴェト憲法は、この事情［革命を通
じた指導的役割］を反映して、工業プロレタ

リアートに対して、より分散的な農村の小ブ
ルジョア大衆に比べて、ある種の優位を与え
ている」。 

当時のロシアは、政治的･軍事的、そして
地理的に不確定であった。「18年の7月に

は、ソヴェトの数は約1万2000をかぞえ
た」 。そして、内戦･干渉戦争は激しさを増2

しつつあったのである。 
憲法を補完するものとして、10月に発布

された「少数民族学校規程」には、母語によ
る教育、少数民族学校は国立であることなど

が明記されていた。 
なお、11月の論文『10月変革と民族問

題』でスターリンは、「『全権力を民族ブル
ジョアジーへ』というスローガンを掲げる、

自決の原則の古いブルジョア的理解が、革命
の過程そのものによって暴露され、投げ捨て

られることになった。『全権力を被抑圧諸ナ
ツィオナーリノスチの勤労大衆へ』というス

ローガンを掲げる、自決の原則の社会主義的
理解が全面的に承認され、適用の可能性を得

ることになった」と述べている。ただ、この
論文の強調点は、10月革命が、被抑圧諸ナロ

ードと植民地の解放という地平を切り拓き、
西洋と東洋の被抑圧諸ナロードの間に、橋を

かけたという主張にあった。  3

1919年は、切迫する内戦情勢によって、
軍事的統合が進む。「4月23日、レーニンは

次の命令を下した。『次の点は緊急、即時に
必要である。⑴あらゆる“民族（ナツィオナル

ィ）”に向けて、軍事的統一（合同）について
の中央委員会からの指令文書を作成するこ
と。⑵一連の記事にするために、この文書を

報道機関にも渡すこと。……』（レーニンが
用いたロシア語『ナツィオナルィ』［辞書に

ない］という表現のもつ保護者めいた意味合
いは、英語のnationalsという単語では十分伝

『ボリシェビキ革命』　カー　みすず書房　新装版1999/31

 『ソ連邦史』1～4　ボッファ　大月書店　1979/11～1980/92

　ザーパトとヴォストークは、国内の場合には「西方」と「東方」、国外の場合には「西3

洋」と「東洋」と訳すという慣例に従う。ちなみに、ウラジヴォストーク（ウラジオストッ
ク）は、「東方を征服せよ」の意。
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えることはできない。たぶんこれともっとも
近いのは北アメリカで用いられるethnicsと

いう単語であろう。）5月にレーニンとスタ
ーリンが署名した指令は、あらゆる軍事物資

および鉄道輸送は厳格に中央集権化され、ロ
シア連邦共和国の完全な管理下におかれるこ

とを明記した。しかしこれらはすべて、『社
会主義防衛戦争の続く間』に限った措置であ

るはずだった」。「1919年6月1日、非ロシ
ア諸共和国の代表との合同会議で全ロシア中

央執行委員会が採択した軍事同盟に関する布
告が、次のステップだった。『ソヴェト社会

主義共和国すべての軍事同盟は、共通の敵か
らの攻撃に対する最初の回答となるはずであ

る。したがって、ウクライナ、ラトヴィア、
リトアニア、白ロシア、クリミアの労働者大

衆の独立、自由、自決の承認という原則に完
全に基づきつつ、全ロシア中央執行委員会は

以下の密接な合同を遂行することが必要であ
ると見なす。⑴軍事組織および軍事的指揮

権、⑵国民経済会議、⑶鉄道管理ならびに経
営、⑷財政、⑸国民生活部門の指令を、単一

の部局に集中させるため、ロシア、ウクライ
ナ、ラトヴィア、リトアニア、白ロシア、クリ

ミア各ソヴェト社会主義共和国の労働人民委
員部。……』」 。 1

【補】グロチウスを国際法の祖とし、ウェス
トファリア条約によって近世の国家間体系が

形成された、というのが通説になっている。
しかし、『イスラム事典』（平凡社）は、

「ウェストファリア条約をもって国際社会の
成立とみなして、カピチュレーションに示さ

れるような国家間に働く自然の法の認識から
国際法が意識されるようになったことを無視

するやり方」を批判している。カピチュレー
ションとは、「生命･財産の安全、治外法

権……などの保証を在留外国人に特権的に認
めることを定めた国際的条約」であるが、そ

の起源は9世紀のアッバース朝に遡るといわ
れ、「12世紀以後、イタリア諸都市が西アジ

ア･北アフリカ各地のイスラム諸王朝よりこ
の特権を得てから一般化した。……オスマン

帝国が、……フランス（1536）、イギリス
（1579）、オランダ（1613）にこの特権を

認めると、カピチュレーションは、中東とヨ
ーロッパとの間の地中海貿易を規定する基本

的条約の性格を獲得した」（同）。ちなみ
に、社会契約の観念もイスラム政治思想が先

行していたという。

『ソ連邦　民族･言語問題の全史』　ナハイロ／スヴォボダナハ　明石書店　1992/121
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